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資料２－１

飯山市国土強靭化地域計画の改定について

飯山市国土強靭化地域計画（以下「市強靭化計画」という。）は、大規模自然災害等から市民の生

命と財産を守り、地域への致命的な被害を回避し、速やかな復旧復興に資する施策を計画的に推進す

るために、平常時の備えを中心にまちづくりの視点も合わせたハード・ソフト両面での包括的な取り

組みを推進し、市民の生命と財産を守ることを目的とし、本市の国土強靭化に関する取り組みの指針

として、令和３年度(2021年度)から令和７年度(2025年度)までを計画期間として策定されました。

◆ 飯山市国土強靭化地域計画
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飯山市国土強靭化地域計画の改定について

市強靭化計画は、地域における国土強靭化に係る各種計画等の指針（アンブレラ計画（最上位

計画））として位置づけられています。同じく飯山市の各種計画等の指針として位置づけられて

いる飯山市第６次総合計画の前期基本計画の計画期間が令和５年度(2023年度)から令和９年度

(2027年度)までとなっています。

また、同様に整合を図るとされている第３期長野県強靭化計画の計画期間が令和５年度(2023年

度)から令和９年度(2027年度)までとなっています。

以上のことから、現在の市強靭化計画の計画期間の終期を上記の２つの計画と一致させ、今後、

計画期間を同じくし、計画間の整合を図ろうとするものです。

◆ 改定の理由

１ 飯山市第６次総合計画前期基本計画及び長野県強靭化計画の計画期間との整合
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飯山市国土強靭化地域計画の改定について

市強靭化計画は、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強

靭化基本法」第13条に基づく国土強靭化地域計画として策定されたもので、国の基本計画や長野

県国土強靭化計画及び飯山市総合計画と整合を図りつつ、地域における国土強靭化に係る各種計

画等の指針（アンブレラ計画（最上位計画））として位置づけられています。

現在の市計画については、策定当時の国の基本計画、第２期長野県国土強靭化計画、飯山市第

５次総合計画と整合を図り策定されており、現状では、前述の計画が改定又は次期計画が策定さ

れていることから改定するものです。

◆ 改定の理由

２ 各種計画との整合
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飯山市国土強靭化地域計画の改定について

◆ 改定の内容

■ 計画期間の延長

飯山市第６次総合計画前期基本計画及び第３期長野県強靭化計画の計画期間が、令和５年度

(2023年度)から令和９年度(2027年度)までとなっていることから、市強靭化計画の計画期間を

２年間延長し、終期（令和９年度(2027年度)）を一致させ、次期計画策定時にそれぞれの計画

と整合を図るため関係部分を改定

・「第１章 ２ 計画の位置づけ」において計画期間を改定（新旧対照表 P6）
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飯山市国土強靭化地域計画の改定について

◆ 改定の内容
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飯山市国土強靭化地域計画の改定について

◆ 改定の内容

■ 国土強靭化基本計画との整合

国において、令和５年(2023年)７月に、近年の災害から得られた貴重な教訓や社会経済

情勢の変化等を踏まえ、大規模自然災害等に備えた国土の全域にわたる強靱な国づくりの

歩みの加速化・深化を図ることを目的に、基本計画の見直しが行われたことにより、関係

引用部分を改定

・「第１章 １ 計画の策定趣旨」中の「国土強靭化基本計画の概要」を改定（新旧対照表 P2）
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飯山市国土強靭化地域計画の改定について

◆ 改定の内容

■ 第３期長野県国土強靭化計画との整合

長野県において、第２期計画の策定後、令和元年東日本台風災害をはじめとした大規模な自然災害を

経験する中で、災害対応を通じて得られた新しい知見や教訓を今後の施策に活かしていく必要があり、

また、計画の進展に伴い、実施している施策もその進捗状況に合わせ見直しを行う必要があったことか

ら、第３期長野県国土強靭化計画（令和５年度(2023年度)～令和９年度(2027年度)）が策定されたこと

により、関係引用部分を改定

・「第１章 １ 計画の策定趣旨」中の策定経過及び策定趣旨を改定（新旧対照表 P2～P3）

・「第３章 １ 基本目標」「第４章 ２ 脆弱性評価の考え方」中の「長野県国土強靭化計画 基本目標」を改定

（新旧対照表 P8 P17～P18）
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飯山市国土強靭化地域計画の改定について

◆ 改定の内容

■ 飯山市第６次総合計画との整合

飯山市第６次総合計画前期基本計画（計画期間：令和５年度(2023年度)～令和９年度

(2027年度））が市強靭化計画の期間中に策定されたことにより、関係部分を改定

・「第１章 １ 計画の策定趣旨」中の「総合計画（前期・後期）基本計画における防災面の取組み内容」を改定（新

旧対照表 P3～P4）

・「第４章 １ 本市の国土強靭化に向けた取組み」中の「総合計画（前期・後期）基本計画における地域防災や国土

強靭化対応施策」を改定（新旧対照表 P11～P13）
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■ 改定時点における時点修正

・「第５章 飯山市における国土強靱化の推進方針」中の該当箇所など

飯山市国土強靭化地域計画の改定について

令和８年２月上旬まで 改定内容精査

(2026年) 計画別表個別事業の実施内容・目標数値等の確認、設定

２月上旬 計画案作成

２月上旬 庁議

２月中旬 議会全員協議会 説明

３月 改定 公表

◆ 改定スケジュール
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第１章 国土強靭化計画の基本的な考え方 
 

 １ 計画の策定趣旨 
 

   国においては、東日本大震災の教訓を踏まえ、平常時から大規模自然災害等様々な危機を想定して備

えることが重要であるとの認識のもと、平成 25 年（2013 年）12 月に「強くしなやかな国民生活の実現

を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」（以下「基本法」という。）を公布・施行しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   同法に基づき、国は翌平成 26 年(2014 年)６月に国土強靱化に関係する国の計画等の指針となる「国

土強靱化基本計画」（以下「基本計画」という。）を策定し、平成 30 年(2018 年)12 月及び令和 5 年(2023

年)7 月には、近年の災害から得られた貴重な教訓や社会経済情勢の変化等を踏まえ、その歩みの加速化・

深化を図ることを目的に、基本計画の見直しが行われました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

（目的） 

第１条 この法律は、事前防災及び減災その他迅速な復旧復興並びに国際競争力の向上に資する

国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある大規模自然災害等（以下単に「大規

模自然災害等」という。）に備えた国土の全域にわたる強靱な国づくり（以下「国土強靱化」と

いう。）の推進に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び国土強靱化基本計画の

策定その他国土強靱化に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、国土強靱化推進本部

を設置すること等により、国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共

の福祉の確保並びに国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 （略）明確な目標の下に、大規模自然災害等からの国民の生命、身体及び財産の保護並び

に大規模自然災害等の国民生活及び国民経済に及ぼす影響の最小化に関連する分野について現

状の評価を行うこと等を通じて、当該施策を適切に策定し、これを国の計画に定めること等に

より、行われなければならない。 
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   長野県は、こうした国の方針や、災害の教訓を踏まえ、災害が起こった場合でもその被害を最小限に

抑え、速やかに復興するため、すべての県民や長野県を訪れる人々が、今後起こりうる自然災害をイメ

ージし、事前の備えに取り組むことを目的に、平成 28 年(2016 年)３月に第 1 期長野県強靱化計画を、

平成 30 年(2018 年)３月には、第２期計画を策定しました。 

   第２期計画の策定後、令和元年東日本台風災害をはじめとした大規模な自然災害を経験する中で、災

害対応を通じて得られた新しい知見や教訓を今後の施策に活かしていく必要があり、また、計画の進展

に伴い、実施している施策もその進捗状況に合わせ見直しを行う必要があることから、大規模自然災害

への「備え」について、引き続き最悪の事態の想定という視点から強靱化に向けた施策を効果的に推進

するため、国土強靱化基本法第 13 条の規定により、第３期長野県強靱化計画（計画期間：令和５年度

(2023 年度)から令和９年度(2027 年度)）を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   本市では、令和 5 年（2023 年）3 月に「飯山郷創～世界にひらく 里山の未来～」を将来都市像とす

る飯山市第 6 次総合計画を策定し、10 年間、飯山市のあらゆる地域資源の可能性を最大限に引き出し活

用するとともに、デジタル技術の急速な進化や新型コロナウイルス感染症の影響による人々のライフス

タイルの変化など時代の変化を的確に捉え、訪れたい・住みたい・暮らし続けたいと思われる「世界に

誇れる里山」を目指し、一人ひとりが未来を考え知恵を出し合いながらまちづくりを進めています。 

   飯山市第 6 次総合計画では、基本目標の一つに「安全で安心して暮らしを愉しめるまち」を掲げ、過

去の災害の教訓を生かし、将来のリスクを想定するとともにデジタル技術を活用した防災・減災対策と

インフラ整備を推進し、安全・安心なまちを目指すとしています。 

   また、前期基本計画では基本目標を実現するための施策「防災減災対策の推進」において 

  ● ハザードマップなど防災に関わる資料を作成し、学習会やイベント等において市民へ周知することで、

自助による防災意識の高揚を図る 

  ● 大規模災害に備え、国、県、応援協定自治体、警察、消防および自主防災組織など関係機関との連携

を強化し、訓練による実効性の検証を行い、風水害・地震・原発事故等の対策に万全の防災体制を確

立する 

  ● これまでの災害データや AI 等の最新技術を活用した迅速かつ的確な災害状況の情報収集や避難情

報等の発信など、防災 DX を推進する 

  ● 令和元年東日本台風災害を教訓に、雨水排水関連施設や河川等の整備、千曲川緊急治水対策プロジェ

クトと連携した治水事業を推進するほか、山林の安全性を高め、災害に強いまちづくりを進める 

  ● 住宅・建築物の耐震化を推進し、地震や風水害等の自然災害に対する備えを進める 

  ● 災害危険箇所を日常的に把握するとともに災害による被害とその影響を最小限に抑え、早急に復旧を

図るため、総合的な体制を整えるとして、取り組みを進めています。 

   こうした中、東日本大震災以降も本市を襲う台風や局地的豪雨などによる被害が発生していることか

ら、大規模自然災害等から市民の生命と財産を守り、地域への致命的な被害を回避し、速やかな復旧復

興に資する施策を計画的に推進するために「飯山市国土強靱化地域計画」を策定するものです。 

【策定趣旨】 

強靱化とは、災害が発生しても生命を失わず、迅速かつより良く日常 

の生活に戻るため、最悪の事態を念頭に置き、平時からの「備え」を誰もが行うことにより、

社会全体が災害に強くなること 

大規模自然災害への「備え」について、引き続き最悪の事態の想定という視点から強靱化に向

けた施策を効果的に推進するため、第３期長野県強靱化計画を策定 

【計画の性格】 

大規模自然災害に対する県土の脆弱性を認識し、その克服に向けて事前防災及び減災その他迅

速な復旧等に資する施策を総合的に実施するため、国土強靱化の観点から本県における様々な

分野の指針となる計画 

【計画の目的】 

行政のみならず、企業、県民も、生命・財産を守り迅速に復旧・復興するための「事前の備え

を行うことにより、社会全体が災害に強くなること」、すなわち強靱化を意識することが必要。

本計画は、多くの災害経験を踏まえ、行政、企業、県民が一体となって「オール信州」で強靱

化に取り組み、県民の生命・財産・暮らしを守ることを目的 
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 ２ 計画の位置づけ 

 
 本計画は、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」第

13 条に基づく国土強靭化地域計画として策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ⑴ 飯山市国土強靭化地域計画と各計画との整合 

    国の基本計画や第３期長野県強靱化計画との整合性を図りつつ、飯山市第６次総合計画の防災関連

の取組みや、飯山市地域防災計画での取組みを計画的に推進する上での指針となる計画として位置づ

けるとともに、地域における国土強靱化に係る計画等の指針（「アンブレラ計画」）としての性格を有

するものとし、今後策定する各種計画等については、国土強靱化の観点から必要な見直しを行うもの

とします。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    なお、本市の地域防災計画は、風水害や地震などに対応した防災に関する業務等を定めており、災

害対策を実施する上での予防や発災後の応急対策、復旧等に視点を置いた計画となっています。 

    これに対して「飯山市国土強靱化地域計画」は、平常時の備えを中心に、まちづくりの視点も合わ

せたハード・ソフト両面での包括的な計画であり、それぞれが自然災害の発生前後において必要とさ

れる対応について定めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国土強靱化地域計画） 

第 13 条 都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、当

該都道府県又は市町村の区域における国土強靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画（以下

「国土強靱化地域計画」という。）を、国土強靱化地域計画以外の国土強靱化に係る当該都道府県又

は市町村の計画等の指針となるべきものとして定めることができる。 

（国土強靱化地域計画と国土強靱化基本計画との関係） 

第 14 条 国土強靱化地域計画は、国土強靱化基本計画との調和が保たれたものでなければならない。 

分野別計画 

（飯山市地域防災計画、飯山市公共施設等総合管理計画、飯山市耐震改修促進計画など） 

整合 整合 ・ 調整 

 

 国土強靭化基本計画 長野県第３期強靭化計画 
整合 

飯山市国土強靭化地域計画 飯山市第６次総合計画 

指針 指針 

整合 
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  ⑵ 飯山市国土強靭化地域計画の計画期間 

 飯山市国土強靭化地域計画の計画期間は、令和３年度(2021 年度)から令和９年度(2027 年度)の７年

間とします。 

 なお、本計画は国の基本計画、長野県第 2 期計画、第５次総合計画等の各種計画との整合性や施策

の進捗状況、社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて見直しを行います。 

 

 

 ３ 本計画の検討フロー 
 

   本計画は、令和２年(2018 年)６月に内閣官房国土強靱化推進室が作成・公表した、国土強靱化地域計

画策定ガイドライン（第７版）基本編、策定・改訂編、及び資料編を踏まえ、検討・策定しています。検

討フローは以下のとおりです。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■国土強靱化の基本的考え方（第１章） 

■飯山市における国土強靱化の基本目標の設定（第３章） 

※本章（第１章）にて検討結果をまとめています。 

○市民の生命と財産保護、地域への致命的な被害を回避、発災後の速やかな復

旧復興を目指すものとします。 

○本市の基本目標を設定しています。 

○対象とする災害を設定しています。 

■飯山市における脆弱性評価（第４章） 

○本市の災害に対する現在の取組みを確認しています。 

〇脆弱性評価の考え方を整理しています。 

○「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」を設定しています。 

■飯山市における国土強靱化の推進方針（第５章） 

〇リスクシナリオごとに脆弱性を分析したうえで、リスクへの対応と推進方針

を設定しています。 

■個別事業（別表） 

○具体的な事業を掲げています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 
 

 

飯山市の地勢と災害記録 
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第２章 飯山市の地勢と災害記録 
 

 １ 自然的条件 
 

  ⑴ 市域 

    本市は、長野県の最北端に位置し、東は栄村、野沢温泉村及び木島平村、南は中野市、西及び北は

新潟県に接する東西約 23.1 ㎞、南北約 25.2 ㎞で周囲約 96.0km、総面積約 202.43 ㎢の広ぼうを有し

ています。 

    本市（市役所）の経緯度からみた位置は、 

     〇東経 138°22′ 

     〇北緯 36°51′ 

     〇標高 315ｍ 

   となっています。 
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  ⑵ 地勢 

 本市は、西側を斑尾山と鍋倉山を連ねる関田山脈に、東側を三国山脈の支脈により囲まれ、大半は急

峻な山地からなり、市域を南西から北東に貫流する千曲川に向かって傾斜しています。これら山間地

から流れ出た中小河川により扇状地が形成されており、中央の平坦地は千曲川の氾濫により造成され

た沖積地帯です。 

 傾斜区分別に見ると、傾斜度０°～15°の地域が約 44％を占め、15°～30°が約 49％、30°以上が

約７％となっています。 

 また、市域の約 33％が標高 400ｍ以下であり、県内で最も標高の低い地域です。 

 

  ⑶ 地質 

 市の西側を連ねる関田山脈全体は、第三紀層により形成されており、斑尾山、黒岩山周辺と仏ヶ峰以

北については第四紀層の噴出源、活動時期を異にする多くの溶岩、凝灰角礫岩、火山岩層、火山灰など

からなる安山岩類（大半が複輝石安山岩質岩石）で覆われています。 

 また、東側の山地についても、第四紀火山の噴出した安山岩類に覆われています。 

 中央の平坦地及び千曲川の沿岸は、長峰丘陵を除き新世の砂礫や粘土層が堆積した沖積層に属し、

これら沖積地帯と第三紀層地帯の間、長峰丘陵及び山脈内の台地は、火山層と第三紀層の崩壊物が混

ざり堆積した洪積層地帯となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      （出典：国土交通省 北陸地方整備局「千曲川・犀川の地形と地質」 

        https://www.hrr.mlit.go.jp/chikuma/shiru/public/chishitu.pdf） 

   

  ⑷ 気候 

    本市の気候は、降雪量の多い裏日本型気候を示し、春から秋にかけては昼夜の気温差が大きいこと

から内陸盆地型気候になるという特色をもっています。 

    年間平均気温は 11℃前後ですが、年間最高最低の気温差は 50℃前後と大きな差があります。また、

降水量はおおむね年間 1,300～1,400mm 前後であり、月別に見ると豪雪地帯であるため１月、２月及び

12 月が多く梅雨期及び台風期を上回っています。 

    また、降雪期間の平均（平成 13 年～17 年）は 110 日間、根雪期間の平均は 106 日間、最深積雪の平

均は 164cm となっていますがが、地域差が大きく北部山間地では 400cm に達することもあります。 
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 ２ 災害の要因 
 
  ⑴ 風水害 

 梅雨期や秋雨期には、前線が本州付近に停滞し、台風や低気圧の通過により、南方の湿った空気を運

び込んで、大雨を降らせることがあり、市内の各河川の氾濫、がけ崩れ等の災害の発生がみられます。 

 また、長野県の位置と地形のもつ条件から、従来より台風の接近、通過により各所に風水害を発生さ

せており、中小河川の氾濫、千曲川の増水及びがけ崩れ等の要因となっています。 

 さらに、台風による暴風及び春先の季節風により局地的に突風が発生し、農産物に被害が発生する

ことがあります。 

 

  ⑵ 地震 

 本市域は、信濃川断層帯に含まれ善光寺地震、長沼地震、松代群発地震にみられるように地震の発生

しやすい地域となっています。大地震の発生により、大きな地殻変動を伴い震源が浅いところにある

場合は、断層や土地の隆起、沈降が現われます。 

 また、山崩れ、がけ崩れを起こし、ときには山津波になり河川をせき止め、過去においてはそれが原

因となって洪水も発生しています。 

 特に弘化４年（1847 年）３月 24 日（※現在の５月８日）亥の刻（※現在の 22：00）、長野市浅川清

水付近で発生した地震は、マグニチュード 7.4、震度７と推定され、長野市及び本市など北信地域を中

心に東信、中信地域まで被害地域が広がりました。 

 本市域（※旧飯山領 33 カ村、幕府領 25 カ村）の被害は、死者 795 人、倒壊・焼失家屋数 1,859 軒

にのぼり、暗闇での家屋倒壊による圧死や、家屋倒壊後に発生した火災による焼死など悲惨な様子が

今に伝わっています。 

 

  ⑶ 雪害 

 本市は、全国でも有数の豪雪地帯であり、毎年雪による様々な被害を被っていますが、本市の地域の

特性として、豪雪、雪崩、春先の融雪等による災害発生が起こっています。 

    特に除雪作業中の事故の発生が多い状況です。 
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 ３ 過去の災害 
 
  ⑴ 風水害 

    千曲川流域の洪水の歴史は、文献から仁和４年（888 年）に最も古い記録があります。歴史上特記す

べき洪水として、寛保２年(1742 年)の洪水が「戌（いぬ）の満水」と呼ばれ、千曲川史上最大の洪水

として知られています。 

    千曲川流域は地盤の隆起などにより形成された狭窄部（中野市、飯山市）によって昔から多大な被

害が発生しています。 

 

    近年の、本市の主な水害は以下の通りです。 

 

〔令和元年東日本台風（台風第 19 号）災害〕 

■災害の概要 

 令和元年 10 月 12 日に日本列島に上陸した台風第 19 号は、東日本から東北地方を中心に広い範囲

で観測史上最大となる大雨を降らせ、各地に甚大な被害をもたらしました。 

 千曲川の水位は、立ヶ花水位観測所で 12.46ｍ、飯山水位観測所で 11.10ｍに達し、それぞれ過去

最高となる水位を記録しました。 

 こうした状況の中、千曲川沿いの一部地域でも氾濫被害が発生し、また、千曲川の支川である皿川

（一級河川）が氾濫し、飯山市街地が浸水したことにより、市役所も被災するという大きな災害とな

りました。 

■被災状況 

○人的被害の状況 

・死者（災害関連死） １名 

・重症        １名 

・軽症        ４名 計６名 

○家屋浸水被害(R2 年 9/30 現在) 

・大規模半壊      38 

・半壊         152 

・一部破損（準半壊）   25 

・一部損壊（10％未満）418 計 633 

○事業所浸水被害 173 件（店舗併用住宅含む。） 

 
〔令和２年７月 15 日豪雨関連災害〕 

■被災状況 

○人的被害の状況    なし。 

○家屋浸水被害(住宅) 

・床上     １ 

・床下     ９ 計 10 

 

  

浸水被害状況 
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〔その他の主な大規模水害〕 

発生年月日 発生場所 災害状況と規模 

H18.7.19 

～７.26 

市内全域 梅雨前線による集中豪雨による千曲川の増水。飯山水位観測所

9.75ｍ、大倉崎 12.24ｍ（観測史上 2 番目）常盤、木島地区でパ

イピング現象による漏水箇所多数。 

床上浸水 3 戸、床下浸水 10 戸、非住家 14 戸。避難勧告 

4 区 32 世帯。(｢平成 18 年 7 月豪雨」気象庁命名｣ 

Ｓ58.9.29 常盤、飯山、 

瑞穂、太田、 

岡山 

台風 10 号による災害 戸狩及び柏尾で千曲川堤防決壊 

10.09ｍ。家屋の被害 流失 1 戸 床上浸水 567 戸 床下浸水 135 戸 

農地浸水 895ha 被害総額 551,000 万円 

災害救助法適用（激甚災害）[自衛隊来飯] 

Ｓ57.9.13 木島、常盤、太

田、岡山、飯山 

台風 18 号による災害 樽川で堤防 3 か所決壊 

9.60ｍ。家屋の被害 床上浸水 705 戸 床下浸水 95 戸 農地浸水

587ha 被害総額 715,245 万円 

災害救助法適用〔自衛隊要請〕 

 

〔昭和 57 年 9 月洪水〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      飯山市木島地区の浸水被害状況                樽川の破堤状況 

              (出典：WEB/信濃川水系)           （出典：千曲川の洪水 千曲川河川事務所） 

 

  ⑵ 地震 

 

   ① 長野県の地震 

     長野県に被害を及ぼす地震は、主に陸域の浅い場所で発生する地震と、相模、駿河、南海トラフ

沿いで発生する海溝型巨大地震に分けられます。 

 陸域の地震はこれまでに、浅い場所で被害地震が比較的多く発生してきました。 

 

  近年では、「昭和 59 年（1984 年）長野県西部地震」（Ｍ6.8）は、御嶽山の南側で発生し、死者・

行方不明者 29 名、建物全壊 13 棟などの被害が生じました。ほとんどの被害は、地震に伴って発生

した大規模な斜面崩壊とそれに続く土石流によるものです。震源域には、活断層は知られておらず、

またこの地震に伴って地表に断層運動によるずれは現れませんでしたが、地震や地殻変動の観測か

ら、地下にある東北東−西南西方向の断層（長さ十数 km）が約 1m の右横ずれを起こすことで地震が

発生したと考えられています。 

 「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震」の翌日の 3 月 12 日未明に発生した長野県北部の

地震（Ｍ6.7）では、避難中や仮設住宅の除雪中の事故などによる死者 3 名や、負傷者 12 名、住家

全壊 34 棟などの被害が生じました。 

     平成 26 年（2014 年）11 月 22 日の長野県北部の地震（Ｍ6.7）では、長野県内で最大震度 6 弱を

観測し、建物全壊 77 棟などの被害が生じました（平成 27 年 1 月 5 日現在、消防庁調べ）。 

 

   ② 長野県に被害が及んだ県外の地震 
  1891 年の濃尾地震（Ｍ8.0）、1964 年の「新潟地震」（Ｍ7.5）などのように周辺の地域で発生した

地震によっても被害を受けることがあります。また、南海トラフ沿いの巨大地震で、地震の揺れによ
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る被害を受けています。 

  1854 年の安政東海地震（Ｍ8.4）の際に、松本では死者 5 名、家屋倒壊、焼失など、また当時の松

代藩でも死者 5 名や家屋倒壊などの被害が生じました。1944 年の東南海地震（Ｍ7.9）では、県内で

家屋全壊などの被害が生じ、1946 年の南海地震（Ｍ8.0）の際にも家屋への被害が生じました。さら

に、相模トラフ沿いの巨大地震である 1923 年の関東地震（Ｍ7.9）でも、家屋全壊などの被害が生じ

ました。 

 

   ③ 長野県の活断層 
  長野県の主要な活断層は、県内をほぼ南北に縦断するように糸魚川−静岡構造線断層帯が延びてお

り、諏訪湖付近では伊那谷断層帯が並走しています。諏訪湖付近から南西方向には、境峠・神谷断層

帯とその延長上に木曽山脈西縁断層帯が、県北東部には十日町断層帯、長野盆地西縁断層帯（信濃川

断層帯）があります。 

 

〔長野県の活断層の分布と被害地震の分布〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：長野県「長野県地震被害想定調査報告書」（H27.年 3 月））
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   ④ 飯山市の地震災害 
  近年の、本市の主な地震災害は以下の通りですが、比較的短い周期で発生しています。 

 

発生年月日 発生場所 災害状況と規模 

H23.3.12 市内北部 長野県北部地震による被害。飯山市震度 4 

住家全壊 1 棟、一部損壊 14 棟 

H19.7.16 市内全域 中越沖地震による被害。飯山市震度 5 強 

重傷 2 名、軽傷 17 名、住家一部損壊 71 棟、 

非住家一部損壊 27 棟 

H16.10.23 市内北西部 中越地震による被害。飯山市震度 4（4.1） 

岡山地区停電 291 戸、市道・農業施設等に被害 

（出典：飯山市 地域防災計画 第 7 編 資料 19 その他の資料） 

 

  ⑶ 雪害 

 本市は、豪雪地帯のうち、累年平均積雪積算値（※毎日の積雪の深さを一冬合計した値の平均（統計

年数 20 年以上））が 15,000cm・日以上であるなど、積雪量が特に多く、積雪により長期間、自動車交

通が途絶する等により住民の生活に著しい支障を生ずる地域として、特別豪雪地帯に指定されていま

す。 

 

 近年の、本市の主な豪雪は以下の通りです。 

発生年月日 発生場所 災害状況と規模 

H24.1～3 市内全域 アメダス飯山観測所 242m(2 月 3 日) 

死者 3 名、重軽傷 18 名 

2 月 2 日 AM9 時 豪雪対策本部設置(3 月 19 日まで) 

2 月 3 日 災害救助法適用（2 月 29 日まで） 

H17.12.10～ 

H18.２.28 

市内全域 12 月 27 日 AM１時豪雪災害対策本部設置 

1 月 6 日～11 日 自衛隊災害派遣 

1 月 7 日災害救助法適用（延長 1 回 26 日まで） 

飯山 2 月 5 日 256 ㎝、岡山 2 月 5 日 483 ㎝ 

死亡 3 名、負傷者 33 名、住宅全壊 3 一部損壊 21 棟 

※｢平成 18 年豪雪」気象庁命名 

S59.１～３ 市内全域 飯山地域気象観測所積雪量 257cm（観測史上第 2 位） 

消雪日 4 月 26 日（観測史上最も遅い） 災害救助法適用 

 ※俗称「59 豪雪」 

（出典：飯山市 地域防災計画 第 7 編 資料 19 その他の資料） 
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〔長野県内豪雪地帯指定図〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ⑷ 土砂災害 

 平成 28 年 9 月 8 時点での、県の土砂災害警戒区域等の指定状況では、本市の土石流の警戒区域は

139 箇所、特別警戒区域は 114 箇所となっています。また、地滑りの警戒区域は 38 箇所、急傾斜地の

崩壊は、警戒区域が 66 箇所、特別警戒区域が 63 箇所となっています。 

 

 近年の、本市の主な土砂災害は以下の通りです。 

発生年月日 発生場所 災害状況と規模 

R2.7.16 木島吉区 
令和 2 年 7 月豪雨等によるがけ崩れ発生。地すべり防止区域

（吉区） 崩落箇所 21 か所 ほか 

H29.5.19 ～ 

H29.11.20 

岡山地区桑名 

川区 

井出川上流山腹崩落災害による被害。 

5 月 19 日、住民からの通報により井出川上流に大規模 

な土砂崩落を確認（崩落規模 幅約 150m、長さ約 500m） 

5 月 20 日に災害対策本部設置及び避難勧告発令（対象 

世帯 10 世帯 26 人）。 

5 月 22 日には土石流が発生し、避難勧告から避難指示（緊急）

に切替。 

H14.10.31 柳原堰口 台風第 21 号による豪雨により地すべり発生。 

住家１棟倒壊 。 
（出典：飯山市 地域防災計画 第 7 編 資料 19 その他の資料 ほか） 

 

 

 

 

出典：長野県「第七次長野県総合雪対策計画 

平成 30 年 3 月、ｐ.5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 
 

 

飯山市における国土強靱化の基本目標 
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第３章 飯山市における国土強靱化の基本目標 
 

 １ 基本目標 
 

    国の基本計画においては、４つの基本目標が位置づけられており、県計画においては６つの基本目

標が設定されています。 

    本市の強靭化を進めるに当たっては、県計画に位置づけた国土強靱化の推進における７つの基本目

標を踏まえて定め、関連施策を推進するものとします。 

 

【国基本計画：４つの基本目標】 

 

 

 

 

 

 

 
【県計画：６つの基本目標】 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

【市計画：７つの基本目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①人命の保護 

②国家・社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持される 

③国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

④迅速な復旧復興 

１ あらゆる自然災害において、人命の保護が最大限図られる 

２ 負傷者等に対し、迅速に救助、救急活動が行われるとともに、被災者等の健康、避難生活環境

を確実に確保する 

３ 必要不可欠な行政機能、情報通信機能は確保する 

４ライフラインの被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる 

５ 流通・経済活動を停滞させない 

６ 被災した方々の日常生活が迅速かつより良い状態に戻る 

１ 人命の保護 

２ 迅速な救助、救急活動等 

３ 行政機能、情報通信機能の確保 

４ ライフラインの確保、早期復旧 

５ 流通・経済活動の維持 

６ 二次的な被害の防止 

７ 元の生活へ 
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２ 計画の対象とする災害 
 

 国の基本計画が首都直下地震や南海トラフ地震など、広域な範囲に甚大な被害をもたらす大規模自

然災害を想定しています。 

 本計画の対象とする災害は、県計画と同様に大規模自然災害を対象とし、本市に甚大な被害をもた

らすと想定される自然災害を、 

○地震災害 

○風水害 

○雪害 

○土砂災害 

とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 
 

 

飯山市における脆弱性評価 
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第４章 飯山市おける脆弱性の評価 
 

 １ 本市の国土強靭化に向けた取組み 
 

  ⑴ 飯山市第６次総合計画前期基本計画における取組み 
 「飯山市第６次総合計画前期基本計画」に基づき計画的な行政運営を推進していますが、その中で、

地域防災や国土強靭化に関連した取組み（施策）を以下の通り設定しています。 

 

  〔「飯山市第６次総合計画前期基本計画」における地域防災や国土強靭化対応施策〕 

■克雪対策関係 

 ○生活道路等の除雪（基本目標 4－12 克雪） 

  ・除排雪及び消融雪施設の維持 

  ・除雪オペレーターの育成 

  ・ICT の活用による人材不足の解消や除排雪業務の効率化等の検討 

 〇冬の暮らしの安心・安全確保（基本目標 5－12 克雪） 

  ・豪雪は災害と捉え、実証実験を踏まえ「雪かき支援事業」を創設し、自力で除排雪できない世

帯を対象に雪下ろしや排雪を実施 

  ・スクラム除雪など市民と協働で行うきめ細かな除排雪の推進 

  ・住宅屋根の融雪化や自然落雪式等の克雪化の推進 

  ・高齢者等玄関先除雪 

  ・冬期共同住宅の実証実験及び実証実験を踏まえた整備の検討 

■情報基盤強化関係 

 〇地域住民への広報（基本目標 1－5 魅力発信） 

  ・地域に密着した情報の提供や様々な行政情報の発信など CATV サービスの充実 

  ・放送・情報通信技術の高度化への対応など時代の変化に即した CATV サービスの導入検討 

■土地利用関係 

 〇地域特性を活かした市土利用（基本目標 1―2 自然環境・景観・自然エネルギー・利雪・楽雪・

土地利用） 

  ・災害や雪に強く、安全・安心で暮らし続けられる市土利用 

■道路整備関係 

 ○道路ネットワークの充実（基本目標 5―6 道路） 

  ・国県道等の幹線道路機能の充実を促進、災害に強い広域的な道路ネットワークの充実・強化 

  ・快適な暮らしを支える市道の計画的・適切な維持管理と充実 

■公園整備関係 

 〇安全な公園施設の維持（基本目標 5―7 公園） 

  ・災害時には緊急避難場所として活用できる防災拠点のために必要な整備 

■上下水道整備関係 

 〇上水道の安定供給（基本目標 5―8 上下水道） 

  ・水道施設の適正な維持管理及び更新、良質で安全なおいしい水を供給 

 〇下水道の適性管理（基本目標 5―8 上下水道） 

  ・下水道施設の計画的な整備、更新、耐震化、耐水化及び適正な維持管理 

■住宅関係 

 〇移住定住の推進（基本目標 1―4 住宅・移住定住） 

  ・市営住宅の計画的な更新及び改修 

  ・民間事業者等と連携し、空き家バンクの取組を推進するなど空家等の活用を促進 

■学校施設関係 

 〇共生社会が実現するための教育（基本目標 2-2 教育） 

  ・児童・生徒の安全、快適な学校生活のための学校施設の適切な維持管理及び長寿命化を図るた

めの計画的な修繕 

■福祉関係 

 〇地域福祉の推進（基本目標 5―3 福祉・介護） 

  ・関係機関の協力を得ながら災害時における要配慮者の避難支援体制を整備 

■防災関係 

 〇防災減災対策の推進（基本目標 5－5 防災減災） 
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  ・ハザードマップなど防災に関わる資料を作成し市民へ周知することによる自助による防災意識

の高揚 

  ・関係機関との連携強化や訓練による実効性の検証による風水害・地震・原発事故等への万全な

防災対策の確立 

  ・これまでの災害データや AI などの最新技術を活用した迅速かつ的確な災害状況の情報収集や

避難情報等の発信など、防災ＤＸの推進 

  ・令和元年東日本台風災害を教訓とした雨水排水関連施設や河川等の整備、千曲川緊急治水対策

プロジェクトと連携した治水事業の推進、山林の安全性の向上による災害に強いまちづくりの

推進 

  ・住宅・建築物の耐震化の推進 

 〇自主防災力の向上（基本目標 5－5 防災減災） 

  ・自主防災会の設立の促進や防災マップの作成支援や訓練実施の啓発 

■消防関係 

 〇消防体制の強化（基本目標 5―10 消防・救急） 

  ・消防団及び岳北消防本部の車両・施設・装備品の計画的な更新 

  ・消火栓や防火水槽など地域内の消防防災施設の整備 

  ・消防団員の処遇の改善、消防団活動に対する環境整備 

■広域連携関係 

 ○広域連携の推進（基本目標 5―14 行財政） 

  ・災害時応援協定に基づく連携の推進 

■市民協働関係 

 〇誰もが活躍できる場づくり（基本目標 4－1 市民協働・ダイバーシティ） 

  ・地域の課題解決に向けて取り組む団体等の支援や市民のまちづくりへの参画の促進 

  ・地域毎の課題解決や多様な働き方の実現を図るための新たな地域組織の導入や仕組みづくりの

検討 

 〇持続可能な集落づくり（基本目標 5-13 集落維持） 

  ・集落支援員制度の活用等を通じた集落活動のあり方の検討 

  ・地域活動の拠点施設である集会所の改修等の支援 

 

 

    「飯山市第６次総合計画前期基本計画」で設定されている、本市の地域防災及び国土強靭化に関連

する取組みは上記の通りですが、これらの施策により強固な国土強靭化に向けた取組み視点を付加す

ることが必要です。 

 

  ⑵ 飯山市地域防災計画 

    「飯山市地域防災計画」は、昭和 48 年以降改定と修正を重ね、令和 7 年度（2025 年度）時点が最終

の修正となっている、本市の防災に関わる基本的な計画となっています。 

    計画は総則の他、風水害対策編、地震災害対策編、雪害対策編、原子力災害編、その他の災害対策

編等からなり、災害の予防段階（予防計画）から発災段階（応急対策計画）までの取るべき対応につ

いて設定されています。 

 
  ⑶ 飯山市国土強靭化地域計画を指針とする分野計画 

    本計画を指針とする計画は以下のとおりです。 

 

〔飯山市国土強靭地域計画を指針とする主な分野別計画〕 

計画名称  

飯山市地域防災計画 飯山市空家等対策計画 

飯山市総合戦略 飯山市業務継続計画［地震編］ 

飯山市第 3 次国土利用計画 飯山市新型インフルエンザ等対策行動計画 

飯山市公共施設等総合管理計画  

社会資本総合整備計画  

飯山市橋梁長寿命化修繕計画  

飯山市耐震改修促進計画  
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 ２ 脆弱性評価の考え方 
 

    国は、国土強靱化基本計画において、我が国の大規模自然災害等に対する脆弱性を調査し評価する、

いわば「国土の健康診断」を実施するため、脆弱性評価を行っています。この評価は、「起きてはなら

ない最悪の事態」を設定し、これに対する各省庁の施策について横断的に評価することとし、国は 45

項目の「起きてはならない最悪の事態」を設定しました。また、長野県強靱化計画では、国と同様の

枠組みにより脆弱性評価を実施しています。 

    本市は、国及び県の脆弱性評価を参考に、以下の手順で評価を実施しました。 

   ① 本市における「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」の設定 

   ② ①について、市の取り組みの現状と、リスクシナリオを回避するための課題【脆弱性の評価】を

整理 

   ③ ②の対応と推進方針（施策）を整理 

 

  ⑴ 想定するリスクの設定 
    本計画で想定するリスクは自然災害全般とします。 

 

  ⑵ 「基本目標」における「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」の設定 

    基本目標や想定するリスク等を踏まえ、本市における「起きてはならない最悪の事態（リスクシナ

リオ）」を次のとおり設定します。 
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 〔本市の「基本目標」と「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」〕 

  基本目標や想定するリスク等を踏まえ、飯山市における「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリ

オ）」を次のとおり設定します。 

基本目標 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） 

１ 人命の保護 

1 住宅及び公共施設等の倒壊や、住宅密集地の火災による死傷者の発生 

2 豪雨による河川の氾濫に伴う避難の遅れや住宅などの建築物の浸水に

よる死傷者の発生 

3 土石流、地すべり等の土砂災害による死傷者の発生 

4 暴風雪及び豪雪による死傷者の発生 

5 避難勧告・指示の判断の遅れや、情報伝達手段の不備に伴う避難の遅

れによる死傷者の発生 

２ 迅速な救助、救急

活動等 

1 長期にわたる孤立集落等の発生（大雪を含む）や、被災地での食料、

飲料水等の長期にわたる不足 

2 医療機関、医療従事者の不足や、医療施設の被災による医療機能の麻

痺 

3 被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

３ 行政機能、情報通

信機能の確保 

1 市役所の大幅な機能低下 

2 停電、通信施設の倒壊による情報通信の麻痺・長期停止 

3 テレビ･ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できない

事態 

４ ライフラインの確

保、早期復旧 

1 電力供給ネットワークや石油・ガソリン・ガス等サプライチェーンの

機能の停止 

2 上水道等の長期間にわたる供給停止 

3 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

５ 流通・経済活動の

維持 

1 サプライチェーンの寸断等に伴う企業の生産力低下による経済活動の

麻痺 

2 道路、鉄道等の基幹的交通ネットワークの機能停止 

3 食料・飲料水等の安定供給の停滞 

６ 二次的な被害の防

止 

1 ため池等の損壊・機能不全による二次災害の発生 

2 農地・森林等の荒廃 

3 観光や地域農産物に対する風評被害 

4 避難所等における環境の悪化 

７ 元の生活へ 

1 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅

れる事態 

2 道路啓開等の遅れにより復旧・復興が大幅に遅れる事態 

3 倒壊した住宅の再建が大幅に遅れる事態 

4 地域コミュニティの崩壊により復旧・復興が大幅に遅れる事態 
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 〔参考：県計画の「基本目標」と「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」〕 

基本目標 起きてはならない最悪の事態 

１ あらゆる自然災害

において、人命の保護

が最大限図られる 

1 地震による住宅や不特定多数が利用する施設の倒壊、密集市街地の火

災による死傷者の発生 

2 豪雨による河川の氾濫に伴う住宅などの建築物の浸水による死傷者の

発生 

3 土石流、地すべり等の土砂災害による死傷者の発生 

4 ため池、ダム等の損壊・機能不全による死傷者の発生 

5 火山噴火や火山噴出物の流失による死傷者の発生 

6 避難情報発令の判断の遅れや、情報伝達手段の不備に伴う避難の遅れ

による死傷者の発生 

２ 負傷者に対し、迅

速に救助・救急・医療

活動等が行われるとと

もに、被害者等の健

康、避難生活環境を確

実に確保する 

1 長期にわたる孤立集落等の発生（大雪を含む）や、被災地での食料、

飲料水等の長期にわたる不足 

2 警察、消防、自衛隊による救助･救急活動等の不足 

3 医療機関・医療従事者の不足やエネルギー供給の長期途絶、医療施設

の被災による医療機能の麻痺 

4 劣悪な避難生活環境や不十分な健康管理による被災者の健康状態の悪

化 

5 被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

３ 必要不可欠な行政

機能、情報通信機能を

確保する 

1 信号機の停止等による交通事故の多発 

2 県庁、市町村役場をはじめとする地方行政機関の大幅な機能低下 

3 停電、通信施設の被災による情報通信の麻痺・長期停止 

4 テレビ･ラジオ放送の中断や、通信インフラ障害によりインターネッ

ト・SNS で災害情報が必要な者に伝達できない事態 

４ ライフラインの被

害を最小限に留めると

ともに、早期に復旧さ

せる 

1 電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や石油・都市ガス・

LP ガスサプライチェーンの機能の停止 

2 上水道等の長期間にわたる供給停止 

3 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

4 地域交通ネットワークが分断する事態 

５ 流通・経済活動を

停滞させない 

1 サプライチェーンの寸断等に伴う企業の生産力低下による経済活動の

麻痺 

2 高速道路、鉄道等の基幹的交通ネットワークの機能停止 

3 食料・飲料水等の安定供給の停滞 

4 危険物施設の被災による有害物質の大規模拡散・流出 

5 農地や森林の荒廃による生産能力、多面的機能の低下 

６ 被災した方々の日

常生活が迅速かつ

より良い状態に戻

る 

1 大量に発生する災害廃棄物の処理停滞により復旧・復興が大幅に遅れ

る事態 

2 倒壊、浸水した住宅の再建が大幅に遅れる事態 

3 復旧、復興を支える組織、人材の不足等により復旧・復興が大幅に遅

れる事態 

4 観光や地域農産物に対する風評被害により復興が大幅に遅れる事態 

5 貴重な文化財や環境的資産、地域に伝わる有形・無形の文化財の喪

失・衰退 
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飯山市における国土強靱化の推進方針 
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第５章 飯山市における国土強靱化の推進方針 
 

     脆弱性評価の結果に基づき、基本目標ごとに脆弱性評価（課題）を行うとともに、リスクシナリ

オを回避するために必要な取組みを推進します。 

 

１ 人命の保護 
 

リスクシナリオ 

１－１ 

住宅及び公共施設等の倒壊や、住宅密集地の火災による

死傷者の発生 

 
  【脆弱性の評価】 

 

   本市では、住宅、多数の者が利用する一定規模以上の建築物、公共建築物（市有施設）を対象に、「飯

山市耐震改修促進計画」が策定されています。住宅や多数の者が利用する一定規模以上の建築物に対し

ては耐震改修の促進を、また公共建築物（市有施設）は計画的に耐震改修が進められていますが、特に

民間住宅の耐震化が進んでおらず更なる促進が必要です。 

   耐震化に当たっては、非構造部材の耐震化、家具の固定や窓ガラス・アスベストの飛散防止、エレベ

ーターの防災対策など、建物全体の安全対策を進める必要があり、所有者や管理者の意識の醸成も必要

です、 

   また、市では災害等により、通行者などに危険を及ぼす恐れのあるブロック塀等の撤去に際し、所有

者に対してその費用の一部を補助する制度を設けていますが、制度の活用を促進することと併せ、更な

る促進が必要です。 

   本市では、市民の転出や高齢化が進んでおり、それに伴い空き家の増加が見られますが、耐震性が不

十分な空き家が地震によって倒壊し、住民の避難や緊急物資輸送等に支障を来す可能性があり、未然に

防止する取組みが必要となっています。 

   また、地震発生時等における市街地での火災延焼を防止するため、住宅等が密集する市街地において

防火体制の向上を図る必要があります。木造住宅の防火対策の取組みを進めるとともに、緊急車両の通

路及び避難路の通行障害の解消や火災延焼を防止するため、狭あい道路の解消に努め、安全な市街地の

形成を図る必要があります。 

   併せて、市内各地区で同時に発生することが想定される地震火災に迅速に対応するため、消防体制、

消防水利等の対策を強化する必要があるとともに、消防団、自主防災組織の充実強化や防災訓練の継続

的実施など、ハード・ソフト対策を組み合わせて横断的に進める必要があります。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○建築物（住宅、公共施設等）の耐震化の促進 

   ○建築物（主に住宅）の防火対策の推進 

   ○公共施設の耐震改修の推進 

   ○民間住宅等の通行者などに危険を及ぼす恐れのあるブロック塀等の除去の促進 

   ○消防体制や設備の整備強化 

   ○防災訓練等の継続的実施 

  が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

 

 

  【リスクシナリオへの対応と推進方針】  

 

①建築物（住宅、公共施設等）の耐震化の促進 

  ・ 市民に対して地震のリスクに関する知識の普及を図り、建築物の耐震性確保の必要性について啓発

します。 

  ・ 旧耐震基準の住宅・建築物の所有者に対し、技術的及び財務的な支援を実施します。 

  ・ 旧耐震基準の空き家所有者に対して、耐震診断、耐震改修、除却等を促します。 

  ・ 公共施設の耐震診断・耐震改修を計画的に実施します。 

 

  ②建築物（主に住宅）の防火対策の推進 

  ・ 家具の固定や窓ガラスの飛散防止など、建物全体の安全対策を総合的に進めます。 

  ・ 燃えにくい防炎品の活用を促進します。 

 

  ③民間住宅等の通行者などに危険を及ぼす恐れのあるブロック塀除去の促進 

  ・ 民間住宅等の通行者などに危険を及ぼす恐れのあるブロック塀等については、除却に要する費用の

補助を行います。 

 

  ④消防体制や設備の整備強化 

  ・ 消火栓及び防火水槽の整備を推進します。 

  ・ 消防資機材の充実、耐震性防火水槽の整備促進、消防団員の確保等の対策を着実に進めます。 

 

  ⑤防災訓練等の継続的実施 

  ・ 市有施設における消火訓練や延焼火災に対応した避難訓練などを推進します。 

  ・ 各地区における消火訓練や延焼火災に対応した避難訓練などを推進します。 
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リスクシナリオ 

１－２ 

豪雨による河川の氾濫に伴う避難の遅れや住宅などの建

築物の浸水による死傷者の発生 

 
  【脆弱性の評価】 

 
   本市では、これまで度重なる千曲川や中小河川の氾濫及び内水氾濫による水害の被害を受けてきまし

た。 

   千曲川の河川改修には国、県、及び流域市町村の協力・連携により治水対策を推進するため、国や県

に千曲川治水工事の要請を行う必要があります。 

   千曲川支川については、河川の堤防や水門等の治水施設の整備を一層推進する必要があるとともに、

水門や樋門（堤防の中にコンクリートの水路を通し、そこにゲート設置する施設）、護岸等の河川構造物

の適切な維持管理を進める必要があります。 

   特に、令和元年度東日本台風災害の受け、国土交通省では令和 2 年 1 月末に「信濃川水系緊急治水対

策プロジェクト」を取りまとめ、同年 4 月には千曲川緊急治水対策出張所を長野市から本市（飯山地区・

福寿町）に移転し計画を進めているほか、県では皿川堤防の復旧工事が完了し、改修計画を進めていま

す。本市ではこれらの計画と連携・整合を図りつつ河川における対策を進める必要があります。 

   市街地の排水対策においては、近年の宅地化の進行や気候変動などによる経験したことのないような

集中豪雨により、市街地で冠水被害が発生しているため、市街地都市下水路排水能力調査を実施し、市

街地雨水排水対策を進めるほか、千曲川支川における内水排除対策においては、排水機場の増強や市排

水ポンプ車の増車の検討、国や県排水ポンプ車の出動に関する連携を強化するなど、ハードとソフトの

両面から対策を講じる必要があります。 

   また、住民の避難対策として、マイタイムラインの普及及び洪水・土砂災害ハザードマップの周知を

図ることが必要であるとともに、千曲川河川事務所や県との連携を緊密にし、迅速かつ的確に防災情報

を提供する必要があります。併せて、河川の氾濫前に、市民の避難を確実に行うため、浸水想定の周知

や市民の防災意識の啓発に一層努めるほか、自主防災組織による防災訓練の実施など地域防災力の向上

を図る必要があります。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○堤防等の整備要請 

   ○千曲川河川事務所等との連携強化（信濃川水系緊急治水対策プロジェクトや県計画との連携・整合） 

   〇市街地雨水排水対策、排水機場の増強や市排水ポンプ車の増車の検討 

   〇国や県排水ポンプ車の出動要請等、災害対応における連携の強化 

   ○マイタイムラインの普及及び洪水・土砂災害ハザードマップの周知 

   ○避難路の整備や避難場所の確保 

   ○災害情報提供や対策の周知 

   ○防災訓練等の継続的実施 

  が必要です。 
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  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①堤防等の整備要請 

  ・ 千曲川河川事務所と嵩上げ等が必要な箇所の協議を行い、継続した改修要望を行います。 

  ・ 市が管理する河川は、必要に応じ嵩上げ等の対策を講じ改修及び修繕を実施します。 

  ・ 河道内の流下阻害となる堆積した土砂の除去や樹木の伐採、定期的な清掃など、越水対策を進めま

す。 

 

  ②千曲川河川事務所等との連携強化（信濃川水系緊急治水対策プロジェクトや県計画との連携・整合） 

  ・ 千曲川河川事務所と継続的・定期的な協議を実施し、災害時の情報共有に反映させ、住民へ防災情

報を提供します。 

  ・ 信濃川水系緊急治水対策プロジェクトや県計画と連携・整合を図りつつ、河川における対策を進め

る必要があります。 

 

  ③市街地雨水排水対策、排水機場の増強や市排水ポンプ車の増車の検討 

  ・ 都市下水路排水能力検討業務結果に基づく、都市下水路の機能強化及び貯留施設の設置等の対策を

進めます。 

  ・ 恒久的対策のほかに、維持修繕等の応急的対策を進めます。 

  ・ 千曲川支川（一級河川等）における排水機場の増強や遊水地整備、排水ポンプ車の増車など内水排

除対策の強化・充実を図る必要があります。 

 

  ④国や県排水ポンプ車の出動要請等、災害対応における連携の強化 

  ・ 内水排除における国や県への排水ポンプ車の出動要請等、情報伝達経路や体制整備など災害対応に

関する更なる連携を強化する必要があります。 

 

 

  ⑤マイタイムラインの普及及び洪水・土砂災害ハザードマップの周知 

  ・ マイタイムラインの普及及び洪水・土砂災害ハザードマップの周知に努めます。 

 

  ⑥避難路の整備や避難場所の確保 

  ・ 避難計画や避難場所の周知を図るとともに、避難路の整備や避難場所の確保に努めます。 

信濃川水系緊急治水対策プロジェクト「プロジェクトの 3 つの柱」 

 
 

「北陸地方整備局 緊急治水対策プロジェクト」ホームページ 
https://www.hrr.mlit.go.jp/river/sinanogawakinkyutisuitaisaku/sinanogawakinkyutisuitaisaku_top.htm 
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  ・ 避難経路マーキングなど現地情報の整備を進めるとともに、市民等への避難情報伝達手段の多様化

を図ります。 

 

 

 

  ⑦災害情報提供や対策の周知 

  ・ 県及び関係機関等と連携し、避難勧告等の発令を検討するとともに、災害情報の迅速かつ的確な提

供に努めます。 

 

  ⑧防災訓練等の継続的実施 

  ・ 消防団や自主防災組織などと連携した水害対策訓練や、被害応急措置のための各種研修の実施によ

り災害対応能力を強化します。 
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リスクシナリオ 

１－３ 
土石流、地すべり等の土砂災害による死傷者の発生 

 
  【脆弱性の評価】 

 

   本市には、土砂災害防止法に基づき指定された土砂災害警戒区域等が 200 箇所ほどありますが、土砂

災害から身を守るために、居住する地域が土砂災害に関する危険区域の範囲であるかを知ることが重要

です。市では、土砂災害等の危険が迫った場合、市から防災無線等を通じて避難勧告等の緊急放送を行

っています。 

   また、定期点検やパトロール等を通じ適切に維持管理を行い、施設の老朽化対策を計画的に行うこと

が必要であるとともに、国や県等と連携して、砂防・地すべり防止・急傾斜地崩壊防止等の土砂災害防

止施設の整備や土砂災害発生のおそれがある箇所の区域指定を促進する必要があります。 

   本市では、洪水・土砂災害ハザードマップは、千曲川河川事務所と長野県が調査作成した「浸水想定

区域図」と「土砂災害警戒区域図」をもとに作成したもので、市内の河川（千曲川、樽川）が氾濫した場

合の浸水想定区域と土砂災害警戒区域及び避難所等を一緒に表示した避難地図となっています。これら

のハザードマップは、市ホームページで公開しているほか、全戸配布を行っていますが、その周知を図

ることが必要です。 

   また、土砂災害は、地震や水害等によって引き起こされることが多く、それによって国道や県道、及

び市道の通行止め等により孤立地域が発生する等、二次災害の可能性があることから、道路の防災対策

も着実に進める必要があります。 

   そのため、集落の孤立が発生した場合は、迅速な孤立解消のため、国や県、民間事業者等と連携し、

道路の早期啓開（緊急車両等の通行のため、早急に最低限の瓦礫処理を行い、簡易な段差修正等により

救援ルートを開けること）体制を整備する必要があります。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○土砂災害警戒区域の対策強化 

   ○マイタイムラインの普及及び洪水・土砂災害ハザードマップの周知（再掲） 

   ○道路啓開事業者との連携 

   ○防災訓練等の継続的実施（再掲） 

  が必要です。 
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  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①土砂災害警戒区域の対策強化 

  ・ 定期点検やパトロール等を通じ適切に維持管理を行い、施設の老朽化対策を計画的に進めます。 

  ・ 大規模土砂災害に備え、国や県等と連携して、砂防・地すべり防止・急傾斜地崩壊防止等の土砂災

害防止施設の整備や土砂災害発生のおそれがある箇所の区域指定を促進します。 

  ・ 急傾斜地崩壊対策事業の実施に向け、県に要望を行います。 

  ・ 新たな土砂災害（深層崩壊、天然ダム等）の想定については、国、県や関係機関と連携し、被害を軽

減する対策等について検討します。 

 

  ②マイタイムラインの普及及び洪水・土砂災害ハザードマップの周知 

  ・ マイタイムラインの普及及び洪水・土砂災害ハザードマップの周知に努めます。 

 

 

  ③道路啓開事業者との連携 

  ・ 緊急輸送道路の耐震化や主要な国道及び県道における土砂災害防止対策、孤立する可能性のある地

区に通じる道路の災害危険個所の対策をはじめ、国県道及び市道の道路網全般において代替ルートを

確保します。 

  ・ 孤立集落の早期解消が可能となるよう、国・県及び民間事業者との連携体制を整えます。 

 

  ④防災訓練等の継続的実施 

  ・ 土砂災害警戒情報の発表などの情報を住民に確実に伝達する方法を検討します。 

  ・ 市民への啓発や訓練等を通じ、関係機関が連携して、土砂災害等に対する地域防災力を向上させま

す。 
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リスクシナリオ 

１－４ 
暴風雪及び豪雪による死傷者の発生 

 

  【脆弱性の評価】 

 

   本市では、市民が快適な冬の暮らしを守り、安心して飯山市で生活するため、生活道路の安定した除

排雪や消融雪施設の安定維持を実施しているとともに、行政と市民が協働で、除排雪を行う取組みの他、

除雪オペレーターの育成、市民と協働で行うきめ細かな除排雪、スクラム除雪、高齢者等玄関先除雪支

援等、本市独自の対策を行っています。 

   しかし、特別豪雪地帯に指定されており、人口減少と高齢化が進む本市では、これまでと同様の対応

が地域全体で低下しています。 

   そのため、冬期間の豪雪等により貴重な人命が奪われる可能性は年々高まっており、除雪作業や雪下

ろし作業での事故防止、積雪による家屋崩壊の防止、老朽化した家屋や空き家の除却等をさらに検討す

ることが必要です。 

   また、積雪による雪の重みから倒木も発生することも有り、電線の断線も発生する恐れが常にありま

す。それにより起こる道路交通の遮断や停電は、市民生活に深刻な影響も与えます。 

   積雪が進む中、市民が孤立せず、日常生活の維持が図れるよう、生活道路の通行確保に向けた人的資

源の効率的投入により死傷者の発生を抑える取組みを推進することが必要です。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○除雪事故の未然防止の推進 

   ○危険家屋の把握と居住者との協議 

   ○生活道路通行の確保 

   ○防災訓練等の継続的実施（再掲） 

  が必要です。 
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  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①除雪事故の未然防止の推進 

  ・ 除雪作業中の事故の未然防止に向けた防災無線や市広報誌による広報やパンフレット等を配布し、

除雪の危険性に対する意識を喚起します。 

  ・ 地域コミュニティとの連携により、除雪支援隊の設立とその活動を支援します。 

  ・ 除雪の支援が必要な高齢者等世帯に対して、民生委員・児童委員や区長等と連携した住宅除雪・玄

関先除雪等を行います。 

  ・ 住宅屋根の雪下ろしによる負担軽減や転落事故等防止のため、屋根の融雪化工事若しくは自然落雪

式への改修工事、または命綱固定金具の設置など雪下ろし作業における安全対策の向上が図られる改

修工事の費用について補助を行います。 

  ・ 道路の安全な除雪体制の確保に向けた、除雪車両の整備・計画的な更新と除雪体制の見直しを行い

ます。 

  ・ ふるさと納税の一部を除雪対策基金として積み立て、効果的な活用（除雪費等）を図ります。 

 

  ②危険家屋の把握と居住者との協議 

  ・ 地域コミュニティとの連携により、危険家屋の把握を行います。 

  ・ 倒壊等の防止のため、空家所有者に管理の徹底を指導します。 

 

  ③生活道路通行の確保 

  ・ 暴風雪時における道路管理体制の強化 

  ・ 除雪事業者の確保と担い手不足の解消を図ります。 
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リスクシナリオ 

１－５ 

避難勧告・指示の判断の遅れや、情報伝達手段の不備に

伴う避難の遅れによる死傷者の発生 

 
  【脆弱性の評価】 

 
   災害情報を伝達する情報発信施設等が発災時に問題なく稼働するよう、適切な維持管理を図ることが

必要です。 

   また、災害情報を伝達する情報発信施設等が不具合を起こした場合に備え、他の情報発信機器や発信

媒体を活用する体制が準備される取組みを検討することが必要です。 

   高齢者、障がい者、乳幼児、外国人等、特に配慮を要する「要配慮者」に対して情報が正しく伝わる

取組みを検討する必要があります。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○情報発信施設等の適切な維持管理 

   ○複数の情報伝達手段の整備・構築 

   ○防災訓練等の継続的実施（再掲） 

  が必要です。 

 

 

  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①情報発信施設等の適切な維持管理 

  ・ 情報発信施設等の定期的な試験を行います。 

 

  ②複数の情報伝達手段の整備・構築 

  ・ ＳＮＳ等による災害情報の発信を推進し、エリアメール・緊急速報メール・飯山市メール配信サー

ビスなどの普及を促進するとともに、複数の情報伝達媒体を確保し、災害時に必要な情報が市民に確

実に伝達する方法を検討します。 

  ・ 日本人のみならず、日本語を十分に理解できていない外国籍の住民へも等しく情報が伝わるよう、

災害時の情報伝達手段の検討を行います。 

  ・ 情報伝達を行う上で有用な共助組織である自主防災組織と連携します。 
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 ２ 迅速な救助、救急活動等 
 

リスクシナリオ 

２－１ 

長期にわたる孤立集落等の発生（大雪を含む）や、被災

地での食料、飲料水等の長期にわたる不足 

 
  【脆弱性の評価】 

 
   本市では、災害時の孤立地域を予測し、市民と市との間の情報伝達が断絶しないよう通信手段を確保

するとともに、孤立予想地域に通ずる道路の防災対策及び他の道路による迂回路の確保に努めることと

なっています。 

   また、孤立した集落が発生した場合に備え、大規模災害発生後の３日間（72 時間）にわたり物流機能

が停止し、国、県をはじめ応援自治体からの支援物資が届かないことを想定していますが、市民に対し、

非常持出用の食料等の家庭備蓄を呼びかける必要があります。併せて、市では、家庭における備蓄を補

完するため、物資の備蓄拡充に努めるとともに、電力確保のための発電機用の燃料や、流通備蓄の確保

を図る必要があります。 

   それとともに、災害時における食料や飲料水などの支援物資の提供や輸送が速やかに行われるよう、

企業・事業者や各種団体等との応援協定の締結を積極的に進める必要がありますが、市外から支援物資

を受け入れる「物資集積場所（二次輸送拠点）」のほか、災害種別、被害規模、発災季節等の異なる様々

な災害に対応できるよう、受入体制の拡充を図る必要があります。 

   また、物資の供給や救援・救護を迅速かつ確実にするための緊急輸送道路などの基幹道路等について

のさらなる整備を図り、輸送路の確保を推進する必要があります。 

   飲料水は、市民の生命の維持に直接関わってくることから、大規模災害による長期断水を防ぐため、

水源の確保及び水道施設の耐震・耐水化や老朽化対策を推進する必要があります。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○非常用備蓄の促進 

   ○救援物資受入体制の整備 

   ○緊急輸送道路の強化 

   ○応急給水体制の整備 

   ○水道施設の耐震・耐水化 

  が必要です。 

   なお、各ライフライン機関においては、被災地における救助・救急や医療活動等に必要なエネルギー

供給の途絶を最小限に抑えるため、施設や設備等の耐震化など防災対策を進めるよう促します。 
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  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①非常用備蓄の促進 

  ・ ホームページや広報紙、防災学習や各種防災イベントなどあらゆる機会を通じ、7 日間程度（うち３

日分は非常持出用）の食料等の家庭備蓄を市民に呼びかけます。 

  ・ 家庭における備蓄を補完するため、個人で備蓄することが困難な物資や、災害時に特に需要のある

物資の備蓄拡充に努めます。 

  ・ 国や県、石油関係団体等と連携し、燃料の備蓄や災害時における燃料供給体制の整備を図ります。 

 

  ②救援物資受入体制の整備 

  ・ 県内外から支援物資を受け入れる際の拠点として「物資受援拠点（物資輸送拠点）」の整備に努め、

物資の受入手順や体制等について検討を進めます。 

  ・ 災害時の支援物資の受入れに対応し、物資受援拠点において物資が滞留することがないよう早期の

開設をはじめ、指定避難所への搬送計画について検討します。 

 

  ③緊急輸送道路の強化 

  ・ 緊急輸送道路の計画的な整備をはじめ、橋梁等の信頼性・安全性を確保する適切な維持管理の促進

などにより災害に強い緊急輸送道路の強化の構築を図ります。 

  ・ 県道や市道等については、防災対策や孤立解消を図るため法面等の整備、狭あい道路の拡幅や線形

改良、交差点の改良、舗装などきめ細かな整備・改良に努めます。 

 

  ④応急給水・食糧支援体制の整備 

  ・ 災害時における非常用飲料水や食料等の支援物資の提供や輸送に関し、今後も民間企業や各種団体

等との応援協定の締結を積極的に進めます。 

  ・ 非常用飲料水の確保のほか、給水車の確保、給水タンクや応急復旧用資機材など飲料水の確保対策

を進めます。 

 

  ⑤水道施設の耐震・耐水化 

  ・ 大規模災害による断水により長期間にわたる水供給停止を防ぐため、水道施設の耐震・耐水化、老

朽化対策を推進します。 
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リスクシナリオ 

２－２ 

医療機関、医療従事者の不足や、医療施設の被災による

医療機能の麻痺 

 

  【脆弱性の評価】 

 

   本市には、飯水医師会に属する医療機関が、飯山赤十字病院や厚生連北信総合病院附属北信州診療所

の他、10 の医療機関があるものの、恒常的な医師不足が指摘されています。 

   そうした中、大規模災害が発生した場合、さらに医療体制がひっ迫し、医療機能に重要な支障を来た

すことが懸念されています。 

   そのため、医療機関との災害救助対策を強化していく必要があるとともに、災害時の医療救護所等の

開設へ向けて災害時医療救護体制の整備を進める必要があり、緊急時における医薬品等の供給や災害時

における救急医療への対応に備える必要があります。 

   また、災害拠点病院等への重症患者の広域搬送や災害医療体制を検討するほか、災害時に医療支援が

必要な難病患者等の慢性疾患患者に対して迅速な対応ができる体制を整備する必要もあります。 

   医療機関に受け入れることのできない被災者や避難者も発生することが想定され、避難所での対応を

せざるを得ない状況になりますが、大規模災害時における避難所の衛生環境が守られ、避難者の健康状

態が良好に保たれるよう、検討を行うとともに、要配慮者について、発災時にスムーズに対応できるよ

う検討の必要があります。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○医療機関との連携体制の構築 

   ○医薬品等の不足対応 

   ○避難所衛生環境の確保 

  が必要です。 
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【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①医療機関との連携体制の構築 

  ・ 大規模災害時に医療機能を維持・確保するため、中核医療機関である飯山赤十字病院や飯水医師会

との連携を促進します。 

  ・ 大規模災害に備え、避難所等に開設する救護所及び医療機関における災害医療活動に必要な災害救

助対策を進めます。 

  ・ 大規模災害時における電力供給の途絶に備え、防災拠点において自家発電設備や燃料タンクの設置

等を進めます。 

  ・ 病院等においては、被災地における救助・救急や医療活動等に必要なエネルギー供給の途絶を最小

限に抑えるため、施設や設備等の耐震化など防災対策の方策について検討します。 

  ・ 災害時に医療支援が必要な難病患者等の慢性疾患患者に対して迅速な対応ができるよう、避難行動

要支援者について情報を収集するとともに医療機関との連携等に協力していきます。 

 

  ②医薬品等の不足対応 

  ・ 医薬品・医療資機材の供給・調達については、平常時から関係者間の連絡体制・役割分担等を明確

にし、災害時に医薬品等が適切かつ迅速に供給できる体制を構築します。また、衛生消耗品等の備蓄

を進めます。 

  ・ 人工透析患者、人工呼吸器装着者等医療度の高いケースを把握し、避難支援について検討をします。 

 

  ③避難所衛生環境の確保 

  ・ 大規模災害時における避難所での女性や高齢者など、多様な避難者の視点やニーズを取り入れ、学

校や公民館などの管理者、自主防災組織と協力し、地域の実情に合った対応策を整備します。 

  ・ 被災者の生活の拠り所となる避難所の良好な環境整備と運営を図りながら、適宜修正していきます。 

  ・ 水道、エネルギー等の応急供給体制の強化など救急・救助対策を進めます。 

  ・ 避難所として代替使用が想定される介護保険施設、福祉施設等の耐震化、利用者・入所者等の緊急

保護をはじめ、サービスの継続に必要な食料、資機材等の整備・備蓄、電力供給の途絶に備えた自家

発電設備の設置や稼働時間の延長等に努めます。 
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リスクシナリオ 

２－３ 
被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

 
  【脆弱性の評価】 

 

   本市では、新型インフルエンザや新感染症等の発生に備え、本市全体の態勢を整備するため、飯山市

新型インフルエンザ等対策行動計画を策定しています。 

   疫病や感染症は、不特定多数の住民が集まる、衛生環境の整わない避難所等で発生するだけでなく、

衛生環境レベルの高い医療機関でも発生することが想定されます。 

   大規模災害時における疫病・感染症の発生・蔓延を防ぐためには、感染症の早期把握及び蔓延防止に

向けた体制整備を図る必要がありますが、国・県・関係団体と連携を図り、医療・福祉等の専門的知識

を有する人材の確保・支援体制をあらかじめ構築しておく必要があります。 

   また、疫病・感染症等が発生することを防ぐため、北信保健福祉事務所との連携強化を図ります。 

   なお、大規模災害によって発生した多くの遺体が速やかに火葬できない事態に備え、広域火葬体制の

構築や支援体制の強化を進める必要があります。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○感染症の早期把握と蔓延防止体制の整備 

   ○避難所運営体制の充実 

   ○避難所衛生環境の確保 

   ○（広域）火葬体制の構築 

  が必要です。 
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【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①感染症の早期把握と蔓延防止体制の整備 

  ・ 大規模災害時における疫病・感染症の発生・蔓延を防ぐため、平時から予防接種を促進するととも

に、職員への周知と訓練を行います。 

  ・ 北信保健福祉事務所との連携を強化し、感染症の早期把握と蔓延防止体制の整備を推進します。 

  ・ 避難所等で想定される、感染症予防に対する周知媒体を作成し、避難所設定時の掲示等周知啓発に

努めます。 

  ・ 衛生消耗品の備蓄に関するリストを作成し、平時から感染症対策に係る資材の備蓄整備を進めます。 

 

  ②避難所運営体制の充実 

  ・ 被災地や避難所の生活環境や衛生状態、感染症の発生状況など、被災地で必要とされる保健医療の

情報収集や関係機関との連絡調整に努め、医療支援の要請を進めます。 

  ・ 被災者の生活の拠り所となる避難所の良好な環境整備と運営を検討します。 

  ・ 医療、保健、福祉関係者の資格保持者の登録をはじめ、災害時における社会福祉協議会等関係機関

と連携したボランティア活動の支援、避難所の運営人材確保・育成などを進めます。 

  ・ 要配慮者の避難先として必要となる福祉避難所において、社会福祉施設等管理者や関係団体と連携

した設置運営訓練等の実施により実施体制の整備を進めます。 

  ・ 国・県・関係団体と連携を図り、医療・福祉等の専門的知識を有する人材の確保・支援体制強化に

努めます。 

 

  ③避難所衛生環境の確保 

  ・ 新型コロナウイルス、インフルエンザ及びノロウイルス等の感染症に対しては、消毒はもちろんの

こと、避難所におけるゾーニングにおいて区画された動線を確保するなど対策を実施します。 

  ・ 避難所での段ボールベッドやパーテーション等、長期避難生活を想定した物資の用意や、救護スペ

ース、授乳スペース、更衣室などプライバシーの確保、熱中症対策や寒さ対策など、環境整備を進め

ます。 

 

  ④（広域）火葬体制の構築 

  ・ 県内市町と連携した広域火葬体制の構築や支援体制の強化を進めます。 
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 ３ 行政機能、情報通信機能の確保 
 

リスクシナリオ 

３－１ 
市役所の大幅な機能低下 

 
  【脆弱性の評価】 

 

   大規模地震などの災害が発生した場合、平常時の人員と執務環境を前提として業務を行うことができ

ないことが想定され、また、職員の被災や交通機関の麻痺等により業務人員の不足や業務そのものが中

断することにより、住民生活や社会経済活動に重大な影響が生じることが考えられます。  そのため本

市では、優先的に実施すべき応急業務及び継続性の高い通常業務を特定するとともに、業務の継続に必

要な資源の確保・配分や、そのための手続きの簡素化、指揮命令系統の明確化等について必要な措置を

講じることにより、適切な業務執行を行うことを目的に、業務継続計画（ＢＣＰ）を策定しています。 

   市役所庁舎は大規模な災害にも耐えられる施設となっていますが、庁舎等における通信基盤や非常用

電源、自家発電設備や燃料等ライフラインの確保対策、災害対応に必要な資機材の確保等の執務環境の

整備に努める必要があります。併せて、災害時における通信規制及び電話回線の損傷、大規模停電等に

備え、情報伝達体制、災害時のリアルタイム情報の確保を進める必要があります。 

   また、職員（消防等も含む）・施設等の被災による人的機能の大幅な低下を回避するため、国や県、他

自治体からの支援を円滑に受けるための体制を整備する必要があります。 

   併せて、浸水等により市役所が長期間にわたり機能できなくなる可能性もあり、代替拠点の確保も検

討する必要があります。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○業務継続体制の整備 

   ○災害対策本部としての機能強化 

   ○代替拠点施設の検討 

  が必要です。 
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【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①業務継続体制の整備 

  ・ 策定する業務継続計画（ＢＣＰ）を職員へ周知するとともに、今後も最新の知見等を踏まえ、適切

に改定を行います。 

  ・ 平時からの担当事務マニュアルの作成により業務引き継ぎを可視化し、部署内の全職員、応援の職

員が災害時に業務を継続できるようにします。 

  ・ DX 推進におけるＢＣＰの導入を検討します。 

 

  ②災害対策本部としての機能強化 

  ・ 地域防災計画を適宜改定するとともに、避難勧告等の判断・伝達マニュアルなど各種マニュアルを

作成・更新し、防災体制を強化します。 

  ・ 庁舎の非常用電源や通信機器等のライフラインの確保対策を着実に進めます。 

  ・ 災害に強いクラウドサービスを利用した災害情報システムネットワークを整備・運用することによ

り、情報収集・共有機能の強化を図ります。 

  ・ 災害時に継続して各情報通信システムが使用できるよう、被害を受けにくいシステム構成に改めま

す。 

  ・ 災害対策本部の要員に対し、災害対応能力の向上を図るために、各種研修や、総合防災訓練などの

様々な訓練を継続して行います。 

  ・ 大規模災害時に、国や県、近隣自治体や災害協定締結自治体、関係機関等と、迅速かつ的確な情報

処理収集・伝達を行うため、防災通信システムの充実を図ります。 

  ・ 防災拠点施設等における停電対策として非常用発電機の設置や発電容量の適量化、省電力機器の導

入、燃料の備蓄などの稼働対策を進めます。 

  ・ 災害情報の早期取得、現地状況の把握が可能となるよう、監視カメラ、水位情報や地すべり監視の

充実など取組みを進めます。 

 

  ③代替拠点施設の検討 

  ・ 被災により本庁舎が使用できない最悪の場合も想定し、代替施設機能の確保や整備に取組みます。 

  ・ 代替施設での災害対策本部が円滑に災害対応できるよう、必要な資機材の確保等の執務環境の整備

に努めます。 

  ・ 代替施設等における停電対策として非常用発電機の設置や発電容量の適量化、省電力機器の導入、

燃料の備蓄などの稼働対策を進めます。 

  ・ 使用する施設に必要な電力が災害時に確保できるよう、配電施設の整備と定期的な維持管理を行い

ます。 
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リスクシナリオ 

３－２ 
停電、通信施設の倒壊による情報通信の麻痺・長期停止 

 
  【脆弱性の評価】 

 

   本市では、放送・通信技術の高度化への対応を進めているとともに、ＣＡＴＶサービス（i ネット飯

山）の充実により利便性の向上と情報通信インフラとしての有効活用を図っています。また、さらにそ

の活用に向け、インターネットを活用して飯山市の魅力を全国や世界に発信できる通信環境の整備と情

報発信を効果的に推進するためのネットワークづくりに取り組んでいますが、災害情報を素早く提供す

る上でも有効な取組みを進めています。 

   しかし、災害時には、災害関連情報を迅速かつ確実に伝達することが必要であり、情報収集とその情

報を共有する機能の強化を図る必要があります。 

   また、災害時における通信規制及び電話回線の損傷、大規模停電等に備え、情報伝達体制、災害時の

リアルタイム情報の確保を進める必要があります。 

   災害時には、防災拠点施設等において電力の供給停止に備えるとともに、災害時における情報通信基

盤の機能維持に必要な体制を整備する必要がありますが、災害時に迅速に救助や復旧活動等が行えるよ

う、本市はもとより、関係機関や事業者も含め、情報通信施設の耐震化等の防災対策を進める必要があ

ります。 

   そのため、大規模災害に備え、平時から通信事業者との連携強化に努め、情報共有や手順の確認等を

行うとともに必要な訓練を実施するなど、連携強化に努める必要があります。 

   さらに、通信事業者と提携し、緊急時には、移動電源車、可搬型基地局、車載型移動基地の配備を受

けられるような体制整備が必要です。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○防災拠点施設等における停電対策 

   ○通信事業者との連携強化 

  が必要です。 
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【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①防災拠点施設等における停電対策 

  ・ 停電等、電力の供給停止に備え、避難所や各庁舎、消防施設等の防災拠点施設において、防災通信

システムや災害情報システムなど災害時における情報通信基盤の機能維持に必要な非常用電源装置を

整備するとともに、燃料の確保等、発電容量の適量化を図ります。 

  ・ 施設の耐震化及び被災時における機能の維持に努め、情報通信が麻痺・長期停止した場合でも防災

情報等を市民へ的確に伝達できるよう、情報通信機能の複線化などシステムや通信手段の強化・高度

化を推進します。 

  ・ 重要行政施設への自家発電機器の導入を図ります。 

  ・ 災害時に迅速に救助や復旧活動等が行えるよう、自治体はもとより、関係機関や事業者も含め、情

報通信施設の耐震化や回線の多重化等の防災対策を進めます。 

 

  ②通信事業者との連携強化 

  ・ 大規模災害に備え、平時から通信事業者と情報共有や手順の確認等を行うとともに、必要な訓練を

実施するなど、連携強化に努めます。 

  ・ 通信事業者と提携し、緊急時には、移動電源車、可搬型基地局、車載型移動基地の配備を受けられ

るような体制整備を促進します。 
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リスクシナリオ 

３－３ 

テレビ･ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者

に伝達できない事態 

 
  【脆弱性の評価】 

 

   本市では、平成 14 年に（株）テレビ飯山を設立し、自主製作番組の放送、多チャンネル放送、企画番

組の制作、インターネットサービス等の提供を行っており、現在そのサービスエリアは本市全域及び新

潟県妙高市斑尾地籍に及び、約 5,000 戸の加入を数えています。 

   市民の災害情報の入手手段として大きな役割を果たすテレビ・ラジオ放送等が、災害時に中断・停止

しないよう、放送事業者の防災対策をさらに推進する必要があります。 

   また、メディア情報中断の際にも、市民に対して的確な情報提供ができる体制づくりに努める必要が

あることから、防災行政無線や戸別受信機のみならず、伝達手段の多重化・多様化を検討していく必要

があります。 

   その一方で、市民の一人ひとりが自分の周りに災害時に潜む危険を把握するとともに、災害発生時に

は、自分の身を守ることができ、かつ、共助の力を発揮し災害に対応する意識を醸成する必要があり、

大規模災害による被害を最小限に抑えるためには、生活している地域の危険度を把握した上で、災害関

連情報を正しく理解し、適切な避難行動をとることができるよう、防災・減災意識の高揚に努める必要

があります。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○災害関連情報の伝達手段の多様化 

   〇通信・情報システムの充実 

   ○防災情報活用力の強化（情報リテラシー能力の向上） 

  が必要です。 
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  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①災害関連情報の伝達手段の多様化 

  ・ 市民の災害情報の入手手段として有効なテレビ・ラジオ放送等が災害時に中断・停止することのな

いよう、放送事業者とともに、中継局等も含めた施設の耐震化や設備の多重化等の防災対策を推進し

ます。 

  ・ 災害関連情報を市民へ迅速かつ確実に伝達するため、防災情報提供システムの整備等、災害に強く、

被災した場合にも復旧の早い防災行政無線の構築を図ります。 

 

  ②通信・情報システムの充実 

  ・ テレビ・ラジオ放送が中断した場合でも、市民に対して的確な情報提供が出来るよう、同報系防災

行政無線など情報通信施設のほか、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）等の活用を図ります。 

  ・ ＳＮＳ等による災害情報の発信を推進し、エリアメール・緊急速報メール・飯山市メール配信サー

ビスなどの普及を促進し、確実に情報を伝えられる体制を整備します。 

 

  ③防災情報活用力の強化（情報リテラシー能力の向上） 

  ・ あらゆる事態を想定した情報伝達マニュアル等の策定や、情報収集・提供手段の整備に加え、関係

機関等から提供された情報の重要性を迅速に判断し、的確かつ効果的に住民に伝達できる人材の育成

を図ります。 

  ・ 大規模な水害、土砂災害等が発生するおそれがある場合、市民に対し適切に避難指示や避難勧告等

を発令できるよう、体制の充実を図ります。 

  ・ 台風による大規模風水害など発生の前から予測できる災害に対し、迅速かつ適切に避難等の防災対

応を行うため、市や防災関係機関においては、「いつ」、「誰が」、「何をするのか」をあらかじめ時系列

で整理した「タイムライン（防災行動計画）」の作成の検討を進めます。 

  ・ 市ホームページや防災リーフレット、広報紙、減災キャンペーン、防災意識の啓発など、あらゆる

機会を捉え、地域における災害の発生リスクや適切な対処方法等の周知・啓発を行います。 

  ・ 学校では、防災教育を通じて児童生徒の防災・減災意識の向上を図るとともに、ホームページや学

校通信、授業参観など様々な機会を捉えて、保護者や地域への周知・啓発に努めます。また、児童生

徒を対象とした地域の特性に応じた実働的な訓練を実施します。 
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４ ライフラインの確保、早期復旧 
 

リスクシナリオ 

４－１ 

電力供給ネットワークや石油・ガソリン・ガス等サプラ

イチェーンの機能の停止 

 

  【脆弱性の評価】 

 

   本市及び各家庭では、電力は主に中部電力パワーグリッド株式会社から、ガソリンは各供給所から、

ガスはプロパンガス事業者から供給を受けています。 

   大規模災害による電力、石油、ＬＰガス等のライフラインの長期停止を防ぐため、施設や設備の耐震

化や老朽化対策等の促進、復旧体制の充実を各事業者に要請する必要があるとともに、迅速な復旧・復

興のため、各ライフライン事業者との連携体制を強化する必要があります。 

   また、特に大雪が原因で発生する長期間の停電は生命を脅かす恐れがあるため、電力事業者との連携

のほか、事業者等による事前伐採による倒木対策など大雪への対策が必要です。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○ライフラインの防災対策の推進 

   ○電力事業者、ガス事業者等との連携強化 

  が必要です。 

 

 

  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①ライフラインの防災対策の推進 

  ・ 電力、石油、ガソリン、ＬＰガスなどの各ライフラインを所管する機関や事業者に対し、施設や設

備の耐震化対策、老朽化対策及び大雪対策等を要請します。 

  ・ 長期の電力停止時に、自家発電装置による施設運転の継続を図るため、既設の施設については燃料

備蓄槽の増加等により長時間運転を図ります。 

  ・ 未設置の施設については、発電機未設置の施設では、発電機の設置や資機材リース事業者との協定

等による連携の強化を図ります。 

  ・ 被災後の迅速な復旧を図るため、非常用電源の配備や燃料の確保対策、非常用資機材の整備や人員

の確保等の体制を構築します。 

 

  ②電力事業者、ガス事業者等との連携強化 

  ・ 災害後の迅速な復旧・復興のため、各ライフライン事業者との連携が重要であることから、平時よ

り情報共有や意見交換を行うとともに、合同訓練を実施する等の連携強化を図ります。 
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リスクシナリオ 

４－２ 
上水道等の長期間にわたる供給停止 

 
  【脆弱性の評価】 

 
   本市では、水道の水源をかつて千曲川から取水していましたが、今ではほとんどが地下水を水源とし

ています。そのため、市が管理する水道水源を保護するため、水道水源から半径１㎞以内（規制区域内）

における地下水の採取を制限することを目的に、飯山市水道水源保全条例を平成 30 年 7 月 1 日施行し

ました。 

   これにより、規制区域内において条例に規定する井戸を掘削しようとする場合は、市と事前協議を行

い、周囲に及ぼす影響調査を実施してから許可申請書を提出するという一連の手続きが必要となってい

ます。 

   水は人にとって非常に大切な資源であり、生命の維持に直結する飲料水や、日常生活を営むための生

活用水は、災害時においても必要不可欠です。 

   現在、本市では、水源の保全と併せて、上水道アセットマネジメント・経営戦略に基づき、水道施設

の計画的な更新に努めています。 

   大規模災害時には、水道関連施設の破損等により水道水の供給が止まる可能性があり、施設の耐震・

耐水化が必要となっています。 

   また、水需要に十分対応しうる水源の確保と災害発生時にも対応できる安定した供給体制の構築が必

要となっています。 

   併せて、日頃からの水資源の大切さや災害時における節水などの啓発活動が必要です。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○水道施設の耐震・耐水化 

   ○水道水源の確保 

  が必要です。 

 

 

  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①水道施設の耐震・耐水化 

  ・ 上水道施設、簡易水道施設及び飲料水供給施設、簡易給水施設において、配水池、ポンプ場、導水

管・送水管・配水管等の耐震・耐水化を計画的に進め、大規模災害が発生しても給水が途絶えること

のないよう、整備を進めます。 

 

  ②水道水源の確保 

  ・ 水源の保全を図るとともに、取水施設、送水施設等の耐震・耐水化を進め、大規模災害が発生して

も取水機能が停止することのないよう、整備を進めます。 
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リスクシナリオ 

４－３ 
3 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

 
  【脆弱性の評価】 

 

   本市では、公共下水道、特定環境保全公共下水道（公共下水道のうち主として市街化区域以外で設置

される下水道）、農業集落排水事業、個人設置型浄化槽、市町村設置型浄化槽等によって汚水処理を行っ

ています。 

   また、近年では、公共下水道に隣接する農業集落排水施設を下水道に編入することにより、経営の効

率化を図る農集公共下水道編入事業や、下水道施設の効率的な改築を行う下水道ストックマネジメント

事業、農業集落排水施設機能強化事業、処理施設の耐震化事業等を行い、安定的で持続的な汚水処理を

進めています。 

   しかし、大規模災害が発生した場合、下水道施設においても相当の被害を受け、汚水処理機能が停止

しその復旧に長い期間を要することが想定され、市民生活や事業活動に甚大な影響を及ぼすことになり

ます。 

   現在進めているストックマネジメント計画による適切な施設更新や長寿命化対策及び、下水道施設の

耐震化計画に基づく耐震対策を継続していくとともに、今後は、下水道施設の浸水被害を想定し、耐水

化の対策を検討する必要があります。 

   また、災害が発生した場合の業務継続計画（下水道 BCP）については、災害事例等を踏まえ、被害想定

を見直し、実際に即した内容に充実させる必要があります。併せて、下水道施設の復旧支援協力に関す

る事業者等との協定により復旧支援体制を強化することが必要です。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○汚水処理施設の防災対策の強化 

   ○業務継続計画及び復旧支援協力体制の充実 

  が必要です。 

 

 

  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①汚水処理施設の防災対策の強化 

  ・ 下水道施設の耐震化、改築更新及び長寿命化対策と併せて、耐水化・停電対策等、包括的な防災対

策を進めます。なお対策の実施にあたっては、リスク評価を適切に行い、ポンプ施設をはじめ、防災

拠点・指定避難所といった重要施設を結ぶ汚水管渠等について、防災対策を優先的に実施していくこ

ととします。 

 

  ②業務継続計画及び復旧支援協力体制の充実 

  ・ 災害事例を踏まえ、当市の下水道施設での被害想定を見直し、発災時における優先実施業務の選定

や汚水処理の代替手段等について、実際に即した内容で業務継続計画（下水道 BCP）の充実を図りま

す。 

  ・ 被災した下水道施設の復旧支援協力に関する事業者等との協定により、復旧支援協力体制を強化し

ます。 
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 ５ 流通・経済活動の維持 
 

リスクシナリオ 

５－１ 

サプライチェーンの寸断等に伴う企業の生産力低下によ

る経済活動の麻痺 

 
  【脆弱性の評価】 

 

   大規模災害が発生した場合、サプライチェーン（※商品や製品が消費者の手元に届くまでの、調達、

製造、在庫管理、配送、販売、消費といった一連の流れ）の寸断や停滞が想定されることから、被害や生

産力の低下を最小限に抑えるために、企業や事業者に事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を促す必要があり

ます。 

   サプライチェーンの寸断や停滞を早期に解消するためには、高速道路や基幹道路である国道や県道の

早期開通が必要であり、国や県、関係機関等と連携し、代替ルートを確保するための検討や、各種交通

施設の耐震化や整備等の防災対策を促進する必要があります。 

   また、大規模災害時に救助や復旧活動等に必要なエネルギー供給の長期途絶を回避するため、各ライ

フライン機関において対策を進める必要があります。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○事業者の事業継続計画（ＢＣＰ）策定支援 

   ○経済関係団体との連携 

   ○国・県等の道路管理者との連携 

  が必要です。 

 

  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①事業者の事業継続計画（ＢＣＰ）策定支援 

  ・ 事業者は、事業継続計画（ＢＣＰ）の策定に努めるほか、本市も計画策定に必要な情報等を提供す

るなど、積極的に支援を行います。 

  ・ ながの農業協同組合等と連携し農産物の安定的な流通に関する基盤整備を推進します。 

  ・ 農業におけるサプライチェーンの寸断を防ぐため、流通の中心となるながの農業協同組合等と連携

し、防災対策を促進します。 

 

  ②経済関係団体との連携 

  ・ 商工業事業者の経済団体である飯山商工会議所と、災害時におけるサプライチェーンの寸断防止に

ついての協議を行ないます。 

  ・ 加盟事業者の事業活動の継続が図れるよう、事業継続計画（ＢＣＰ）策定を促進します。 

  ・ エネルギー供給の長期途絶を回避するため、各ライフライン機関において、施設や設備等の耐震化

や燃料備蓄等の対策を進めるよう促します。 

 

  ③国・県等の道路管理者等との連携 

  ・ 国・県及び道路施設管理者と物資輸送確保のための対策について検討を行う協力体制を整えます。 
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リスクシナリオ 

５－２ 
道路、鉄道等の基幹的交通ネットワークの機能停止 

 

  【脆弱性の評価】 

 

   本市の主要幹線道路として、本市の東西・南北方向の骨格となる広域道路の体系を構築する 3・4・4号

中央通り線、3・6・5 号国道線（一般国道 117 号）、一般国道 292 号、一般国道 403 号が位置付けられて

おり、これにより交通機能の向上、周辺都市との連絡性の強化が図られています。 

   また、3・4・4 号中央通り線、3・6・5 号国道線（一般国道 117 号）は、上信越自動車道と関越自動車

道を結ぶ、より広域的な道路であり、県の広域道路整備基本計画において「交流促進型広域道路」とし

て位置づけられており、道路改良や渋滞箇所の交通容量の拡大等、道路機能向上を図ることが必要です。 

   そして、一般国道 292 号、一般国道 403 号は、県の広域道路整備基本計画において「地域形成型広域

道路」として位置づけられており、道路改良などによる道路機能向上を図ることが必要です。 

   主要幹線道路を補完し、区域内の各地域及び隣接市町村間を結ぶ幹線道路として、南北方向には 3・

4・15 号斑尾線（主要地方道飯山斑尾新井線）、一般県道中野飯山線、市道 1-103 号（西回り線）、3・4・

2 号網切線、3・6・3 号飯山新井線（一般県道飯山斑尾新井線など）、3・6・8 号新町線が位置づけられ、

東西方向には 3・5・10 号中央橋線（一般県道飯山斑尾新井線など）、3・3・7 号真宗寺線、主要地方道

飯山野沢温泉線が位置づけられています。 

   大規模災害時には、これらの主要幹線道路やそれを補完する幹線道路が、地域復興の幹線となること

から、道路交通ネットワークが分断されないよう、国・県・関係機関等と連携を深め、各種交通施設の

耐震化、整備、代替ルートの確保検討等の防災対策を推進する必要があります。 

   また、緊急輸送道路等の整備、防災対策の推進、道路啓開に必要な装備資機材の充実や、情報収集・

共有等の体制整備を進める必要があります。 

   本市を通過する北陸新幹線及び東日本旅客鉄道飯山線は、地域の人の流れと物流を担う大きな機能を

果たしていますが、特に飯山線は地上路線を走っていることから被災の可能性が高く、被災時の早期復

旧が必要です。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○主要幹線道路、幹線道路の整備促進 

   ○代替ルートの確保 

   ○道路啓開事業者との協定締結 

  が必要です。 
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  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①主要幹線道路、幹線道路の整備促進 

  ・ 大規模災害が発生しても、その被害が軽微なものにとどまるよう、国や県に整備の拡充を要請しま

す。 

 

 

  ②代替ルートの確保 

  ・ 国・県と連携し物資輸送路確保のための道路整備について、早期事業化に向けた要請を行います。 

  ・ 老朽化の進む市道等の道路構造物については、国・県に対し早期事業化に向けた要請を行います。 

  ・ 道路不通が発生した場合、その早期解消に向け、国・県及び民間事業者との連携体制を整えます。 

  ・ 主要道路の代替ルートや避難道路となる農道等についても、橋梁の架け替えや補強、法面改良や舗

装等の防災対策を進めます。 

 

 

  ③道路啓開事業者との協定締結 

  ・ 災害時に早急な救援ルート等を確保するために、市内外の建設関係事業者との協定を締結し、対応

の手順や対策の検討を行います。 
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リスクシナリオ 

５－３ 
食料・飲料水等の安定供給の停滞 

 

  【脆弱性の評価】 

 

   大規模災害が発生した時に、食料や飲料水、またそれ以外の生活物資の安定供給は非常に重要となり

ます。現在市外から搬入される物資によっては、供給が滞り、その確保が難しくなることも想定されま

す。 

   そのため、大規模災害時に食料等の安定供給を図るため、飲食物を取り扱う事業者等と連携するなど、

災害対応力の強化を図る必要があります。 

   また、大規模災害時における人や物資等の緊急輸送に備え、県や市及び関係団体等との間で協定を締

結するとともに、災害時に円滑に緊急輸送等の支援活動が実施できるよう取組みを推進する必要があり

ます。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○食料等の供給体制の確保 

   ○市民の食料備蓄の促進 

   ○飲食物を取り扱う事業者との連携 

   ○物流機能等の維持・早期再開 

  が必要です。 
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  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①食料等の供給体制の確保 

  ・ 大規模災害発生時にサプライチェーンを確保するため、事業者に対して、被害の軽減や早期の事業

再開への備えとして、事業所等の耐震化や事業継続計画（ＢＣＰ）の策定等の防災対策の啓発に努め

ます。 

  ・ 農業におけるサプライチェーンの寸断を防ぐため、流通の中心となるながの農業協同組合等と連携

し、対策を促進します。 

 

  ②市民の食料備蓄の促進 

  ・ ホームページや広報紙、防災学習や各種防災イベントなどの機会を通じ、食料等の家庭備蓄を市民

に呼びかけます。 

  ・ 家庭における備蓄を補完するため、個人で備蓄することが困難な物資や、災害時に特に需要のある

物資の備蓄拡充に努めます。 

 

  ③飲食物を取り扱う事業者との連携 

  ・ 水やその他の飲食物を取り扱う市内の事業者と災害時に備えて協定を締結するなど連携し、飲食物

の円滑な配送を検討します。 

 

  ④物流機能等の維持・早期再開 

  ・ 国・県と連携し物資輸送のための緊急輸送路の確保について、早期事業再開を図る協力体制を整え

ます。 

  ・ 物資の輸送ルート及び被災時の代替ルートを確保するため、国や県、長野県建設業協会飯山支部、

民間事業者等と連携し、道路等の早期啓開体制を整備します。 
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 ６ 二次的な被害の防止 
 

リスクシナリオ 

６－１ 
ため池等の損壊・機能不全による二次災害の発生 

 

  【脆弱性の評価】 

 

   本市には、農業用ため池が 57 箇所あり、そのうち、決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存

在し、人的被害を与えるおそれのあるため池である防災重点ため池は 30 か所あります。また、「農業用

ため池の管理及び保全に関する法律」第 7 条第１項の規定により、民間団体や個人が所有し、決壊等に

より周辺に被害を及ぼすおそれのある農業用ため池のうち 29 か所が「特定農業用ため池」に指定されて

います。 

   本市では、市では、ため池が決壊する恐れがある場合、またはため池が決壊した場合に迅速かつ安全

に避難するための参考資料として、防災重点ため池 30 か所に「ため池ハザードマップ」を作成していま

す。 

   また、本市と野沢温泉村との境には信濃川水系千曲川に建設された西大滝ダムがあります。 

   ため池については、大規模地震に耐えられるよう管理・点検を行い、防災対策を図る必要があります。

また、大規模地震等による深層崩壊等が発生し、天然ダム等が形成される危険もあることから、避難情

報を提供する体制を整備する必要があります。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○ため池等農業用水利施設の整備 

  が必要です。 

 

 

  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①ため池等農業用水利施設の整備 

  ・ 大規模地震や台風・豪雨等により決壊し、下流の人家等に影響を与えるリスクの高い農業用ため池

は、定期的な点検を行い、必要に応じて耐震対策や洪水対策等を図ります。 

  ・ ため池が決壊した場合に下流に居住する市民の安全を確保するため、ハザードマップを周知します。 

  ・ 大規模地震や集中豪雨により深層崩壊や地すべり等が発生し、天然ダム等が形成された場合、湛水

やダム決壊による二次災害の発生を防止するため、危険区域に居住する市民に迅速に避難情報を提供

する体制を整備します。 
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リスクシナリオ 

６－２ 
農地・森林等の荒廃 

 

  【脆弱性の評価】 

 

   本市の耕地面積は、令和２年度(2020 年度)において、田耕地面積が   1,730ha、畑耕地面積が

1,470ha となっていますが、農村地域は高齢化、後継者・担い手不足に加え、耕作条件が厳しい中山間地

域を中心に耕作放棄地が増加しています。 

   耕作放棄地の増大は、農地荒廃による治水・砂防機能の低下など多くの問題を引き起こすことから、

災害が発生した場合に早急な復興が可能となるよう、農地及び農業関連施設の保全管理を強化する必要

があります。 

   また、農地や農業用施設等の土砂災害を防止するため、対策工事を着実に進める必要があります。 

   本市では、原則全ての農産物を対象に、自然災害や価格低下だけでなく、農業者の経営努力では避け

られない収入減少を広く補償する農業保険（農業共済）への加入を促進していますが、未加入の農業者

もおり、その加入を促す必要があります。 

   本市の林野面積は 12,113ha となっていますが、農地や里山の水源涵養機能を十分に果たしています。 

   しかし、森林の荒廃等により、森林が有する国土保全機能（土砂災害防止、洪水緩和等）が損なわれ

ることにより、山地災害の発生リスクが高まることから、森林の適正な管理・保全を図るため、山地災

害防止対策を着実に進める必要があります。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○農地の適切な保全管理 

   ○農業保険への加入促進 

   ○森林の多面的機能の維持 

  が必要です。 
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  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①農地の適切な保全管理 

  ・ 地域の実情に即した用排水施設、農業用施設の耐震診断・耐震化対策、ほ場整備、農村環境整備な

ど、農地保全整備を推進します。 

  ・ 農地・農道・農業用水路等の地域資源の適切な保全管理を進めます。 

  ・ 耕作放棄地の対策及び担い手不足の解消に向けた施策を進め、農地・農業・農村の持つ防災、環境・

生態系の保全、景観形成、文化伝承など多面的機能の保全を図ります。 

 

  ②農業保険への加入促進 

  ・ 農業共済組合との連携により、農業保険（農業共済）の周知の強化と加入を促進します。 

 

  ③森林の多面的機能の維持 

  ・ 森林の荒廃等による崩壊や土砂災害の危険性の高い地域において、適切な間伐等による森林整備や

地すべり防止事業、治山事業等、効果的な山地防災対策を進めます。 

  ・ 森林が有する多面的機能を維持するため、森林保全活動や森林環境教育を推進します。 
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リスクシナリオ 

６－３ 
観光や地域農産物に対する風評被害 

 

  【脆弱性の評価】 

 

   本市は、豊かな自然環境・地域資源が併存する都市としての特色・魅力を生かしながら、住む人も訪

れる人もその良さが実感できる飯山づくりを進めてきました。近年では、国内外の観光客に対する情報

発信と情報提供、信越自然郷ならではの魅力ある観光資源や体験・交流型の要素を活用した滞在型旅行

商品の提案及び宣伝企画を推進し、観光交流人口の増加を目指しています。 

   また、本市の農業は、米作の他、花、野菜、きのこの栽培が中心で、地域の水環境保全に努め、自然豊

かな農業環境を維持し、安心安全な農産物の安定生産を進めており、都市や消費者との交流、６次産業

化などによる地域農業の価値向上を進めています。 

   しかし、災害が発生することにより消費者の過剰反応などの風評被害等が発生し、地域経済に多大な

損害を与えることから、正しく、また必要な情報を、県や周辺市町村等と連携し、適切な媒体により迅

速かつ的確に発信する必要があります。 

   なお、本市にとって寡雪は、スキー産業をはじめとした観光事業者や除雪事業者にとって、災害と同

じく地域経済に及ぼす影響は大きいことから、その影響を受けた事業者の経費負担の軽減を図るため、

経済的支援をはじめとした必要な対策を検討します。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○風評被害の防止 

が必要です。 

 

 

【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

①風評被害の防止 

・災害発生時における地理的な誤認識や消費者の過剰反応などの風評被害等を防ぐため、関係機関

等との連携により正確な情報収集と提供方策を検討します。 

・風評被害や信用不安払拭のため、適切かつ積極的な広報活動を実施します。 

・地域農産物の風評被害対策を、県や周辺市町村とともに検討します。 
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リスクシナリオ 

６－４ 
避難所等における環境の悪化 

 

  【脆弱性の評価】 

 

   本市には、切迫した災害の危険から逃れるための緊急避難場所（指定緊急避難場所、災害対策基本法

第 49 条の 4）は令和７年（2025 年）４月１日現在で 55 箇所あり、収容可能人数は、屋内 13,042 人、屋

外 81,020 人、合計 94,062 人となっています。 

   また、一定期間滞在し、避難者の生活環境を確保するための避難所（指定避難所、災害対策基本法第

49 条の 7）は、一部指定緊急避難所を兼ねていますが、令和７年（2025 年）４月１日現在で 44 箇所あ

り、収容可能人数は屋内 13,842 人となっています。 

   これらの避難所は、飯山市洪水・土砂災害ハザードマップにも掲載されており、市民一人ひとりが自

宅から避難場所までの経路や家族の連絡先などを確認しておく必要があります。 

   また、災害発生時に多くの市民が一度に集まる避難所は、思わぬ混乱や衛生環境の問題等が発生する

ことが想定されますが、災害時の避難所運営がスムーズに進められる取り決めやマニュアル等を定める

とともに、市民に周知することが必要となっています。 

   併せて、避難者の健康管理が十分できる対策を立てるとともに、高齢者、障がい者、児童、疾病者、

外国籍市民、外国人旅行者、乳幼児、妊産婦などの災害対応能力の弱い方や女性に対する配慮を行える

よう、その対策を検討する必要があります。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○避難所運営体制の充実（再掲） 

   ○避難者の健康管理体制の充実 

   ○要配慮者への対応の充実 

  が必要です。 
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  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①避難所運営体制の充実 

  ・ 被災地や避難所の生活環境や衛生状態、感染症の発生状況など、被災地で必要とされる保健医療の

情報収集や関係機関との連絡調整に努め、医療支援の要請を進めます。 

  ・ 被災者の生活の拠り所となる避難所の良好な環境整備と運営を検討します。 

  ・ 医療、保健、福祉関係者の資格保持者の登録をはじめ、災害時における社会福祉協議会等関係機関

と連携したボランティア活動の支援、避難所の運営人材確保・育成などを進めます。 

  ・ 要配慮者の避難先として必要となる福祉避難所において、社会福祉施設等管理者や関係団体と連携

した設置運営訓練等の実施により実施体制の整備を進めます。 

  ・ 国・県・関係団体と連携を図り、医療・福祉等の専門的知識を有する人材の確保・支援体制強化に

努めます。 

 

 

  ②避難者の健康管理体制の充実 

  ・ 被災地や避難所の生活環境や衛生状態、感染症の発生状況など、被災地で必要とされる保健医療の

情報収集や関係機関との連絡調整に努め、医療支援の要請を進めます。 

  ・ 必要な保健師等の派遣が行えるよう県と連携し、避難者の感染防止や心身の健康支援を行える体制

を充実します。 

  ・ 避難所生活が長引く場合、心身のストレス等により、健康状態の悪化が懸念されることから、避難

者の健康状態の悪化を防止する対策を整えます。 

 

  ③要配慮者への対応の充実 

  ・ 要配慮者の避難先として必要となる福祉避難所においては、社会福祉施設等管理者や関係団体と連

携した設置運営訓練等の実施により実施体制の整備を進めます。 

  ・ 要配慮者が災害時に適正な避難生活を送ることができるよう、対応を検討し体制を整えます。 

  ・ 必要な保健師等の派遣が行えるよう県と連携し、避難者の感染防止や心身の健康支援を行える体制

を充実します。 
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 ７ 元の生活へ 
 

リスクシナリオ 

７－１ 

大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復

興が大幅に遅れる事態 

 

  【脆弱性の評価】 

 

   大規模災害に伴い大量に発生する災害廃棄物は、適切な対応をしないと復旧・復興の大きな妨げとな

ることから、災害廃棄物を処理する手段を明確にする必要があります。 

   また、災害廃棄物の処理に当たっては、災害廃棄物処理体制の構築が必要であるほか、廃棄物処理施

設の確保も必要です。 

   さらに、大規模災害時には大量のがれき・土砂等が発生することが予測されるため、広域支援体制の

構築も必要です。 

   なお、本市の地域防災計画において災害廃棄物の処理方針は示されていますが、災害廃棄物の発生量

の推計や、それに対応した仮置場の設定等を明確にする必要があることから、災害廃棄物処理計画の策

定が求められます。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を回避するため、 

   ○被災状況の迅速な把握 

   ○災害廃棄物処理体制の構築 

   ○災害廃棄物処理計画の策定 

  が必要です。 

 

 

  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①被災状況の迅速な把握 

  ・ 大規模災害時に発生する建物や土木施設等の被災状況を早急に把握するための、人的資源の確保を

検討します。 

 

  ②災害廃棄物処理体制の充実 

  ・ 災害廃棄物の迅速かつ適正な処理に向け、処理体制を構築するとともに、処理体制の充実・強化を

図るため、適宜、取組内容を点検します。 

  ・ 本市の災害廃棄物処理体制がより実効性を有するよう、災害廃棄物処理に関する図上訓練や研修等

に参加し、担当職員のスキルアップを図ります。 

  ・ 他自治体とも広域的な連携が可能となるよう、自治体間の連携強化を図ります。 

 

  ③災害廃棄物処理計画の策定 

  ・ 災害廃棄物の迅速な処理に向け、災害廃棄物処理計画を策定し、災害廃棄物の仮置場の候補地を選

定するとともに、必要となる施設や資機材等の整備を図ります。 
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リスクシナリオ 

７－２ 
道路啓開等の遅れにより復旧・復興が大幅に遅れる事態 

 

  【脆弱性の評価】 

 

 本市の主要幹線道路や幹線道路は、発送後、緊急輸送道路として早急な通行が可能となるよう対応

が必要であるとともに、市民が居住する地域への通行も早期に可能になることが必要です。 

 そのため、道路閉塞の要因となる、沿道建築物の被災が最小限にとどまることが必要であり、その

所有者等に対し、耐震化の必要性について周知を図るとともに、指導等を行う必要があります。 

 そして、災害対応の優先度に応じて、効率的に道路を啓開するとともに、その推進体制の整備も必

要であり、併せて、道路啓開後の、緊急車両等の通行経路を確保する、広域的な交通規制計画につい

て、実効性の向上を図る必要があります。 

 以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

○道路沿道建築物の倒壊予防の推進 

○早急な道路啓開作業の推進 

○緊急輸送道路の適切な運用 

が必要です。 

 

 

  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①道路沿道建築物の倒壊予防の推進 

  ・ 建物の倒壊等により緊急輸送道路等が閉塞することがないよう、沿道建築物の所有者等に対し、耐

震改修促進法に基づく指導、助言、指示を行います。 

  ・ 沿道、建築物の安全性を向上させるため、倒壊・焼失の可能性が高い老朽建築物の更新を促進しま

す。 

 

  ②早急な道路啓開作業の推進 

  ・ 道路の啓開作業を進める事業者との連携方策について検討します。 

  ・ 道路啓開に必要な装備資機材の充実や、情報収集・共有等の体制整備を進めます。 

 

  ③緊急輸送道路の適切な運用 

  ・ 速やかに緊急車両等の通行経路を確保する広域的な交通規制について、関係機関等と訓練等を通じ

て実効性の向上を図ります。 

  ・ 災害による道路の不通を想定した訓練を定期的に行い、災害対応の優先度に応じて効率的に道路啓

開を行う体制を整備します。 
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リスクシナリオ 

７－３ 
倒壊した住宅の再建が大幅に遅れる事態 

 

  【脆弱性の評価】 

 

   災害復旧・復興を迅速に取り組むために、被災者には様々な生活支援が必要となる中、生活再建の第

一歩は住宅であることから、被災者が住宅を再建するまでの仮設住宅を確保できるよう対応を検討する

必要があります。 

   また、プレハブ・ユニットハウス事業者との災害協定を結ぶことにより、仮設住宅を早急に確保する

対応が必要です。 

   仮設住宅だけでなく、商業者や事業者が事業を継続できるための対策を検討する必要もあります。 

   住宅の再建には罹災証明書の発行が必要であり、そのためには被災した家屋の現地調査が必要である

ことから、人員の確保を図る必要がありますが、限られた職員だけでは対応の遅れが想定されることか

ら、他自治体職員の応援等も必要であり、その対策も必要です。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○仮設住宅・仮店舗・仮事業所用の用地の確保 

   ○調査員の確保と罹災証明書の迅速な発行 

  が必要です。 
 
 
  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①仮設住宅・仮店舗・仮事業所用の用地の確保 

  ・ 災害時に仮設住宅地等として活用を予定されている用地を確保します。 

  ・ 仮設住宅建設候補地において、災害発生時にスムーズに利用できるよう事前協議を行うとともに、

県有地・国有地の検討・協議を進め、建設候補地台帳を整備します。 

  ・ 被災住宅の応急修理や新築等を支援するため、災害救助法や被災者生活再建支援法に基づく支援金

の支給等の事務について、速やかに実施できる体制を整備します。 
 
  ②調査員の確保と罹災証明書の迅速な発行 

  ・ 県及び市町村が連携して罹災証明書の迅速な発行や被災者台帳の円滑な作成を行い、被災者に対す

る生活再建支援に早期着手できる体制を構築します。 

  ・ 被災から速やかに生活が再建できるよう、被災時の国・県税の特例措置の広報、市による税の減免

や補助・助成金を適切に実施する体制を整備します。 
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リスクシナリオ 

７－４ 

地域コミュニティの崩壊により復旧・復興が大幅に遅れ

る事態 

 

  【脆弱性の評価】 

 

   災害時には、地域と行政のより一層の連携が大切であり、「自分たちのまちは自分たちで守る」といっ

た防災意識を共有し、自主防災組織等を組織するなど、日頃から地域で防災意識を高める必要がありま

す。 

   そのため本市では、緊急時において自主防災組織等が迅速かつ適確に活動を行うための防災訓練の実

施や、防災用品を購入するために要する経費に対して、飯山市自主防災組織等活動支援金を交付してお

り、災害時において地域コミュニティの力が発揮されるよう支援をしています。 

   また、避難生活が長引くことにより、地域コミュニティも崩壊しやすくなることから、職員だけでな

く、日頃から自主防災アドバイザーの育成に努め、地域ごとの自主防災組織を強固にする活動を展開す

ることが必要です。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○自主防災組織の積極的な組織化による地域コミュニティの強化 

   ○自主防災アドバイザーの育成 

  が必要です。 

 

 

  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①自主防災組織の積極的な組織化による地域コミュニティの強化 

  ・ 飯山市自主防災組織等活動支援金の周知を図るとともに、防災訓練の実施や、防災用品の購入を促

進します。 
 
 
  ②自主防災アドバイザーの育成 

  ・ 県の出前講座や自主防災組織リーダー研修等への積極的参加を促し、地域の防災の中心となる人材

の育成に努めます。 

  ・ 地区（地域）毎の復興のロードマップを描き、地区（地域）の円滑かつ迅速な復興を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 
 

 

計画の推進 
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第６章 計画の推進 
 

１ 本計画の進捗管理 
 

 本計画に基づく取組を確実に推進するため、関連事業等の進捗状況を毎年度把握していくものとし、

進捗状況の把握については総合計画や関連計画で行う事業評価（進捗管理）とも連携して実施します。 

 また、関連事業の進捗状況や各種取組結果等を踏まえ、所管部課が中心となり、各種取組の見直しや

改善、必要となる予算の確保等を行いながら事業を推進します。 

 本市だけでは対応できない事項については、国・県・関係機関等への働きかけなどを通じ、事業の推

進を図ります。 

 

２ 他の計画等の見直し 
 

 本計画は、本市の地域強靱化の観点から、本市における総合計画や地域防災計画をはじめとする様々

な分野の計画等の指針であり、他の計画等においては、必要に応じて所要の検討を行い、本計画との整

合性を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

飯山市国土強靭化地域計画 
 

令和３年度(2021 年度)～令和９年度(2027 年度) 

飯山市総務部危機管理防災課 
令和３年(2021 年)３月策定 

（令和８年(2026 年)３月改正） 
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飯山市国土強靭化地域計画 

改  定  後 現       行 

第１章 国土強靭化計画の基本的な考え方 

 １ 計画の策定趣旨 

国においては、東日本大震災の教訓を踏まえ、平常時から大規模自然災害等

様々な危機を想定して備えることが重要であるとの認識のもと、平成 25 年

（2013 年）12 月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等

に資する国土強靱化基本法」（以下「基本法」という。）を公布・施行しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 同法に基づき、国は翌平成 26 年(2014 年)６月に国土強靱化に関係する国の

計画等の指針となる「国土強靱化基本計画」（以下「基本計画」という。）を策

定し、平成 30 年(2018 年)12 月及び令和 5 年(2023 年)7 月には、近年の災害か

ら得られた貴重な教訓や社会経済情勢の変化等を踏まえ、その歩みの加速化・

深化を図ることを目的に、基本計画の見直しが行われました。 

第１章 国土強靭化計画の基本的な考え方 

１ 計画の策定趣旨 

 国においては、東日本大震災の教訓を踏まえ、平常時から大規模自然災害等

様々な危機を想定して備えることが重要であるとの認識のもと、平成 25 年 12

月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土

強靱化基本法」（以下「基本法」という。）を公布・施行しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 同法に基づき、国は翌平成 26 年６月に国土強靱化に関係する国の計画等の

指針となる「国土強靱化基本計画」（以下「基本計画」という。）を策定し、平

成 30 年 12 月には、近年の災害から得られた貴重な教訓や社会経済情勢の変化

等を踏まえ、その歩みの加速化・深化を図ることを目的に、基本計画の見直し

を図りました。 

（目的） 

第１条 この法律は、事前防災及び減災その他迅速な復旧復興並びに国際

競争力の向上に資する国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそ

れがある大規模自然災害等（以下単に「大規模自然災害等」という。）に

備えた国土の全域にわたる強靱な国づくり（以下「国土強靱化」という。）

の推進に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び国土強靱

化基本計画の策定その他国土強靱化に関する施策の基本となる事項を定

めるとともに、国土強靱化推進本部を設置すること等により、国土強靱化

に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の確保並び

に国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 （略）明確な目標の下に、大規模自然災害等からの国民の生命、身

体及び財産の保護並びに大規模自然災害等の国民生活及び国民経済に及

ぼす影響の最小化に関連する分野について現状の評価を行うこと等を通

じて、当該施策を適切に策定し、これを国の計画に定めること等により、

行われなければならない。 

（目的） 

第１条 この法律は、事前防災及び減災その他迅速な復旧復興並びに国際

競争力の向上に資する国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそ

れがある大規模自然災害等（以下単に「大規模自然災害等」という。）に

備えた国土の全域にわたる強靱な国づくり（以下「国土強靱化」という。）

の推進に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び国土強靱

化基本計画の策定その他国土強靱化に関する施策の基本となる事項を定

めるとともに、国土強靱化推進本部を設置すること等により、国土強靱化

に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の確保並び

に国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 （略）明確な目標の下に、大規模自然災害等からの国民の生命、身

体及び財産の保護並びに大規模自然災害等の国民生活及び国民経済に及

ぼす影響の最小化に関連する分野について現状の評価を行うこと等を通

じて、当該施策を適切に策定し、これを国の計画に定めること等により、

行われなければならない。 

資料２－３ 
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  長野県は、こうした国の方針や、災害の教訓を踏まえ、災害が起こった場合で 

もその被害を最小限に抑え、速やかに復興するため、すべての県民や長野県を訪 

れる人々が、今後起こりうる自然災害をイメージし、事前の備えに取り組むこと 

を目的に、平成 28 年(2016 年)３月に第 1 期長野県強靱化計画を、平成 30 年

(2018 年)３月には、第２期計画を策定しました。 

  第２期計画の策定後、令和元年東日本台風災害をはじめとした大規模な自然災

害を経験する中で、災害対応を通じて得られた新しい知見や教訓を今後の施策に

活かしていく必要があり、また、計画の進展に伴い、実施している施策もその進

捗状況に合わせ見直しを行う必要があることから、大規模自然災害への「備え」

について、引き続き最悪の事態の想定という視点から強靱化に向けた施策を効果

的に推進するため、国土強靱化基本法第 13 条の規定により、第３期長野県強靱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  長野県（以下、県とする。）においても、市町村や関係機関の連携の下、県の強

靱化に関する施策を総合的、計画的に推進するための地域計画として、「多くの

災害から学び、生命、財産、暮らしを守りぬく」ことを総合目標とした第１期長

野県強靱化計画（計画期間：平成 28 年度～平成 29 年度）を平成 28 年３月に策

定しました。 

  第１期計画期間において発生した、平成 28 年の熊本地震や台風 10 号、平成 29

年７月の九州北部豪雨等、大規模災害における課題や教訓とするべき事項を整理

し、同様の事象が発生した場合に適切に対応することを目的に、平成 30 年３月

に「多くの災害から学び、いのちを守る県づくり」を総合目標とした第２期長野

県強靱化計画（計画期間：平成 30 年度から平成 34 年度（令和４年度））を策定

しました。 
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化計画（計画期間：令和５年度(2023 年度)から令和９年度(2027 年度)）を策定

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  本市では、令和 5 年（2023 年）3 月に「飯山郷創～世界にひらく 里山の未来

～」を将来都市像とする飯山市第 6 次総合計画を策定し、10 年間、飯山市のあ

らゆる地域資源の可能性を最大限に引き出し活用するとともに、デジタル技術の

急速な進化や新型コロナウイルス感染症の影響による人々のライフスタイルの

変化など時代の変化を的確に捉え、訪れたい・住みたい・暮らし続けたいと思わ

れる「世界に誇れる里山」を目指し、一人ひとりが未来を考え知恵を出し合いな

がらまちづくりを進めています。 

  飯山市第 6 次総合計画では、基本目標の一つに「安全で安心して暮らしを愉し

めるまち」を掲げ、過去の災害の教訓を生かし、将来のリスクを想定するととも

にデジタル技術を活用した防災・減災対策とインフラ整備を推進し、安全・安心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  本市では、平成 25 年３月に、『自然と共生する豊かな暮らし 「技(わざ)と縁

(えにし)のまち 飯山」』を将来都市像とする飯山市第５次総合計画を策定し、

厳しくもかけがえのない自然環境を守りながら、飯山市の気候、地形、特性等を

踏まえ、人と自然とが調和した快適で持続可能な豊かな暮らしを創出するまちづ

くりを進めています。 

  特に、平成 30 年度から始まった後期基本計画における防災面の取組みでは、

東日本大震災に代表される大規模災害が防災対策の重要性を再認識させ、市民の

防災意識等、日ごろからの心がけや準備が被害の低減につながることを示してい

ることから、山林、河川、市街地など多様な自然環境が共存する本市では、それ

ぞれの特性を踏まえた日常からの大規模災害への備え、危険低減への取組み、防

【策定趣旨】 

強靱化とは、災害が発生しても生命を失わず、迅速に日常の生活に戻るた

め、最悪の事態を念頭に置き、平時からの「備え」を誰もが行うことにより、

社会全体が災害に強くなること 

過去の災害からの教訓を踏まえ、最悪の事態を想定する視点から強靱化に

向けた施策を効果的に推進するため、長野県強靱化計画を策定 

【計画の性格】 

大規模自然災害に対する県土の脆弱性を認識し、その克服のため事前防災

及び減災その他迅速な復旧等に資する施策を総合的に実施するため、国土

強靱化の観点から本県における様々な分野の指針となる計画 

【計画の目的】 

行政のみならず、企業、個人も、生命・財産を守り迅速に復旧復興するため

の「事前の備え」、すなわち強靱化への意識が必要。本計画は、多くの災害

経験を踏まえ、行政、企業、県民が一体となって「オール信州」で強靱化に

取り組み、県民の生命・財産・暮らしを守ることを目的 

【策定趣旨】 

強靱化とは、災害が発生しても生命を失わず、迅速かつより良く日常 

の生活に戻るため、最悪の事態を念頭に置き、平時からの「備え」を誰もが

行うことにより、社会全体が災害に強くなること 

大規模自然災害への「備え」について、引き続き最悪の事態の想定という視

点から強靱化に向けた施策を効果的に推進するため、第３期長野県強靱化

計画を策定 

【計画の性格】 

大規模自然災害に対する県土の脆弱性を認識し、その克服に向けて事前防

災及び減災その他迅速な復旧等に資する施策を総合的に実施するため、国

土強靱化の観点から本県における様々な分野の指針となる計画 

【計画の目的】 

行政のみならず、企業、県民も、生命・財産を守り迅速に復旧・復興するた

めの「事前の備えを行うことにより、社会全体が災害に強くなること」、す

なわち強靱化を意識することが必要。本計画は、多くの災害経験を踏まえ、

行政、企業、県民が一体となって「オール信州」で強靱化に取り組み、県民

の生命・財産・暮らしを守ることを目的 
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なまちを目指すとしています。 

  また、前期基本計画では基本目標を実現するための施策「防災減災対策の推進」

において 

 ● ハザードマップなど防災に関わる資料を作成し、学習会やイベント等におい

て市民へ周知することで、自助による防災意識の高揚を図る 

 ● 大規模災害に備え、国、県、応援協定自治体、警察、消防および自主防災組織

など関係機関との連携を強化し、訓練による実効性の検証を行い、風水害・地

震・原発事故等の対策に万全の防災体制を確立する 

 ● これまでの災害データや AI 等の最新技術を活用した迅速かつ的確な災害状

況の情報収集や避難情報等の発信など、防災 DX を推進する 

 ● 令和元年東日本台風災害を教訓に、雨水排水関連施設や河川等の整備、千曲

川緊急治水対策プロジェクトと連携した治水事業を推進するほか、山林の安全

性を高め、災害に強いまちづくりを進める 

 ● 住宅・建築物の耐震化を推進し、地震や風水害等の自然災害に対する備えを

進める 

 ● 災害危険箇所を日常的に把握するとともに災害による被害とその影響を最小

限に抑え、早急に復旧を図るため、総合的な体制を整えるとして、取り組みを

進めています。 

  こうした中、東日本大震災以降も本市を襲う台風や局地的豪雨などによる被害

が発生していることから、大規模自然災害等から市民の生命と財産を守り、地域

への致命的な被害を回避し、速やかな復旧復興に資する施策を計画的に推進する

ために「飯山市国土強靱化地域計画」を策定するものです。 

 

 

２ 計画の位置づけ 

 本計画は、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資す

る国土強靱化基本法」第 13 条に基づく国土強靭化地域計画として策定します。 

災に対する市民意識の高揚、防災組織づくりなどの体制をしっかりと整えておく

必要があるとの認識に至り、 

  ●大規模災害への備えの強化 

  ●防災・減災の取り組み促進による市民の生命・財産の保護 

  ●防災に対する市民意識の高揚と組織づくりによる災害への備えの強化 

  ●危険な空き家の解消と安心安全な地域づくり 

 を課題として、取組みを進めています。 

  こうした中、東日本大震災以降も本市を襲う台風や局地的豪雨などによる被害

が発生していることから、大規模自然災害等から市民の生命と財産を守り、地域

への致命的な被害を回避し、速やかな復旧復興に資する施策を計画的に推進する

ために「飯山市国土強靱化地域計画」を策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の位置づけ 

 本計画は、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資す

る国土強靱化基本法」第 13 条に基づく国土強靭化地域計画として策定します。 
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 ⑴ 飯山市国土強靭化地域計画と各計画との整合 

   国の基本計画や第３期長野県強靱化計画との整合性を図りつつ、飯山市第６

次総合計画の防災関連の取組みや、飯山市地域防災計画での取組みを計画的に

推進する上での指針となる計画として位置づけるとともに、地域における国土

強靱化に係る計画等の指針（「アンブレラ計画」）としての性格を有するものと

し、今後策定する各種計画等については、国土強靱化の観点から必要な見直し

を行うものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑴ 飯山市国土強靭化地域計画と各計画との整合 

   国の基本計画や第２期長野県強靱化計画との整合性を図りつつ、飯山市第５

次総合計画の防災関連の取組みや、飯山市地域防災計画での取組みを計画的に

推進する上での指針となる計画として位置づけるとともに、地域における国土

強靱化に係る計画等の指針（「アンブレラ計画」）としての性格を有するものと

し、今後策定する各種計画等については、国土強靱化の観点から必要な見直し

を行うものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国土強靱化地域計画） 

第 13 条 都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計

画的な推進を図るため、当該都道府県又は市町村の区域における国土強

靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画（以下「国土強靱化地域計

画」という。）を、国土強靱化地域計画以外の国土強靱化に係る当該都道

府県又は市町村の計画等の指針となるべきものとして定めることができ

る。 

（国土強靱化地域計画と国土強靱化基本計画との関係） 

第 14 条 国土強靱化地域計画は、国土強靱化基本計画との調和が保たれた

ものでなければならない。 

整合 整合 ・ 調整 

分野別計画 

（飯山市地域防災計画、飯山市公共施設等総合管理計画、飯山市耐震改修促進計画など） 

 

 国土強靭化基本計画 長野県第 2 期強靭化計画 
整合 

飯山市国土強靭化地域計画 飯山市第５次総合計画 

指針 指針 

整合 

（国土強靱化地域計画） 

第 13 条 都道府県又は市町村は、国土強靱化に関する施策の総合的かつ計

画的な推進を図るため、当該都道府県又は市町村の区域における国土強

靱化に関する施策の推進に関する基本的な計画（以下「国土強靱化地域計

画」という。）を、国土強靱化地域計画以外の国土強靱化に係る当該都道

府県又は市町村の計画等の指針となるべきものとして定めることができ

る。 

（国土強靱化地域計画と国土強靱化基本計画との関係） 

第 14 条 国土強靱化地域計画は、国土強靱化基本計画との調和が保たれた

ものでなければならない。 

整合 整合 ・ 調整 

分野別計画 

（飯山市地域防災計画、飯山市公共施設等総合管理計画、飯山市耐震改修促進計画など） 

 

 国土強靭化基本計画 長野県第３期強靭化計画 
整合 

飯山市国土強靭化地域計画 飯山市第６次総合計画 

指針 指針 

整合 
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改  定  後 現       行 

   なお、本市の地域防災計画は、風水害や地震などに対応した防災に関する業

務等を定めており、災害対策を実施する上での予防や発災後の応急対策、復旧

等に視点を置いた計画となっています。 

   これに対して「飯山市国土強靱化地域計画」は、平常時の備えを中心に、ま

ちづくりの視点も合わせたハード・ソフト両面での包括的な計画であり、それ

ぞれが自然災害の発生前後において必要とされる対応について定めるものと

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 飯山市国土強靭化地域計画の計画期間 

 飯山市国土強靭化地域計画の計画期間は、令和３年度(2021 年度)から令和

９年度(2027 年度)の７年間とします。 

 なお、本計画は国の基本計画、長野県第 2 期計画、第５次総合計画等の各

種計画との整合性や施策の進捗状況、社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要

に応じて見直しを行います。 

 

 ３ 本計画の検討フロー 

   本計画は、令和２年(2018 年)６月に内閣官房国土強靱化推進室が作成・公表

した、国土強靱化地域計画策定ガイドライン（第７版）基本編、策定・改訂編、

   なお、本市の地域防災計画は、風水害や地震などに対応した防災に関する業

務等を定めており、災害対策を実施する上での予防や発災後の応急対策、復旧

等に視点を置いた計画となっています。 

   これに対して「飯山市国土強靱化地域計画」は、平常時の備えを中心に、ま

ちづくりの視点も合わせたハード・ソフト両面での包括的な計画であり、それ

ぞれが自然災害の発生前後において必要とされる対応について定めるものと

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 飯山市国土強靭化地域計画の計画期間 

 飯山市国土強靭化地域計画の計画期間は、令和３年度から令和７年度の５

年間とします。 

 なお、本計画は国の基本計画、長野県第 2 期計画、第５次総合計画等の各

種計画との整合性や施策の進捗状況、社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要

に応じて見直しを行います。 

 

 ３ 本計画の検討フロー 

   本計画は、令和２年６月に内閣官房国土強靱化推進室が作成・公表した、国

土強靱化地域計画策定ガイドライン（第７版）基本編、策定・改訂編、及び資
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改  定  後 現       行 

及び資料編を踏まえ、検討・策定しています。検討フローは以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料編を踏まえ、検討・策定しています。検討フローは以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■国土強靱化の基本的考え方（第１章） 

■飯山市における国土強靱化の基本目標の設定（第３章） 

■飯山市における脆弱性評価（第４章） 

■飯山市における国土強靱化の推進方針（第５章） 

※本章（第１章）にて検討結果をまとめています。 

○市民の生命と財産保護、地域への致命的な被害を回避、発災後の速やかな復

旧復興を目指すものとします。 

○本市の基本目標を設定しています。 

○対象とする災害を設定しています。 

○本市の災害に対する現在の取組みを確認しています。 

〇脆弱性評価の考え方を整理しています。 

○「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」を設定しています。 

〇リスクシナリオごとに脆弱性を分析したうえで、リスクへの対応と推進方針

を設定しています。 

■個別事業（別表） 

○具体的な事業を掲げています。 

■国土強靱化の基本的考え方（第１章） 

■飯山市における国土強靱化の基本目標の設定（第３章） 

■飯山市における脆弱性評価（第４章） 

■飯山市における国土強靱化の推進方針（第５章） 

※本章（第１章）にて検討結果をまとめています。 

○市民の生命と財産保護、地域への致命的な被害を回避、発災後の速やかな復

旧復興を目指すものとします。 

○本市の基本目標を設定しています。 

○対象とする災害を設定しています。 

○本市の災害に対する現在の取組みを確認しています。 

〇脆弱性評価の考え方を整理しています。 

○「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」を設定しています。 

〇リスクシナリオごとに脆弱性を分析したうえで、リスクへの対応と推進方針

を設定しています。 

■個別事業（別表） 

○具体的な事業を掲げています。 
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改   定   後 現       行 

第３章 飯山市における国土強靱化の基本目標 

１ 基本目標 

 

    国の基本計画においては、４つの基本目標が位置づけられており、県計画

においては６つの基本目標が設定されています。 

    本市の強靭化を進めるに当たっては、県計画に位置づけた国土強靱化の推

進における７つの基本目標を踏まえて定め、関連施策を推進するものとしま

す。 

【国基本計画：４つの基本目標】 

 

 

 

 

 

【県計画：６つの基本目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 飯山市における国土強靱化の基本目標 

１ 基本目標 

 

    国の基本計画においては、４つの基本目標が位置づけられており、県計画

においては７つの基本目標が設定されています。 

    本市の強靭化を進めるに当たっては、県計画に位置づけた国土強靱化の推

進における７つの基本目標を踏まえて定め、関連施策を推進するものとしま

す。 

【国基本計画：４つの基本目標】 

 

 

 

 

 

【県計画：７つの基本目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①人命の保護 

②国家・社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持される 

③国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

④迅速な復旧復興 

１ 人命の保護が最大限図られること 

２ 負傷者等に対し、迅速に救助、救急活動が行われること 

３ 必要不可欠な行政機能、情報通信機能は確保すること 

４ 必要最低限のライフラインを確保し、早期復旧ができること 

５ 流通・経済活動が停滞させないこと 

６ 二次的な被害を発生させないこと 

７ 被災した方々の生活が継続し、日常の生活が迅速に戻ること 

①人命の保護 

②国家・社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持される 

③国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

④迅速な復旧復興 

１ あらゆる自然災害において、人命の保護が最大限図られる 

２ 負傷者等に対し、迅速に救助、救急活動が行われるとともに、被災者

等の健康、避難生活環境を確実に確保する 

３ 必要不可欠な行政機能、情報通信機能は確保する 

４ ライフラインの被害を最小限に留めるとともに、早期に復旧させる 

５ 流通・経済活動を停滞させない 

６ 被災した方々の日常生活が迅速かつより良い状態に戻る 
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改   定   後 現       行 

 

 

 

 

【市計画：７つの基本目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の対象とする災害 

 

 国の基本計画が首都直下地震や南海トラフ地震など、広域な範囲に甚大な

被害をもたらす大規模自然災害を想定しています。 

 本計画の対象とする災害は、県計画と同様に大規模自然災害を対象とし、

本市に甚大な被害をもたらすと想定される自然災害を、 

○地震災害 

○風水害 

○雪害 

○土砂災害 

とします。 

 

 

 

 

 

【市計画：７つの基本目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の対象とする災害 

 

 国の基本計画が首都直下地震や南海トラフ地震など、広域な範囲に甚大な

被害をもたらす大規模自然災害を想定しています。 

 本計画の対象とする災害は、県計画と同様に大規模自然災害を対象とし、

本市に甚大な被害をもたらすと想定される自然災害を、 

○地震災害 

○風水害 

○雪害 

○土砂災害 

とします。 

 

１ 人命の保護 

２ 迅速な救助、救急活動等 

３ 行政機能、情報通信機能の確保 

４ ライフラインの確保、早期復旧 

５ 流通・経済活動の維持 

６ 二次的な被害の防止 

１ 人命の保護 

２ 迅速な救助、救急活動等 

３ 行政機能、情報通信機能の確保 

４ ライフラインの確保、早期復旧 

５ 流通・経済活動の維持 

６ 二次的な被害の防止 
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飯山市国土強靭化地域計画 

改  定  後 現       行 

第４章 飯山市おける脆弱性の評価 

 

 １ 本市の国土強靭化に向けた取組み 

 

  ⑴ 飯山市第６次総合計画前期基本計画における取組み 

 「飯山市第６次総合計画前期基本計画」に基づき計画的な行政運営を推進し

ていますが、その中で、地域防災や国土強靭化に関連した取組み（施策）を以

下の通り設定しています。 

  〔「飯山市第６次総合計画前期基本計画」における地域防災や国土強靭化対応施

策〕 

■克雪対策関係 

 ○生活道路等の除雪（基本目標 4－12 克雪） 

  ・除排雪及び消融雪施設の維持 

  ・除雪オペレーターの育成 

  ・ICT の活用による人材不足の解消や除排雪業務の効率化等の検討 

 〇冬の暮らしの安心・安全確保（基本目標 5－12 克雪） 

  ・豪雪は災害と捉え、実証実験を踏まえ「雪かき支援事業」を創設し、

自力で除排雪できない世帯を対象に雪下ろしや排雪を実施 

  ・スクラム除雪など市民と協働で行うきめ細かな除排雪の推進 

  ・住宅屋根の融雪化や自然落雪式等の克雪化の推進 

  ・高齢者等玄関先除雪 

  ・冬期共同住宅の実証実験及び実証実験を踏まえた整備の検討 

 

■情報基盤強化関係 

 〇地域住民への広報（基本目標 1－5 魅力発信） 

  ・地域に密着した情報の提供や様々な行政情報の発信など CATV サービ

スの充実 

  ・放送・情報通信技術の高度化への対応など時代の変化に即した CATV

サービスの導入検討 

 

 

第４章 飯山市における脆弱性評価 

 

 １ 本市の国土強靭化に向けた取組み 

 

  ⑴ 飯山市第５次総合計画後期基本計画における取組み 

 「飯山市第５次総合計画後期基本計画」に基づき計画的な行政運営を推進し

ていますが、その中で、地域防災や国土強靭化に関連した取組み（施策）を以

下の通り設定しています。 

  〔「飯山市第５次総合計画後期基本計画」における地域防災や国土強靭化対応施

策〕 

■克雪対策関係（第１章－３．克雪・利雪・自然エネルギー） 

 ○克雪対策の維持・確保 

  ・生活道路の安定した除排雪及び消融雪施設の維持 

  ・除雪オペレーターの育成 

  ・市民と協働で行うきめ細かな除排雪 

  ・スクラム除雪の継続 

  ・高齢者等玄関先除雪支援 

 

 

 

 

 

 

■情報基盤強化関係（第１章－５．情報化と情報発信） 

 ○情報基盤の充実 

  ・放送・情報通信技術の高度化への対応等時代の変化に即した CATV サ

ービスの導入検討と提供 

 ○情報発信力の強化 

  ・安定した CATV サービス提供のための設備・機器の計画的な更新 

  ・情報発信のための通信環境整備 
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改  定  後 現       行 

 

■土地利用関係 

 〇地域特性を活かした市土利用（基本目標 1―2 自然環境・景観・自然エ

ネルギー・利雪・楽雪・土地利用） 

  ・災害や雪に強く、安全・安心で暮らし続けられる市土利用 

 

■道路整備関係 

 ○道路ネットワークの充実（基本目標 5―6 道路） 

  ・国県道等の幹線道路機能の充実を促進、災害に強い広域的な道路ネ 

ットワークの充実・強化 

  ・快適な暮らしを支える市道の計画的・適切な維持管理と充実 

 

 

 

 

■公園整備関係 

 〇安全な公園施設の維持（基本目標 5―7 公園） 

  ・災害時には緊急避難場所として活用できる防災拠点のために必要な   

整備 

 

■上下水道整備関係 

 〇上水道の安定供給（基本目標 5―8 上下水道） 

  ・水道施設の適正な維持管理及び更新、良質で安全なおいしい水を供給 

 〇下水道の適性管理（基本目標 5―8 上下水道） 

  ・下水道施設の計画的な整備、更新、耐震化、耐水化及び適正な維持管 

   理 

 

■住宅関係 

 〇移住定住の推進（基本目標 1―4 住宅・移住定住） 

  ・市営住宅の計画的な更新及び改修 

  ・民間事業者等と連携し、空き家バンクの取組を推進するなど空家等の

活用を促進 

 

■学校施設関係 

 〇共生社会が実現するための教育（基本目標 2-2 教育） 

  ・児童・生徒の安全、快適な学校生活のための学校施設の適切な維持管

理及び長寿命化を図るための計画的な修繕 

 

■土地利用関係（第２章－２．土地利用と環境） 

 ○機能的で文化的な生活ができる都市環境の形成情報発信力の強化  

都市計画道路の新規路線（国道等）の決定と既決路線の見直し 

 

 

■道路整備関係（第２章－３．道路） 

 ○広域幹線道路ネットワークの充実 

  ・国県道の整備促進  ・広域アクセス道路の整備促進 

 ○生活道路ネットワークの充実 

  ・道路施設の計画的な点検 

  ・市道の計画的な維持修繕 

  ・道路施設の点検判定に基づく修繕 

  ・道路舗装の計画的な維持修繕 

 

■公園整備関係（第２章－４．公園） 

 ○多様な公園の維持充実 

  ・防災機能を持つ公園緑地確保 

 

 

■上下水道整備関係（第２章－５．上下水道） 

 ○上下水道の充実・健全化 

  ・水道施設の適正な維持管理、更新 

  ・水道水源の保全 

  ・下水道経営戦略に基づく施設整備の最適化 

  ・処理場の機能強化 

 

■住宅関係（第４章－５．住宅・移住定住） 

 ○市営住宅の維持と更新 

  ・老朽化した市営住宅の建て替え 

 

 

 

■学校施設関係（第５章－１．学校教育） 

 ○教育環境と教育施設の充実及び検討 

  ・小学校施設の改修・整備 
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改  定  後 現       行 

 

■福祉関係 

 〇地域福祉の推進（基本目標 5―3 福祉・介護） 

  ・関係機関の協力を得ながら災害時における要配慮者の避難支援体制 

を整備 

 

■防災関係 

 〇防災減災対策の推進（基本目標 5－5 防災減災） 

  ・ハザードマップなど防災に関わる資料を作成し市民へ周知することに

よる自助による防災意識の高揚 

  ・関係機関との連携強化や訓練による実効性の検証による風水害・地震・

原発事故等への万全な防災対策の確立 

  ・これまでの災害データや AI などの最新技術を活用した迅速かつ的確

な災害状況の情報収集や避難情報等の発信など、防災ＤＸの推進 

  ・令和元年東日本台風災害を教訓とした雨水排水関連施設や河川等の整

備、千曲川緊急治水対策プロジェクトと連携した治水事業の推進、山

林の安全性の向上による災害に強いまちづくりの推進 

  ・住宅・建築物の耐震化の推進 

 〇自主防災力の向上（基本目標 5－5 防災減災） 

  ・自主防災会の設立の促進や防災マップの作成支援や訓練実施の啓発 

 

■消防関係 

 〇消防体制の強化（基本目標 5―10 消防・救急） 

  ・消防団及び岳北消防本部の車両・施設・装備品の計画的な更新 

  ・消火栓や防火水槽など地域内の消防防災施設の整備 

  ・消防団員の処遇の改善、消防団活動に対する環境整備 

 

■広域連携関係 

 ○広域連携の推進（基本目標 5―14 行財政） 

  ・災害時応援協定に基づく連携の推進 

 

■市民協働関係 

 〇誰もが活躍できる場づくり（基本目標 4－1 市民協働・ダイバーシテ

ィ） 

  ・地域の課題解決に向けて取り組む団体等の支援や市民のまちづくりへ

の参画の促進 

 

  

■福祉関係（第６章－１．地域福祉） 

 ○社会福祉関連事業の推進 

  ・災害時における要援護者対策の強化 

 

 

■防災関係（第６章－７．防災） 

 ○大規模災害対策の推進 ・地域防災計画の随時検証 

  ・広域避難体制の確立 

 ○治山・治水事業の推進～ 

  ・千曲川改修整備事業等の推進 

  ・木造住宅の耐震診断及び耐震工事の支援 

 ○災害危険性の低減・抑制～ 

  ・市街地浸水被害対策の推進 

 ○地域ぐるみの防災体制充実と危険空き家対策～ 

  ・自主防災会の設置推進  ・防災意識高揚と体制整備 

  ・防災減災用資機材、備蓄品の整備拡充 

 ○防災情報の適切な発信 

  ・新たな情報伝達システムの導入 

 

 

■消防関係（第６章－８．消防） 

 ○消防体制の充実 

  ・消防体制の充実 

  ・消防団の充実 

 

 

■広域連携関係（第６章－12．広域連携） 

 ○新たな広域連携の推進 

  ・災害時応援協定に基づく連携の推進 

 

■市民協働関係（第６章－13．市民協働） 

 ○まちづくり市民活動の促進 

  ・自治組織・地域づくりの人材育成 

  ・集会所の整備支援 
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  ・地域毎の課題解決や多様な働き方の実現を図るための新たな地域組

織の導入や仕組みづくりの検討 

 〇持続可能な集落づくり（基本目標 5-13 集落維持） 

  ・集落支援員制度の活用等を通じた集落活動のあり方の検討 

  ・地域活動の拠点施設である集会所の改修等の支援 

 

 

   「飯山市第６次総合計画前期基本計画」で設定されている、本市の地域防災

及び国土強靭化に関連する取組みは上記の通りですが、これらの施策により強

固な国土強靭化に向けた取組み視点を付加することが必要です。 

 

 ⑵ 飯山市地域防災計画 

   「飯山市地域防災計画」は、昭和 48 年以降改定と修正を重ね、令和 7 年度（ 

2025 年度）時点が最終の修正となっている、本市の防災に関わる基本的な計画

となっています。 

   計画は総則の他、風水害対策編、地震災害対策編、雪害対策編、原子力災害

編、その他の災害対策編等からなり、災害の予防段階（予防計画）から発災段

階（応急対策計画）までの取るべき対応について設定されています。 

 

 ⑶ 飯山市国土強靭化地域計画を指針とする分野計画 

   本計画を指針とする計画は以下のとおりです。 

 

〔飯山市国土強靭地域計画を指針とする主な分野別計画〕 

計画名称  

飯山市地域防災計画 飯山市空家等対策計画 

飯山市総合戦略 飯山市業務継続計画［地震編］ 

飯山市第 3 次国土利用計画 
飯山市新型インフルエンザ等対策行

動計画 

 

  

 

 

 

 

 

 

   「飯山市第５次総合計画後期基本計画」で設定されている、本市の地域防災

及び国土強靭化に関連する取組みは上記の通りですが、これらの施策により強

固な国土強靭化に向けた取組み視点を付加することが必要です。 

 

 ⑵ 飯山市地域防災計画 

   「飯山市地域防災計画」は、昭和 48 年以降改定と修正を重ね、令和 2 年度時

点が最終の修正となっている、本市の防災に関わる基本的な計画となっていま

す。 

   計画は総則の他、風水害対策編、地震災害対策編、雪害対策編、原子力災害

編、その他の災害対策編等からなり、災害の予防段階（予防計画）から発災段

階（応急対策計画）までの取るべき対応について設定されています。 

 

 ⑶ 飯山市国土強靭化地域計画を指針とする分野計画 

   本計画を指針とする計画は以下のとおりです。 

 

〔飯山市国土強靭地域計画を指針とする主な分野別計画〕 

計画名称  

飯山市地域防災計画 飯山市空家等対策計画 

第２期飯山市総合戦略 飯山市業務継続計画［地震編］ 

飯山市国土利用計画 
飯山市新型インフルエンザ等対策行

動計画 
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飯山市公共施設等総合管理計画  

社会資本総合整備計画  

飯山市橋梁長寿命化修繕計画  

飯山市耐震改修促進計画  

 

 

 ２ 脆弱性評価の考え方 

    国は、国土強靱化基本計画において、我が国の大規模自然災害等に対する

脆弱性を調査し評価する、いわば「国土の健康診断」を実施するため、脆弱

性評価を行っています。この評価は、「起きてはならない最悪の事態」を設定

し、これに対する各省庁の施策について横断的に評価することとし、国は 45

項目の「起きてはならない最悪の事態」を設定しました。また、長野県強靱

化計画では、国と同様の枠組みにより脆弱性評価を実施しています。 

    本市は、国及び県の脆弱性評価を参考に、以下の手順で評価を実施しまし

た。 

  ① 本市における「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」の設定 

  ② ①について、市の取り組みの現状と、リスクシナリオを回避するための課

題【脆弱性の評価】を整理 

  ③ ②の対応と推進方針（施策）を整理 

 

 

 ⑴ 想定するリスクの設定 

   本計画で想定するリスクは自然災害全般とします。 

 

 ⑵ 「基本目標」における「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」の

設定 

   基本目標や想定するリスク等を踏まえ、本市における「起きてはならない最

飯山市公共施設等総合管理計画  

社会資本総合整備計画  

飯山市橋梁長寿命化修繕計画  

飯山市耐震改修促進計画  

 

 

 ２ 脆弱性評価の考え方 

    国は、国土強靱化基本計画において、我が国の大規模自然災害等に対する

脆弱性を調査し評価する、いわば「国土の健康診断」を実施するため、脆弱

性評価を行っています。この評価は、「起きてはならない最悪の事態」を設定

し、これに対する各省庁の施策について横断的に評価することとし、国は 45

項目の「起きてはならない最悪の事態」を設定しました。また、長野県強靱

化計画では、国と同様の枠組みにより脆弱性評価を実施しています。 

    本市は、国及び県の脆弱性評価を参考に、以下の手順で評価を実施しまし

た。 

  ① 本市における「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」の設定 

  ② ①について、市の取り組みの現状と、リスクシナリオを回避するための課

題【脆弱性の評価】を整理 

  ③ ②の対応と推進方針（施策）を整理 

 

 

 ⑴ 想定するリスクの設定 

   本計画で想定するリスクは自然災害全般とします。 

 

 ⑵ 「基本目標」における「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」の

設定 

   基本目標や想定するリスク等を踏まえ、本市における「起きてはならない最
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悪の事態（リスクシナリオ）」を次のとおり設定します。 

 

 〔本市の「基本目標」と「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」〕 

  基本目標や想定するリスク等を踏まえ、飯山市における「起きてはならない最

悪の事態（リスクシナリオ）」を次のとおり設定します。 

基本目標 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） 

１ 人命の保護 

1 住宅及び公共施設等の倒壊や、住宅密集地の火災によ

る死傷者の発生 

2 豪雨による河川の氾濫に伴う避難の遅れや住宅などの

建築物の浸水による死傷者の発生 

3 土石流、地すべり等の土砂災害による死傷者の発生 

4 暴風雪及び豪雪による死傷者の発生 

5 避難勧告・指示の判断の遅れや、情報伝達手段の不備

に伴う避難の遅れによる死傷者の発生 

２ 迅速な救

助、救急活

動等 

1 長期にわたる孤立集落等の発生（大雪を含む）や、被

災地での食料、飲料水等の長期にわたる不足 

2 医療機関、医療従事者の不足や、医療施設の被災によ

る医療機能の麻痺 

3 被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

３ 行政機能、

情報通信機

能の確保 

1 市役所の大幅な機能低下 

2 停電、通信施設の倒壊による情報通信の麻痺・長期停

止 

3 テレビ･ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な

者に伝達できない事態 

   

 

 

悪の事態（リスクシナリオ）」を次のとおり設定します。 

 

 〔本市の「基本目標」と「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」〕 

  基本目標や想定するリスク等を踏まえ、飯山市における「起きてはならない最

悪の事態（リスクシナリオ）」を次のとおり設定します。 

基本目標 起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ） 

１ 人命の保護 

1 住宅及び公共施設等の倒壊や、住宅密集地の火災によ

る死傷者の発生 

2 豪雨による河川の氾濫に伴う避難の遅れや住宅などの

建築物の浸水による死傷者の発生 

3 土石流、地すべり等の土砂災害による死傷者の発生 

4 暴風雪及び豪雪による死傷者の発生 

5 避難勧告・指示の判断の遅れや、情報伝達手段の不備

に伴う避難の遅れによる死傷者の発生 

２ 迅速な救

助、救急活

動等 

1 長期にわたる孤立集落等の発生（大雪を含む）や、被

災地での食料、飲料水等の長期にわたる不足 

2 医療機関、医療従事者の不足や、医療施設の被災によ

る医療機能の麻痺 

3 被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

３ 行政機能、

情報通信機

能の確保 

1 市役所の大幅な機能低下 

2 停電、通信施設の倒壊による情報通信の麻痺・長期停

止 

3 テレビ･ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な

者に伝達できない事態 
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４ ライフライ

ンの確保、

早期復旧 

1 電力供給ネットワークや石油・ガソリン・ガス等サ

プライチェーンの機能の停止 

2 上水道等の長期間にわたる供給停止 

3 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

５ 流通・経済

活動の維持 

1 サプライチェーンの寸断等に伴う企業の生産力低下

による経済活動の麻痺 

2 道路、鉄道等の基幹的交通ネットワークの機能停止 

3 食料・飲料水等の安定供給の停滞 

６ 二次的な被

害の防止 

1 ため池等の損壊・機能不全による二次災害の発生 

2 農地・森林等の荒廃 

3 観光や地域農産物に対する風評被害 

4 避難所等における環境の悪化 

７ 元の生活へ 

1 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復

旧・復興が大幅に遅れる事態 

2 道路啓開等の遅れにより復旧・復興が大幅に遅れる

事態 

3 倒壊した住宅の再建が大幅に遅れる事態 

4 地域コミュニティの崩壊により復旧・復興が大幅に

遅れる事態 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ ライフライ

ンの確保、

早期復旧 

1 電力供給ネットワークや石油・ガソリン・ガス等サ

プライチェーンの機能の停止 

2 上水道等の長期間にわたる供給停止 

3 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

５ 流通・経済

活動の維持 

1 サプライチェーンの寸断等に伴う企業の生産力低下

による経済活動の麻痺 

2 道路、鉄道等の基幹的交通ネットワークの機能停止 

3 食料・飲料水等の安定供給の停滞 

６ 二次的な被

害の防止 

1 ため池等の損壊・機能不全による二次災害の発生 

2 農地・森林等の荒廃 

3 観光や地域農産物に対する風評被害 

4 避難所等における環境の悪化 

７ 元の生活へ 

1 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復

旧・復興が大幅に遅れる事態 

2 道路啓開等の遅れにより復旧・復興が大幅に遅れる

事態 

3 倒壊した住宅の再建が大幅に遅れる事態 

4 地域コミュニティの崩壊により復旧・復興が大幅に

遅れる事態 
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〔参考：県計画の「基本目標」と「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」〕 

基本目標 起きてはならない最悪の事態 

１ あらゆる自

然災害において、

人命の保護が最

大限図られる 

1 地震による住宅や不特定多数が利用する施設の倒壊、密集

市街地の火災による死傷者の発生 

2 豪雨による河川の氾濫に伴う住宅などの建築物の浸水によ

る死傷者の発生 

3 土石流、地すべり等の土砂災害による死傷者の発生 

4 ため池、ダム等の損壊・機能不全による死傷者の発生 

5 火山噴火や火山噴出物の流失による死傷者の発生 

6 避難情報発令の判断の遅れや、情報伝達手段の不備に伴う

避難の遅れによる死傷者の発生 

２ 負傷者に対

し、迅速に救

助・救急・医療

活動等が行われ

るとともに、被

害者等の健康、

避難生活環境を

確実に確保する 

1 長期にわたる孤立集落等の発生（大雪を含む）や、被災地

での食料、飲料水等の長期にわたる不足 

2 警察、消防、自衛隊による救助･救急活動等の不足 

3 医療機関・医療従事者の不足やエネルギー供給の長期途

絶、医療施設の被災による医療機能の麻痺 

4 劣悪な避難生活環境や不十分な健康管理による被災者の健

康状態の悪化 

5 被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

３ 必要不可欠

な行政機能、情

報通信機能を確

保する 

1 信号機の停止等による交通事故の多発 

2 県庁、市町村役場をはじめとする地方行政機関の大幅な機

能低下 

3 停電、通信施設の被災による情報通信の麻痺・長期停止 

4 テレビ･ラジオ放送の中断や、通信インフラ障害によりイン

ターネット・SNS で災害情報が必要な者に伝達できない事

態 

４ ライフライ

ンの被害を最小

限に留めるとと

もに、早期に復

旧させる 

1 電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や石油・

都市ガス・LP ガスサプライチェーンの機能の停止 

2 上水道等の長期間にわたる供給停止 

3 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

4 地域交通ネットワークが分断する事態 

 

 

〔参考：県計画の「基本目標」と「起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）」〕 

基本目標 起きてはならない最悪の事態 

１ 人命の保護 

1 住宅の倒壊や、住宅密集地の火災による死傷者の発生 

2 多数の者が利用する施設の倒壊・火災による死傷者の発生 

3 豪雨による河川の氾濫に伴う住宅などの建築物の浸水 

4 土石流、地すべり等の土砂災害による死傷者の発生 

5 火山噴火による住民や観光客の死傷者の発生 

6 避難勧告・指示の判断の遅れや、情報伝達手段の不備に伴

う避難の遅れによる死傷者の発生 

２ 迅速な救

助、救急活

動等 

1 長期にわたる孤立集落等の発生（大雪を含む）や、被災地

での食料、飲料水等の長期にわたる不足 

2 警察、消防、自衛隊による救助･救急活動等の不足 

3 救助・救急、医療活動のためのエネルギー供給の長期途絶 

4 医療機関、医療従事者の不足や、医療施設の被災による医

療機能の麻痺 

5 被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

３ 行政機能、

情報通信機

能の確保 

1 信号機の停止等による交通事故の多発 

2 県庁、市町村役場をはじめとする地方行政機関の大幅な機

能低下 

3 停電、通信施設の倒壊による情報通信の麻痺・長期停止 

4 テレビ･ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に

伝達できない事態 

４ ライフライ

ンの確保、

早期復旧 

1 電力供給ネットワーク（発変電所、送配電設備）や石油・

都市ガス・LP ガスサプライチェーンの機能の停止 

2 上水道等の長期間にわたる供給停止 

3 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

4 地域交通ネットワークが分断する事態 
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５ 流通・経済

活動を停滞させ

ない 

1 サプライチェーンの寸断等に伴う企業の生産力低下による

経済活動の麻痺 

2 高速道路、鉄道等の基幹的交通ネットワークの機能停止 

3 食料・飲料水等の安定供給の停滞 

4 危険物施設の被災による有害物質の大規模拡散・流出 

5 農地や森林の荒廃による生産能力、多面的機能の低下 

６ 被災した

方々の日常生活

が迅速かつより

良い状態に戻る 

1 大量に発生する災害廃棄物の処理停滞により復旧・復興が

大幅に遅れる事態 

2 倒壊、浸水した住宅の再建が大幅に遅れる事態 

3 復旧、復興を支える組織、人材の不足等により復旧・復興

が大幅に遅れる事態 

4 観光や地域農産物に対する風評被害により復興が大幅に遅

れる事態 

5 貴重な文化財や環境的資産、地域に伝わる有形・無形の文

化財の喪失・衰退 

 

 

 

 

 

５ 流通・経

済活動の

維持 

1 サプライチェーンの寸断等に伴う企業の生産力低下

による経済活動の麻痺 

2 高速道路、鉄道等の基幹的交通ネットワークの機能

停止 

3 食料・飲料水等の安定供給の停滞 

６ 二次的な

被害の防

止 

1 土石流、地すべりなど土砂災害による二次災害の発

生 

2 ため池、ダム等の損壊・機能不全による二次災害の

発生 

3 有害物質の大規模拡散･流出 

4 農地・森林等の荒廃 

5 観光や地域農産物に対する風評被害 

6 避難所等における環境の悪化 

７ 元の生活

へ 

1 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復

旧・復興が大幅に遅れる事態 

2 道路啓開等の遅れにより復旧・復興が大幅に遅れる

事態 

3 倒壊した住宅の再建が大幅に遅れる事態 

4 地域コミュニティの崩壊により復旧・復興が大幅に

遅れる事態 
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飯山市国土強靭化地域計画 

改   正   後 現       行 

 

第５章 飯山市における国土強靱化の推進方針 

 脆弱性評価の結果に基づき、基本目標ごとに脆弱性評価（課題）を行うと

ともに、リスクシナリオを回避するために必要な取組みを推進します。 

 

１ 人命の保護 

 

リスクシナリオ 

１－２ 

豪雨による河川の氾濫に伴う避難の遅れや住宅などの建

築物の浸水による死傷者の発生 

 

  【脆弱性の評価】 

 

   本市では、これまで度重なる千曲川や中小河川の氾濫及び内水氾濫による水

害の被害を受けてきました。 

   千曲川の河川改修には国、県、及び流域市町村の協力・連携により治水対策

を推進するため、国や県に千曲川治水工事の要請を行う必要があります。 

   千曲川支川については、河川の堤防や水門等の治水施設の整備を一層推進す

る必要があるとともに、水門や樋門（堤防の中にコンクリートの水路を通し、

そこにゲート設置する施設）、護岸等の河川構造物の適切な維持管理を進める

必要があります。 

   特に、令和元年度東日本台風災害の受け、国土交通省では令和 2 年 1 月末に

「信濃川水系緊急治水対策プロジェクト」を取りまとめ、同年 4 月には千曲川

緊急治水対策出張所を長野市から本市（飯山地区・福寿町）に移転し計画を進

めているほか、県では皿川堤防の復旧工事が完了し、改修計画を進めています。

本市ではこれらの計画と連携・整合を図りつつ河川における対策を進める必要

 

第５章 飯山市における国土強靱化の推進方針 

 脆弱性評価の結果に基づき、基本目標ごとに脆弱性評価（課題）を行うと

ともに、リスクシナリオを回避するために必要な取組みを推進します。 

 

１ 人命の保護 

 

リスクシナリオ 

１－２ 

豪雨による河川の氾濫に伴う避難の遅れや住宅などの建

築物の浸水による死傷者の発生 

 

  【脆弱性の評価】 

 

   本市では、これまで度重なる千曲川や中小河川の氾濫及び内水氾濫による水

害の被害を受けてきました。 

   千曲川の河川改修には国、県、及び流域市町村の協力・連携により治水対策

を推進するため、国や県に千曲川治水工事の要請を行う必要があります。 

   千曲川支川については、河川の堤防や水門等の治水施設の整備を一層推進す

る必要があるとともに、水門や樋門（堤防の中にコンクリートの水路を通し、

そこにゲート設置する施設）、護岸等の河川構造物の適切な維持管理を進める

必要があります。 

   特に、令和元年度東日本台風災害の受け、国土交通省では令和 2 年 1 月末に

「信濃川水系緊急治水対策プロジェクト」を取りまとめ、同年 4 月には千曲川

緊急治水対策出張所を長野市から本市（飯山地区・福寿町）に移転し計画を進

めているほか、県では皿川堤防の復旧工事が完了し、改修計画を進めています。

本市ではこれらの計画と連携・整合を図りつつ河川における対策を進める必要
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があります。 

   市街地の排水対策においては、近年の宅地化の進行や気候変動などによる経

験したことのないような集中豪雨により、市街地で冠水被害が発生しているた

め、飯山市公共下水道事業雨水全体計画に基づき、市街地雨水排水対策を進め

るほか、千曲川支川における内水排除対策においては、排水機場の増強や市排

水ポンプ車の増車の検討、国や県排水ポンプ車の出動に関する連携を強化する

など、ハードとソフトの両面から対策を講じる必要があります。 

   また、住民の避難対策として、マイタイムラインの普及及び洪水・土砂災害

ハザードマップの周知を図ることが必要であるとともに、千曲川河川事務所や

県との連携を緊密にし、迅速かつ的確に防災情報を提供する必要があります。

併せて、河川の氾濫前に、市民の避難を確実に行うため、浸水想定の周知や市

民の防災意識の啓発に一層努めるほか、自主防災組織による防災訓練の実施な

ど地域防災力の向上を図る必要があります。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○堤防等の整備要請 

   ○千曲川河川事務所等との連携強化（信濃川水系緊急治水対策プロジェクト

や県計画との連携・整合） 

   〇市街地雨水排水対策、排水機場の増強や市排水ポンプ車の増車の検討 

   〇国や県排水ポンプ車の出動要請等、災害対応における連携の強化 

   ○マイタイムラインの普及及び洪水・土砂災害ハザードマップの周知 

   ○避難路の整備や避難場所の確保 

   ○災害情報提供や対策の周知 

   ○防災訓練等の継続的実施 

  が必要です。 

 

 

 

があります。 

   市街地の排水対策においては、近年の宅地化の進行や気候変動などによる経

験したことのないような集中豪雨により、市街地で冠水被害が発生しているた

め、市街地都市下水路排水能力調査を実施し、市街地雨水排水対策を進めるほ

か、千曲川支川における内水排除対策においては、排水機場の増強や市排水ポ

ンプ車の増車の検討、国や県排水ポンプ車の出動に関する連携を強化するな

ど、ハードとソフトの両面から対策を講じる必要があります。 

   また、住民の避難対策として、マイタイムラインの普及及び洪水・土砂災害

ハザードマップの周知を図ることが必要であるとともに、千曲川河川事務所や

県との連携を緊密にし、迅速かつ的確に防災情報を提供する必要があります。

併せて、河川の氾濫前に、市民の避難を確実に行うため、浸水想定の周知や市

民の防災意識の啓発に一層努めるほか、自主防災組織による防災訓練の実施な

ど地域防災力の向上を図る必要があります。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○堤防等の整備要請 

   ○千曲川河川事務所等との連携強化（信濃川水系緊急治水対策プロジェクト

や県計画との連携・整合） 

   〇市街地雨水排水対策、排水機場の増強や市排水ポンプ車の増車の検討 

   〇国や県排水ポンプ車の出動要請等、災害対応における連携の強化 

   ○マイタイムラインの普及及び洪水・土砂災害ハザードマップの周知 

   ○避難路の整備や避難場所の確保 

   ○災害情報提供や対策の周知 

   ○防災訓練等の継続的実施 

  が必要です。 
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  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①堤防等の整備要請 

  ・ 千曲川河川事務所や長野県と嵩上げ等が必要な箇所の協議を行い、継続し

た改修要望を行います。 

  ・ 市が管理する河川は、必要に応じ嵩上げ等の対策を講じ改修及び修繕を実

施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①堤防等の整備要請 

  ・ 千曲川河川事務所と嵩上げ等が必要な箇所の協議を行い、継続した改修要

望を行います。 

  ・ 市が管理する河川は、必要に応じ嵩上げ等の対策を講じ改修及び修繕を実

施します。 

 
 

信濃川水系緊急治水対策プロジェクト「プロジェクトの 3 つの柱」 

「北陸地方整備局 緊急治水対策プロジェクト」ホームページ 

https://www.hrr.mlit.go.jp/river/sinanogawakinkyutisuitaisaku/sinan

ogawakinkyutisuitaisaku_top.htm 

 
 

信濃川水系緊急治水対策プロジェクト「プロジェクトの 3 つの柱」 

「北陸地方整備局 緊急治水対策プロジェクト」ホームページ 

https://www.hrr.mlit.go.jp/river/sinanogawakinkyutisuitaisaku/sinan

ogawakinkyutisuitaisaku_top.htm 
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  ・ 河道内の流下阻害となる堆積した土砂の除去や樹木の伐採、定期的な清掃

など、越水対策を進めます。 

 

  ②千曲川河川事務所等との連携強化（信濃川水系緊急治水対策プロジェクトや

県計画との連携・整合） 

  ・ 千曲川河川事務所や長野県と継続的・定期的な協議を実施し、災害時の情

報共有に反映させ、住民へ防災情報を提供します。 

  ・ 信濃川水系緊急治水対策プロジェクトや県計画と連携・整合を図りつつ、

河川における対策を進める必要があります。 

 

  ③市街地雨水排水対策、排水機場の増強や市排水ポンプ車の増車の検討 

  ・ 飯山市公共下水道事業雨水全体計画に基づき、雨水渠の機能強化及び雨水

貯留施設の設置等の対策を進めます。 

  ・ 恒久的対策のほかに、維持修繕等の応急的対策を進めます。 

  ・ 千曲川支川（一級河川等）における排水機場の増強や遊水地整備、排水ポ

ンプ車の増車など内水排除対策の強化・充実を図る必要があります。 

 

  ④国や県排水ポンプ車の出動要請等、災害対応における連携の強化 

  ・ 内水排除における国や県への排水ポンプ車の出動要請等、情報伝達経路や

体制整備など災害対応に関する更なる連携を強化する必要があります。 

 

  ⑤マイタイムラインの普及及び洪水・土砂災害ハザードマップの周知 

  ・ マイタイムラインの普及及び洪水・土砂災害ハザードマップの周知に努め

ます。 

 

  ⑥避難路の整備や避難場所の確保 

  ・ 避難計画や避難場所の周知を図るとともに、避難路の整備や避難場所の確

  ・ 河道内の流下阻害となる堆積した土砂の除去や樹木の伐採、定期的な清掃

など、越水対策を進めます。 

 

  ②千曲川河川事務所等との連携強化（信濃川水系緊急治水対策プロジェクトや

県計画との連携・整合） 

  ・ 千曲川河川事務所と継続的・定期的な協議を実施し、災害時の情報共有に

反映させ、住民へ防災情報を提供します。 

  ・ 信濃川水系緊急治水対策プロジェクトや県計画と連携・整合を図りつつ、

河川における対策を進める必要があります。 

 

  ③市街地雨水排水対策、排水機場の増強や市排水ポンプ車の増車の検討 

  ・ 都市下水路排水能力検討業務結果に基づく、都市下水路の機能強化及び貯

留施設の設置等の対策を進めます。 

  ・ 恒久的対策のほかに、維持修繕等の応急的対策を進めます。 

  ・ 千曲川支川（一級河川等）における排水機場の増強や遊水地整備、排水ポ

ンプ車の増車など内水排除対策の強化・充実を図る必要があります。 

 

  ④国や県排水ポンプ車の出動要請等、災害対応における連携の強化 

  ・ 内水排除における国や県への排水ポンプ車の出動要請等、情報伝達経路や

体制整備など災害対応に関する更なる連携を強化する必要があります。 

 

  ⑤マイタイムラインの普及及び洪水・土砂災害ハザードマップの周知 

  ・ マイタイムラインの普及及び洪水・土砂災害ハザードマップの周知に努め

ます。 

 

  ⑥避難路の整備や避難場所の確保 

  ・ 避難計画や避難場所の周知を図るとともに、避難路の整備や避難場所の確
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保に努めます。 

  ・ 避難経路マーキングなど現地情報の整備を進めるとともに、市民等への避

難情報伝達手段の多様化を図ります。 

 

  ⑦災害情報提供や対策の周知 

  ・ 県及び関係機関等と連携し、避難勧告等の発令を検討するとともに、災害

情報の迅速かつ的確な提供に努めます。 

 

  ⑧防災訓練等の継続的実施 

  ・ 消防団や自主防災組織などと連携した水害対策訓練や、被害応急措置のた

めの各種研修の実施により災害対応能力を強化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保に努めます。 

  ・ 避難経路マーキングなど現地情報の整備を進めるとともに、市民等への避

難情報伝達手段の多様化を図ります。 

 

  ⑦災害情報提供や対策の周知 

  ・ 県及び関係機関等と連携し、避難勧告等の発令を検討するとともに、災害

情報の迅速かつ的確な提供に努めます。 

 

  ⑧防災訓練等の継続的実施 

  ・ 消防団や自主防災組織などと連携した水害対策訓練や、被害応急措置のた

めの各種研修の実施により災害対応能力を強化します。 
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リスクシナリオ 

１－４ 
暴風雪及び豪雪による死傷者の発生 

 

  【脆弱性の評価】 

 

   本市では、市民が快適な冬の暮らしを守り、安心して飯山市で生活するため、

生活道路の安定した除排雪や消融雪施設の安定維持を実施しているとともに、

行政と市民が協働で、除排雪を行う取組みの他、除雪オペレーターの育成、市

民と協働で行うきめ細かな除排雪、スクラム除雪、高齢者等玄関先除雪支援等、

本市独自の対策を行っています。 

   しかし、特別豪雪地帯に指定されており、人口減少と高齢化が進む本市では、

これまでと同様の対応が地域全体で低下しています。 

   そのため、冬期間の豪雪等により貴重な人命が奪われる可能性は年々高まっ

ており、除雪作業や雪下ろし作業での事故防止、積雪による家屋崩壊の防止、

老朽化した家屋や空き家の除却等をさらに検討することが必要です。 

   また、積雪による雪の重みから倒木も発生することも有り、電線の断線も発

生する恐れが常にあります。それにより起こる道路交通の遮断や停電は、市民

生活に深刻な影響も与えます。 

   積雪が進む中、市民が孤立せず、日常生活の維持が図れるよう、生活道路の

通行確保に向けた人的資源の効率的投入により死傷者の発生を抑える取組み

を推進することが必要です。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○除雪事故の未然防止の推進 

   ○危険家屋の把握と居住者との協議 

   ○生活道路通行の確保 

   ○防災訓練等の継続的実施（再掲） 

 

リスクシナリオ 

１－４ 
暴風雪及び豪雪による死傷者の発生 

 

  【脆弱性の評価】 

 

   本市では、市民が快適な冬の暮らしを守り、安心して飯山市で生活するため、

生活道路の安定した除排雪や消融雪施設の安定維持を実施しているとともに、

行政と市民が協働で、除排雪を行う取組みの他、除雪オペレーターの育成、市

民と協働で行うきめ細かな除排雪、スクラム除雪、高齢者等玄関先除雪支援等、

本市独自の対策を行っています。 

   しかし、特別豪雪地帯に指定されており、人口減少と高齢化が進む本市では、

これまでと同様の対応が地域全体で低下しています。 

   そのため、冬期間の豪雪等により貴重な人命が奪われる可能性は年々高まっ

ており、除雪作業や雪下ろし作業での事故防止、積雪による家屋崩壊の防止、

老朽化した家屋や空き家の除却等をさらに検討することが必要です。 

   また、積雪による雪の重みから倒木も発生することも有り、電線の断線も発

生する恐れが常にあります。それにより起こる道路交通の遮断や停電は、市民

生活に深刻な影響も与えます。 

   積雪が進む中、市民が孤立せず、日常生活の維持が図れるよう、生活道路の

通行確保に向けた人的資源の効率的投入により死傷者の発生を抑える取組み

を推進することが必要です。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○除雪事故の未然防止の推進 

   ○危険家屋の把握と居住者との協議 

   ○生活道路通行の確保 

   ○防災訓練等の継続的実施（再掲） 
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  が必要です。 

 

  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①除雪事故の未然防止の推進 

  ・ 除雪作業中の事故の未然防止に向けた防災無線や市広報誌による広報やパ

ンフレット等を配布し、除雪の危険性に対する意識を喚起します。 

  ・ 地域コミュニティとの連携により、除雪支援隊の設立とその活動を支援し

ます。 

  ・ 除雪の支援が必要な高齢者等世帯に対して、民生委員・児童委員や区長等

と連携した住宅除雪・玄関先除雪等を行います。 

  ・ 住宅屋根の雪下ろしによる負担軽減や転落事故等防止のため、屋根の融雪

化工事若しくは自然落雪式への改修工事、または命綱固定金具の設置など雪

下ろし作業における安全対策の向上が図られる改修工事の費用について補

助を行います。 

  ・ 道路の安全な除雪体制の確保に向けた、除雪車両の整備・計画的な更新と

除雪体制の見直しを行います。 

  ・ ふるさと納税の一部を除雪対策基金として積み立て、効果的な活用（除雪

費等）を図ります。 

 

  ②危険家屋の把握と居住者との協議 

  ・ 地域コミュニティとの連携により、危険家屋の把握を行います。 

  ・ 倒壊等の防止のため、空家所有者に管理の徹底を指導します。 

 

  ③生活道路通行の確保 

  ・ 暴風雪時における道路管理体制の強化 

  ・ 除雪事業者の確保と担い手不足の解消を図ります。 

  が必要です。 

 

  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①除雪事故の未然防止の推進 

  ・ 除雪作業中の事故の未然防止に向けた防災無線や市広報誌による広報やパ

ンフレット等を配布し、除雪の危険性に対する意識を喚起します。 

  ・ 地域コミュニティとの連携により、除雪支援隊の設立とその活動を支援し

ます。 

  ・ 玄関先等の除雪が必要な高齢者等の世帯の緊急時避難路線確保を目的とし

て、高齢者等玄関先除雪支援を行います。 

  ・ 住宅屋根の雪下ろしによる負担軽減や転落事故等防止のため、屋根の融雪

化工事若しくは自然落雪式への改修工事、または命綱固定金具の設置など雪

下ろし作業における安全対策の向上が図られる改修工事の費用について補

助を行います。 

  ・ 道路の安全な除雪体制の確保に向けた、除雪車両の整備・計画的な更新と

除雪体制の見直しを行います。 

  ・ ふるさと納税の一部を除雪対策基金として積み立て、効果的な活用（除雪

費等）を図ります。 

 

  ②危険家屋の把握と居住者との協議 

  ・ 地域コミュニティとの連携により、危険家屋の把握を行います。 

  ・ 倒壊等の防止のため、空家所有者に管理の徹底を指導します。 

 

  ③生活道路通行の確保 

  ・ 暴風雪時における道路管理体制の強化 

  ・ 除雪事業者の確保と担い手不足の解消を図ります。 
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２ 迅速な救助、救急活動等 

 

リスクシナリオ 

２－１ 

長期にわたる孤立集落等の発生（大雪を含む）や、被災

地での食料、飲料水等の長期にわたる不足 

 

  【脆弱性の評価】 

 

   本市では、災害時の孤立地域を予測し、市民と市との間の情報伝達が断絶し

ないよう通信手段を確保するとともに、孤立予想地域に通ずる道路の防災対策

及び他の道路による迂回路の確保に努めることとなっています。 

   また、孤立した集落が発生した場合に備え、大規模災害発生後の３日間（72

時間）にわたり物流機能が停止し、国、県をはじめ応援自治体からの支援物資

が届かないことを想定していますが、市民に対し、非常持出用の食料等の家庭

備蓄を呼びかける必要があります。併せて、市では、家庭における備蓄を補完

するため、物資の備蓄拡充に努めるとともに、電力確保のための発電機用の燃

料や、流通備蓄の確保を図る必要があります。 

   それとともに、災害時における食料や飲料水などの支援物資の提供や輸送が

速やかに行われるよう、企業・事業者や各種団体等との応援協定の締結を積極

的に進める必要がありますが、市外から支援物資を受け入れる「物資集積場所

（二次輸送拠点）」のほか、災害種別、被害規模、発災季節等の異なる様々な災

害に対応できるよう、受入体制の拡充を図る必要があります。 

   また、物資の供給や救援・救護を迅速かつ確実にするための緊急輸送道路な

どの基幹道路等についてのさらなる整備を図り、輸送路の確保を推進する必要

があります。 

   飲料水は、市民の生命の維持に直接関わってくることから、大規模災害によ

る長期断水を防ぐため、水源の確保及び水道施設の耐震化や老朽化対策を推進

 

２ 迅速な救助、救急活動等 

 

リスクシナリオ 

２－１ 

長期にわたる孤立集落等の発生（大雪を含む）や、被災

地での食料、飲料水等の長期にわたる不足 

 

  【脆弱性の評価】 

 

   本市では、災害時の孤立地域を予測し、市民と市との間の情報伝達が断絶し

ないよう通信手段を確保するとともに、孤立予想地域に通ずる道路の防災対策

及び他の道路による迂回路の確保に努めることとなっています。 

   また、孤立した集落が発生した場合に備え、大規模災害発生後の３日間（72

時間）にわたり物流機能が停止し、国、県をはじめ応援自治体からの支援物資

が届かないことを想定していますが、市民に対し、非常持出用の食料等の家庭

備蓄を呼びかける必要があります。併せて、市では、家庭における備蓄を補完

するため、物資の備蓄拡充に努めるとともに、電力確保のための発電機用の燃

料や、流通備蓄の確保を図る必要があります。 

   それとともに、災害時における食料や飲料水などの支援物資の提供や輸送が

速やかに行われるよう、企業・事業者や各種団体等との応援協定の締結を積極

的に進める必要がありますが、市外から支援物資を受け入れる「物資集積場所

（二次輸送拠点）」のほか、災害種別、被害規模、発災季節等の異なる様々な災

害に対応できるよう、受入体制の拡充を図る必要があります。 

   また、物資の供給や救援・救護を迅速かつ確実にするための緊急輸送道路な

どの基幹道路等についてのさらなる整備を図り、輸送路の確保を推進する必要

があります。 

   飲料水は、市民の生命の維持に直接関わってくることから、大規模災害によ

る長期断水を防ぐため、水源の確保及び水道施設の耐震・耐水化や老朽化対策
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する必要があります。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○非常用備蓄の促進 

   ○救援物資受入体制の整備 

   ○緊急輸送道路の強化 

   ○応急給水体制の整備 

   ○水道施設の耐震化 

  が必要です。 

   なお、各ライフライン機関においては、被災地における救助・救急や医療活

動等に必要なエネルギー供給の途絶を最小限に抑えるため、施設や設備等の耐震

化など防災対策を進めるよう促します。 

 

 

  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①非常用備蓄の促進 

  ・ ホームページや広報紙、防災学習や各種防災イベントなどあらゆる機会を

通じ、7 日間程度（うち３日分は非常持出用）の食料等の家庭備蓄を市民に

呼びかけます。 

  ・ 家庭における備蓄を補完するため、個人で備蓄することが困難な物資や、

災害時に特に需要のある物資の備蓄拡充に努めます。 

  ・ 国や県、石油関係団体等と連携し、燃料の備蓄や災害時における燃料供給

体制の整備を図ります。 

 

  ②救援物資受入体制の整備 

  ・ 県内外から支援物資を受け入れる際の拠点として「物資受援拠点（物資輸

送拠点）」の整備に努め、物資の受入手順や体制等について検討を進めます。 

を推進する必要があります。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○非常用備蓄の促進 

   ○救援物資受入体制の整備 

   ○緊急輸送道路の強化 

   ○応急給水体制の整備 

   ○水道施設の耐震・耐水化 

  が必要です。 

   なお、各ライフライン機関においては、被災地における救助・救急や医療活

動等に必要なエネルギー供給の途絶を最小限に抑えるため、施設や設備等の耐震

化など防災対策を進めるよう促します。 

 

 

  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①非常用備蓄の促進 

  ・ ホームページや広報紙、防災学習や各種防災イベントなどあらゆる機会を

通じ、7 日間程度（うち３日分は非常持出用）の食料等の家庭備蓄を市民に

呼びかけます。 

  ・ 家庭における備蓄を補完するため、個人で備蓄することが困難な物資や、

災害時に特に需要のある物資の備蓄拡充に努めます。 

  ・ 国や県、石油関係団体等と連携し、燃料の備蓄や災害時における燃料供給

体制の整備を図ります。 

 

  ②救援物資受入体制の整備 

  ・ 県内外から支援物資を受け入れる際の拠点として「物資受援拠点（物資輸

送拠点）」の整備に努め、物資の受入手順や体制等について検討を進めます。 
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  ・ 災害時の支援物資の受入れに対応し、物資受援拠点において物資が滞留す

ることがないよう早期の開設をはじめ、指定避難所への搬送計画について検

討します。 

 

  ③緊急輸送道路の強化 

  ・ 緊急輸送道路の計画的な整備をはじめ、橋梁等の信頼性・安全性を確保す

る適切な維持管理の促進などにより災害に強い緊急輸送道路の強化の構築

を図ります。 

  ・ 県道や市道等については、防災対策や孤立解消を図るため法面等の整備、

狭あい道路の拡幅や線形改良、交差点の改良、舗装などきめ細かな整備・改

良に努めます。 

 

  ④応急給水・食糧支援体制の整備 

  ・ 災害時における非常用飲料水や食料等の支援物資の提供や輸送に関し、今

後も民間企業や各種団体等との応援協定の締結を積極的に進めます。 

  ・ 非常用飲料水の確保のほか、給水車の確保、給水タンクや応急復旧用資機

材など飲料水の確保対策を進めます。 

 

  ⑤水道施設の耐震化 

  ・ 大規模災害による断水により長期間にわたる水供給停止を防ぐため、水道

施設の耐震化、老朽化対策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

  ・ 災害時の支援物資の受入れに対応し、物資受援拠点において物資が滞留す

ることがないよう早期の開設をはじめ、指定避難所への搬送計画について検

討します。 

 

  ③緊急輸送道路の強化 

  ・ 緊急輸送道路の計画的な整備をはじめ、橋梁等の信頼性・安全性を確保す

る適切な維持管理の促進などにより災害に強い緊急輸送道路の強化の構築

を図ります。 

  ・ 県道や市道等については、防災対策や孤立解消を図るため法面等の整備、

狭あい道路の拡幅や線形改良、交差点の改良、舗装などきめ細かな整備・改

良に努めます。 

 

  ④応急給水・食糧支援体制の整備 

  ・ 災害時における非常用飲料水や食料等の支援物資の提供や輸送に関し、今

後も民間企業や各種団体等との応援協定の締結を積極的に進めます。 

  ・ 非常用飲料水の確保のほか、給水車の確保、給水タンクや応急復旧用資機

材など飲料水の確保対策を進めます。 

 

  ⑤水道施設の耐震・耐水化 

  ・ 大規模災害による断水により長期間にわたる水供給停止を防ぐため、水道

施設の耐震・耐水化、老朽化対策を推進します。 
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４ ライフラインの確保、早期復旧 

 

リスクシナリオ 

４－２ 
上水道等の長期間にわたる供給停止 

 

  【脆弱性の評価】 

 

   本市では、水道の水源をかつて千曲川から取水していましたが、今ではほと

んどが地下水を水源としています。そのため、市が管理する水道水源を保護す

るため、水道水源から半径１㎞以内（規制区域内）における地下水の採取を制

限することを目的に、飯山市水道水源保全条例を平成 30 年 7 月 1 日施行しま

した。 

   これにより、規制区域内において条例に規定する井戸を掘削しようとする場

合は、市と事前協議を行い、周囲に及ぼす影響調査を実施してから許可申請書

を提出するという一連の手続きが必要となっています。 

   水は人にとって非常に大切な資源であり、生命の維持に直結する飲料水や、

日常生活を営むための生活用水は、災害時においても必要不可欠です。 

   現在、本市では、水源の保全と併せて、上水道アセットマネジメント・経営

戦略に基づき、水道施設の計画的な更新に努めています。 

   大規模災害時には、水道関連施設の破損等により水道水の供給が止まる可能

性があり、施設の耐震化が必要となっています。 

   また、水需要に十分対応しうる水源の確保と災害発生時にも対応できる安定

した供給体制の構築が必要となっています。 

   併せて、日頃からの水資源の大切さや災害時における節水などの啓発活動が

必要です。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

 

４ ライフラインの確保、早期復旧 

 

リスクシナリオ 

４－２ 
上水道等の長期間にわたる供給停止 

 

  【脆弱性の評価】 

 

   本市では、水道の水源をかつて千曲川から取水していましたが、今ではほと

んどが地下水を水源としています。そのため、市が管理する水道水源を保護す

るため、水道水源から半径１㎞以内（規制区域内）における地下水の採取を制

限することを目的に、飯山市水道水源保全条例を平成 30 年 7 月 1 日施行しま

した。 

   これにより、規制区域内において条例に規定する井戸を掘削しようとする場

合は、市と事前協議を行い、周囲に及ぼす影響調査を実施してから許可申請書

を提出するという一連の手続きが必要となっています。 

   水は人にとって非常に大切な資源であり、生命の維持に直結する飲料水や、

日常生活を営むための生活用水は、災害時においても必要不可欠です。 

   現在、本市では、水源の保全と併せて、上水道アセットマネジメント・経営

戦略に基づき、水道施設の計画的な更新に努めています。 

   大規模災害時には、水道関連施設の破損等により水道水の供給が止まる可能

性があり、施設の耐震・耐水化が必要となっています。 

   また、水需要に十分対応しうる水源の確保と災害発生時にも対応できる安定

した供給体制の構築が必要となっています。 

   併せて、日頃からの水資源の大切さや災害時における節水などの啓発活動が

必要です。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 
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改   正   後 現       行 

   ○水道施設の耐震化 

   ○水道水源の確保 

  が必要です。 

 

 

  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①水道施設の耐震化 

  ・ 上水道施設、簡易水道施設及び飲料水供給施設、簡易給水施設において、

配水池、ポンプ場、導水管・送水管・配水管等の耐震・耐水化を計画的に進

め、大規模災害が発生しても給水が途絶えることのないよう、整備を進めま

す。 

 

  ②水道水源の確保 

  ・ 水源の保全を図るとともに、取水施設、送水施設等の耐震・耐水化を進め、

大規模災害が発生しても取水機能が停止することのないよう、整備を進めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○水道施設の耐震・耐水化 

   ○水道水源の確保 

  が必要です。 

 

 

  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①水道施設の耐震・耐水化 

  ・ 上水道施設、簡易水道施設及び飲料水供給施設、簡易給水施設において、

配水池、ポンプ場、導水管・送水管・配水管等の耐震・耐水化を計画的に進

め、大規模災害が発生しても給水が途絶えることのないよう、整備を進めま

す。 

 

  ②水道水源の確保 

  ・ 水源の保全を図るとともに、取水施設、送水施設等の耐震・耐水化を進め、

大規模災害が発生しても取水機能が停止することのないよう、整備を進めま

す。 
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改   正   後 現       行 

 

リスクシナリオ 

４－３ 
3 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

 

  【脆弱性の評価】 

 

   本市では、公共下水道、特定環境保全公共下水道（公共下水道のうち主とし

て市街化区域以外で設置される下水道）、農業集落排水事業、個人設置型浄化

槽、市町村設置型浄化槽等によって汚水処理を行っています。 

   また、近年では、公共下水道に隣接する農業集落排水施設を下水道に編入す

ることにより、経営の効率化を図る農集公共下水道編入事業や、下水道施設の

効率的な改築を行う下水道ストックマネジメント事業、農業集落排水施設機能

強化事業、処理施設の耐震化事業等を行い、安定的で持続的な汚水処理を進め

ています。 

   しかし、大規模災害が発生した場合、下水道施設においても相当の被害を受

け、汚水処理機能が停止しその復旧に長い期間を要することが想定され、市民

生活や事業活動に甚大な影響を及ぼすことになります。 

   現在、ストックマネジメント計画による適切な施設更新や長寿命化対策を進

めるとともに、下水道施設の耐震化計画に基づく耐震対策や耐水化計画に基づ

く耐水化対策を並行して実施し、有事における施設の機能確保対策を進めてい

ます。 

   また、災害が発生した場合の業務継続計画（下水道 BCP）については、災害

事例等を踏まえ、被害想定を見直し、実際に即した内容に充実させる必要があ

ります。併せて、下水道施設の復旧支援協力に関する事業者等との協定により

復旧支援体制を強化することが必要です。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○汚水処理施設の防災対策の強化 

 

リスクシナリオ 

４－３ 
3 汚水処理施設等の長期間にわたる機能停止 

 

  【脆弱性の評価】 

 

   本市では、公共下水道、特定環境保全公共下水道（公共下水道のうち主とし

て市街化区域以外で設置される下水道）、農業集落排水事業、個人設置型浄化

槽、市町村設置型浄化槽等によって汚水処理を行っています。 

   また、近年では、公共下水道に隣接する農業集落排水施設を下水道に編入す

ることにより、経営の効率化を図る農集公共下水道編入事業や、下水道施設の

効率的な改築を行う下水道ストックマネジメント事業、農業集落排水施設機能

強化事業、処理施設の耐震化事業等を行い、安定的で持続的な汚水処理を進め

ています。 

   しかし、大規模災害が発生した場合、下水道施設においても相当の被害を受

け、汚水処理機能が停止しその復旧に長い期間を要することが想定され、市民

生活や事業活動に甚大な影響を及ぼすことになります。 

   現在進めているストックマネジメント計画による適切な施設更新や長寿命

化対策及び、下水道施設の耐震化計画に基づく耐震対策を継続していくととも

に、今後は、下水道施設の浸水被害を想定し、耐水化の対策を検討する必要が

あります。 

   また、災害が発生した場合の業務継続計画（下水道 BCP）については、災害

事例等を踏まえ、被害想定を見直し、実際に即した内容に充実させる必要があ

ります。併せて、下水道施設の復旧支援協力に関する事業者等との協定により

復旧支援体制を強化することが必要です。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○汚水処理施設の防災対策の強化 
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改   正   後 現       行 

   ○業務継続計画及び復旧支援協力体制の充実 

  が必要です。 

 

 

  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①汚水処理施設の防災対策の強化 

  ・ 下水道施設の耐震化、改築更新及び長寿命化対策と併せて、耐水化・停電

対策等、包括的な防災対策を進めます。なお対策の実施にあたっては、リス

ク評価を適切に行い、ポンプ施設をはじめ、防災拠点・指定避難所といった

重要施設を結ぶ汚水管渠等について、防災対策を優先的に実施していくこと

とします。 

 

  ②業務継続計画及び復旧支援協力体制の充実 

  ・ 災害事例を踏まえ、当市の下水道施設での被害想定を見直し、発災時にお

ける優先実施業務の選定や汚水処理の代替手段等について、実際に即した内

容で業務継続計画（下水道 BCP）の充実を図ります。 

  ・ 被災した下水道施設の復旧支援協力に関する事業者等との協定により、復

旧支援協力体制を強化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○業務継続計画及び復旧支援協力体制の充実 

  が必要です。 

 

 

  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①汚水処理施設の防災対策の強化 

  ・ 下水道施設の耐震化、改築更新及び長寿命化対策と併せて、耐水化・停電

対策等、包括的な防災対策を進めます。なお対策の実施にあたっては、リス

ク評価を適切に行い、ポンプ施設をはじめ、防災拠点・指定避難所といった

重要施設を結ぶ汚水管渠等について、防災対策を優先的に実施していくこと

とします。 

 

  ②業務継続計画及び復旧支援協力体制の充実 

  ・ 災害事例を踏まえ、当市の下水道施設での被害想定を見直し、発災時にお

ける優先実施業務の選定や汚水処理の代替手段等について、実際に即した内

容で業務継続計画（下水道 BCP）の充実を図ります。 

  ・ 被災した下水道施設の復旧支援協力に関する事業者等との協定により、復

旧支援協力体制を強化します。 
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改   正   後 現       行 

 

 ５ 流通・経済活動の維持 

 

リスクシナリオ 

５－２ 
道路、鉄道等の基幹的交通ネットワークの機能停止 

 

  【脆弱性の評価】 

 

   本市の主要幹線道路として、本市の東西・南北方向の骨格となる広域道路の

体系を構築する(都)3・4・4 号中央通り線、(都)3・6・5 号国道線（一般国道

117 号）、一般国道 292 号、一般国道 403 号が位置付けられており、これによ

り交通機能の向上、周辺都市との連絡性の強化が図られています。 

   また、(都)3・4・4 号中央通り線、(都)3・6・5 号国道線（一般国道 117 号）

は、上信越自動車道と関越自動車道を結ぶ、より広域的な道路であり、県の広

域道路整備基本計画において「交流促進型広域道路」として位置づけられてお

り、道路改良や渋滞箇所の交通容量の拡大等、道路機能向上を図ることが必要

です。 

   そして、一般国道 292 号、一般国道 403 号は、県の広域道路整備基本計画に

おいて「地域形成型広域道路」として位置づけられており、道路改良などによ

る道路機能向上を図ることが必要です。 

   主要幹線道路を補完し、区域内の各地域及び隣接市町村間を結ぶ幹線道路と

して、南北方向には(都)3・4・15 号斑尾線（主要地方道飯山斑尾新井線）、一

般県道中野飯山線、市道 1-103 号（西回り線）、(都)3・4・2 号網切線、(都)3・

6・3 号飯山新井線（一般県道飯山斑尾新井線など）、(都)3・6・8 号新町線が

位置づけられ、東西方向には(都)3・5・10 号中央橋線（一般県道飯山斑尾新

井線など）、(都)3・3・7 号真宗寺線、主要地方道飯山野沢温泉線が位置づけら

れています。 

 

 ５ 流通・経済活動の維持 

 

リスクシナリオ 

５－２ 
道路、鉄道等の基幹的交通ネットワークの機能停止 

 

  【脆弱性の評価】 

 

   本市の主要幹線道路として、本市の東西・南北方向の骨格となる広域道路の

体系を構築する 3・4・4 号中央通り線、3・6・5 号国道線（一般国道 117 号）、

一般国道 292 号、一般国道 403 号が位置付けられており、これにより交通機

能の向上、周辺都市との連絡性の強化が図られています。 

   また、3・4・4 号中央通り線、3・6・5 号国道線（一般国道 117 号）は、上信

越自動車道と関越自動車道を結ぶ、より広域的な道路であり、県の広域道路整

備基本計画において「交流促進型広域道路」として位置づけられており、道路

改良や渋滞箇所の交通容量の拡大等、道路機能向上を図ることが必要です。 

 

   そして、一般国道 292 号、一般国道 403 号は、県の広域道路整備基本計画に

おいて「地域形成型広域道路」として位置づけられており、道路改良などによ

る道路機能向上を図ることが必要です。 

   主要幹線道路を補完し、区域内の各地域及び隣接市町村間を結ぶ幹線道路と

して、南北方向には 3・4・15 号斑尾線（主要地方道飯山斑尾新井線）、一般県

道中野飯山線、市道 1-103 号（西回り線）、3・4・2 号網切線、3・6・3 号飯山

新井線（一般県道飯山斑尾新井線など）、3・6・8 号新町線が位置づけられ、東

西方向には 3・5・10 号中央橋線（一般県道飯山斑尾新井線など）、3・3・7 号

真宗寺線、主要地方道飯山野沢温泉線が位置づけられています。 
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   大規模災害時には、これらの主要幹線道路やそれを補完する幹線道路が、地

域復興の幹線となることから、道路交通ネットワークが分断されないよう、国・

県・関係機関等と連携を深め、各種交通施設の耐震化、整備、代替ルートの確

保検討等の防災対策を推進する必要があります。 

   また、緊急輸送道路等の整備、防災対策の推進、道路啓開に必要な装備資機

材の充実や、情報収集・共有等の体制整備を進める必要があります。 

   本市を通過する北陸新幹線及び東日本旅客鉄道飯山線は、地域の人の流れと

物流を担う大きな機能を果たしていますが、特に飯山線は地上路線を走ってい

ることから被災の可能性が高く、被災時の早期復旧が必要です。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○主要幹線道路、幹線道路の整備促進 

   ○代替ルートの確保 

   ○道路啓開事業者との協定締結 

  が必要です。 

 

 

  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①主要幹線道路、幹線道路の整備促進 

  ・ 大規模災害が発生しても、その被害が軽微なものにとどまるよう、国や県

に整備の拡充を要請します。 

 

  ②代替ルートの確保 

  ・ 国・県と連携し物資輸送路確保のための道路整備について、早期事業化に

向けた要請を行います。 

  ・ 老朽化の進む市道等の道路構造物については、国・県に対し早期事業化に

向けた要請を行います。 

   大規模災害時には、これらの主要幹線道路やそれを補完する幹線道路が、地

域復興の幹線となることから、道路交通ネットワークが分断されないよう、国・

県・関係機関等と連携を深め、各種交通施設の耐震化、整備、代替ルートの確

保検討等の防災対策を推進する必要があります。 

   また、緊急輸送道路等の整備、防災対策の推進、道路啓開に必要な装備資機

材の充実や、情報収集・共有等の体制整備を進める必要があります。 

   本市を通過する北陸新幹線及び東日本旅客鉄道飯山線は、地域の人の流れと

物流を担う大きな機能を果たしていますが、特に飯山線は地上路線を走ってい

ることから被災の可能性が高く、被災時の早期復旧が必要です。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○主要幹線道路、幹線道路の整備促進 

   ○代替ルートの確保 

   ○道路啓開事業者との協定締結 

  が必要です。 

 

 

  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①主要幹線道路、幹線道路の整備促進 

  ・ 大規模災害が発生しても、その被害が軽微なものにとどまるよう、国や県

に整備の拡充を要請します。 

 

  ②代替ルートの確保 

  ・ 国・県と連携し物資輸送路確保のための道路整備について、早期事業化に

向けた要請を行います。 

  ・ 老朽化の進む市道等の道路構造物については、国・県に対し早期事業化に

向けた要請を行います。 
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  ・ 道路不通が発生した場合、その早期解消に向け、国・県及び民間事業者と

の連携体制を整えます。 

  ・ 主要道路の代替ルートや避難道路となる農道等についても、橋梁の架け替

えや補強、法面改良や舗装等の防災対策を進めます。 

 

 

  ③道路啓開事業者との協定締結 

  ・ 災害時に早急な救援ルート等を確保するために、市内外の建設関係事業者

との協定を締結し、対応の手順や対策の検討を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・ 道路不通が発生した場合、その早期解消に向け、国・県及び民間事業者と

の連携体制を整えます。 

  ・ 主要道路の代替ルートや避難道路となる農道等についても、橋梁の架け替

えや補強、法面改良や舗装等の防災対策を進めます。 

 

 

  ③道路啓開事業者との協定締結 

  ・ 災害時に早急な救援ルート等を確保するために、市内外の建設関係事業者

との協定を締結し、対応の手順や対策の検討を行います。 
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 ６ 二次的な被害の防止 

 

リスクシナリオ 

６－１ 
ため池等の損壊・機能不全による二次災害の発生 

 

  【脆弱性の評価】 

 

   本市には、農業用ため池が 57 箇所あり、そのうち、決壊した場合の浸水区

域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池である

防災重点ため池は 30 か所あります。また、「農業用ため池の管理及び保全に関

する法律」第 7 条第１項の規定により、民間団体や個人が所有し、決壊等によ

り周辺に被害を及ぼすおそれのある農業用ため池のうち 29 か所が「特定農業

用ため池」に指定されています。 

   本市では、市では、ため池が決壊する恐れがある場合、またはため池が決壊

した場合に迅速かつ安全に避難するための参考資料として、防災重点ため池 30

か所に「ため池ハザードマップ」を作成しています。 

   また、本市と野沢温泉村との境には信濃川水系千曲川に建設された西大滝ダ

ムがあります。 

   ため池については、大規模地震に耐えられるよう管理・点検を行い、防災対

策を図る必要があります。また、大規模地震等による深層崩壊等が発生し、天

然ダム等が形成される危険もあることから、避難情報を提供する体制を整備す

る必要があります。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○ため池等農業用水利施設の整備 

  が必要です。 

 

 

 ６ 二次的な被害の防止 

 

リスクシナリオ 

６－１ 
ため池等の損壊・機能不全による二次災害の発生 

 

  【脆弱性の評価】 

 

   本市には、農業用ため池が 58 箇所あり、そのうち、決壊した場合の浸水区

域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池である

防災重点ため池は 31 か所あります。また、「農業用ため池の管理及び保全に関

する法律」第 7 条第１項の規定により、民間団体や個人が所有し、決壊等によ

り周辺に被害を及ぼすおそれのある農業用ため池のうち 30 か所が「特定農業

用ため池」に指定されています。 

   本市では、市では、ため池が決壊する恐れがある場合、またはため池が決壊

した場合に迅速かつ安全に避難するための参考資料として、防災重点ため池 20

か所に「ため池ハザードマップ」を作成しています。 

   また、本市と野沢温泉村との境には信濃川水系千曲川に建設された西大滝ダ

ムがあります。 

   ため池については、大規模地震に耐えられるよう管理・点検を行い、防災対

策を図る必要があります。また、大規模地震等による深層崩壊等が発生し、天

然ダム等が形成される危険もあることから、避難情報を提供する体制を整備す

る必要があります。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○ため池等農業用水利施設の整備 

  が必要です。 
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  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①ため池等農業用水利施設の整備 

  ・ 大規模地震や台風・豪雨等により決壊し、下流の人家等に影響を与えるリ

スクの高い農業用ため池は、定期的な点検を行い、必要に応じて耐震対策や

洪水対策等を図ります。 

  ・ ため池が決壊した場合に下流に居住する市民の安全を確保するため、ハザ

ードマップを周知します。 

  ・ 大規模地震や集中豪雨により深層崩壊や地すべり等が発生し、天然ダム等

が形成された場合、湛水やダム決壊による二次災害の発生を防止するため、

危険区域に居住する市民に迅速に避難情報を提供する体制を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①ため池等農業用水利施設の整備 

  ・ 大規模地震や台風・豪雨等により決壊し、下流の人家等に影響を与えるリ

スクの高い農業用ため池は、定期的な点検を行い、必要に応じて耐震対策や

洪水対策等を図ります。 

  ・ ため池が決壊した場合に下流に居住する市民の安全を確保するため、ハザ

ードマップを周知します。 

  ・ 大規模地震や集中豪雨により深層崩壊や地すべり等が発生し、天然ダム等

が形成された場合、湛水やダム決壊による二次災害の発生を防止するため、

危険区域に居住する市民に迅速に避難情報を提供する体制を整備します。 
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リスクシナリオ 

６－２ 
農地・森林等の荒廃 

 

  【脆弱性の評価】 

 

   本市の耕地面積は、令和２年度(2020 年度)において、田耕地面積が   

1,730ha、畑耕地面積が 1,470ha となっていますが、農村地域は高齢化、後継

者・担い手不足に加え、耕作条件が厳しい中山間地域を中心に耕作放棄地が増

加しています。 

   耕作放棄地の増大は、治水・砂防機能の低下など多くの問題を引き起こすこ

とから、災害が発生した場合に早急な復興が可能となるよう、農地及び農業関

連施設の保全管理を強化する必要があります。 

   また、農地や農業用施設等の土砂災害を防止するため、対策工事を着実に進

める必要があります。 

   本市では、原則全ての農産物を対象に、自然災害や価格低下だけでなく、農

業者の経営努力では避けられない収入減少を広く補償する農業保険（収入保

険）への加入を促進していますが、未加入の農業者もおり、その加入を促す必

要があります。 

   本市の林野面積は 12,113ha となっていますが、農地や里山の水源涵養機能

を十分に果たしています。 

   しかし、森林の荒廃等により、森林が有する国土保全機能（土砂災害防止、

洪水緩和等）が損なわれることにより、山地災害の発生リスクが高まることか

ら、森林の適正な管理・保全を図るため、山地災害防止対策を着実に進める必

要があります。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○農地の適切な保全管理 

 

リスクシナリオ 

６－２ 
農地・森林等の荒廃 

 

  【脆弱性の評価】 

 

   本市の耕地面積は、平成２年度において 3,340ha、田耕地面積は 1,840ha、

畑耕地面積 1,500ha となっていますが、農村地域は高齢化、後継者・担い手不

足に加え、耕作条件が厳しい中山間地域を中心に耕作放棄地が増加していま

す。 

   耕作放棄地の増大は、農地荒廃による治水・砂防機能の低下など多くの問題

を引き起こすことから、災害が発生した場合に早急な復興が可能となるよう、

農地及び農業関連施設の保全管理を強化する必要があります。 

   また、農地や農業用施設等の土砂災害を防止するため、対策工事を着実に進

める必要があります。 

   本市では、原則全ての農産物を対象に、自然災害や価格低下だけでなく、農

業者の経営努力では避けられない収入減少を広く補償する農業保険（農業共

済）への加入を促進していますが、未加入の農業者もおり、その加入を促す必

要があります。 

   本市の林野面積は 12,470ha となっていますが、農地や里山の水源涵養機能

を十分に果たしています。 

   しかし、森林の荒廃等により、森林が有する国土保全機能（土砂災害防止、

洪水緩和等）が損なわれることにより、山地災害の発生リスクが高まることか

ら、森林の適正な管理・保全を図るため、山地災害防止対策を着実に進める必

要があります。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○農地の適切な保全管理 



39 
 

39 
 

改   正   後 現       行 

   ○農業保険への加入促進 

   ○森林の多面的機能の維持 

  が必要です。 

 

 

  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①農地の適切な保全管理 

  ・ 地域の実情に即した用排水施設、農業用施設の耐震診断・耐震化対策、ほ

場整備、農村環境整備など、農地保全整備を推進します。 

  ・ 農地・農道・農業用水路等の地域資源の適切な保全管理を進めます。 

  ・ 耕作放棄地の対策及び担い手不足の解消に向けた施策を進め、農地・農業・

農村の持つ防災、環境・生態系の保全、景観形成、文化伝承など多面的機能

の保全を図ります。 

 

  ②農業保険への加入促進 

  ・ 農業共済組合との連携により、農業保険（収入保険）の周知の強化と加入

を促進します。 

 

  ③森林の多面的機能の維持 

  ・ 森林の荒廃等による崩壊や土砂災害の危険性の高い地域において、適切な

間伐等による森林整備や地すべり防止事業、治山事業等、効果的な山地防災

対策を進めます。 

  ・ 森林が有する多面的機能を維持するため、森林保全活動や森林環境教育を

推進します。 

 

 

   ○農業保険への加入促進 

   ○森林の多面的機能の維持 

  が必要です。 

 

 

  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①農地の適切な保全管理 

  ・ 地域の実情に即した用排水施設、農業用施設の耐震診断・耐震化対策、ほ

場整備、農村環境整備など、農地保全整備を推進します。 

  ・ 農地・農道・農業用水路等の地域資源の適切な保全管理を進めます。 

  ・ 耕作放棄地の対策及び担い手不足の解消に向けた施策を進め、農地・農業・

農村の持つ防災、環境・生態系の保全、景観形成、文化伝承など多面的機能

の保全を図ります。 

 

  ②農業保険への加入促進 

  ・ 農業共済組合との連携により、農業保険（農業共済）の周知の強化と加入

を促進します。 

 

  ③森林の多面的機能の維持 

  ・ 森林の荒廃等による崩壊や土砂災害の危険性の高い地域において、適切な

間伐等による森林整備や地すべり防止事業、治山事業等、効果的な山地防災

対策を進めます。 

  ・ 森林が有する多面的機能を維持するため、森林保全活動や森林環境教育を

推進します。 
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リスクシナリオ 

６－４ 
避難所等における環境の悪化 

 

  【脆弱性の評価】 

 

   本市には、切迫した災害の危険から逃れるための緊急避難場所（指定緊急避

難場所、災害対策基本法第 49 条の 4）は令和７年（2025 年）４月１日現在で

55 箇所あり、収容可能人数は、屋内 13,042 人、屋外 81,020 人、合計 94,062

人となっています。 

   また、一定期間滞在し、避難者の生活環境を確保するための避難所（指定避

難所、災害対策基本法第 49 条の 7）は、一部指定緊急避難所を兼ねています

が、令和７年（2025 年）４月１日現在で 44 箇所あり、収容可能人数は屋内

13,842 人となっています。 

   これらの避難所は、飯山市洪水・土砂災害ハザードマップにも掲載されてお

り、市民一人ひとりが自宅から避難場所までの経路や家族の連絡先などを確認

しておく必要があります。 

   また、災害発生時に多くの市民が一度に集まる避難所は、思わぬ混乱や衛生

環境の問題等が発生することが想定されますが、災害時の避難所運営がスムー

ズに進められる取り決めやマニュアル等を定めるとともに、市民に周知するこ

とが必要となっています。 

   併せて、避難者の健康管理が十分できる対策を立てるとともに、高齢者、障

がい者、児童、疾病者、外国籍市民、外国人旅行者、乳幼児、妊産婦などの災

害対応能力の弱い方や女性に対する配慮を行えるよう、その対策を検討する必

要があります。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○避難所運営体制の充実（再掲） 

 

リスクシナリオ 

６－４ 
避難所等における環境の悪化 

 

  【脆弱性の評価】 

 

   本市には、切迫した災害の危険から逃れるための緊急避難場所（指定緊急避

難場所、災害対策基本法第 49 条の 4）は令和２年８月１日現在で 55 箇所あり、

収容可能人数は、屋内 9,765 人、屋外 56,250 人、合計 66,015 人となっていま

す。 

   また、一定期間滞在し、避難者の生活環境を確保するための避難所（指定避

難所、災害対策基本法第 49 条の 7）は、一部指定緊急避難所を兼ねています

が、令和２年８月１日現在で 49 箇所あり、収容可能人数は屋内 21,606 人とな

っています。 

   これらの避難所は、飯山市洪水・土砂災害ハザードマップにも掲載されてお

り、市民一人ひとりが自宅から避難場所までの経路や家族の連絡先などを確認

しておく必要があります。 

   また、災害発生時に多くの市民が一度に集まる避難所は、思わぬ混乱や衛生

環境の問題等が発生することが想定されますが、災害時の避難所運営がスムー

ズに進められる取り決めやマニュアル等を定めるとともに、市民に周知するこ

とが必要となっています。 

   併せて、避難者の健康管理が十分できる対策を立てるとともに、高齢者、障

がい者、児童、疾病者、外国籍市民、外国人旅行者、乳幼児、妊産婦などの災

害対応能力の弱い方や女性に対する配慮を行えるよう、その対策を検討する必

要があります。 

   以上を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を避けるため、 

   ○避難所運営体制の充実（再掲） 
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   ○避難者の健康管理体制の充実 

   ○要配慮者への対応の充実 

  が必要です。 

 

  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①避難所運営体制の充実 

  ・ 被災地や避難所の生活環境や衛生状態、感染症の発生状況など、被災地で

必要とされる保健医療の情報収集や関係機関との連絡調整に努め、医療支援

の要請を進めます。 

  ・ 被災者の生活の拠り所となる避難所の良好な環境整備と運営を検討しま

す。 

  ・ 医療、保健、福祉関係者の資格保持者の登録をはじめ、災害時における社

会福祉協議会等関係機関と連携したボランティア活動の支援、避難所の運営

人材確保・育成などを進めます。 

  ・ 要配慮者の避難先として必要となる福祉避難所において、社会福祉施設等

管理者や関係団体と連携した設置運営訓練等の実施により実施体制の整備

を進めます。 

  ・ 国・県・関係団体と連携を図り、医療・福祉等の専門的知識を有する人材

の確保・支援体制強化に努めます。 

 

  ②避難者の健康管理体制の充実 

  ・ 被災地や避難所の生活環境や衛生状態、感染症の発生状況など、被災地で

必要とされる保健医療の情報収集や関係機関との連絡調整に努め、医療支援

の要請を進めます。 

  ・ 必要な保健師等の派遣が行えるよう県と連携し、避難者の感染防止や心身

の健康支援を行える体制を充実します。 

   ○避難者の健康管理体制の充実 

   ○要配慮者への対応の充実 

  が必要です。 

 

  【リスクシナリオへの対応と推進方針】 

 

  ①避難所運営体制の充実 

  ・ 被災地や避難所の生活環境や衛生状態、感染症の発生状況など、被災地で

必要とされる保健医療の情報収集や関係機関との連絡調整に努め、医療支援

の要請を進めます。 

  ・ 被災者の生活の拠り所となる避難所の良好な環境整備と運営を検討しま

す。 

  ・ 医療、保健、福祉関係者の資格保持者の登録をはじめ、災害時における社

会福祉協議会等関係機関と連携したボランティア活動の支援、避難所の運営

人材確保・育成などを進めます。 

  ・ 要配慮者の避難先として必要となる福祉避難所において、社会福祉施設等

管理者や関係団体と連携した設置運営訓練等の実施により実施体制の整備

を進めます。 

  ・ 国・県・関係団体と連携を図り、医療・福祉等の専門的知識を有する人材

の確保・支援体制強化に努めます。 

 

  ②避難者の健康管理体制の充実 

  ・ 被災地や避難所の生活環境や衛生状態、感染症の発生状況など、被災地で

必要とされる保健医療の情報収集や関係機関との連絡調整に努め、医療支援

の要請を進めます。 

  ・ 必要な保健師等の派遣が行えるよう県と連携し、避難者の感染防止や心身

の健康支援を行える体制を充実します。 
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  ・ 避難所生活が長引く場合、心身のストレス等により、健康状態の悪化が懸

念されることから、避難者の健康状態の悪化を防止する対策を整えます。 

 

  ③要配慮者への対応の充実 

  ・ 要配慮者の避難先として必要となる福祉避難所においては、社会福祉施設

等管理者や関係団体と連携した設置運営訓練等の実施により実施体制の整

備を進めます。 

  ・ 要配慮者が災害時に適正な避難生活を送ることができるよう、対応を検討

し体制を整えます。 

  ・ 必要な保健師等の派遣が行えるよう県と連携し、避難者の感染防止や心身

の健康支援を行える体制を充実します。 

 

 

  ・ 避難所生活が長引く場合、心身のストレス等により、健康状態の悪化が懸

念されることから、避難者の健康状態の悪化を防止する対策を整えます。 

 

  ③要配慮者への対応の充実 

  ・ 要配慮者の避難先として必要となる福祉避難所においては、社会福祉施設

等管理者や関係団体と連携した設置運営訓練等の実施により実施体制の整

備を進めます。 

  ・ 要配慮者が災害時に適正な避難生活を送ることができるよう、対応を検討

し体制を整えます。 

  ・ 必要な保健師等の派遣が行えるよう県と連携し、避難者の感染防止や心身

の健康支援を行える体制を充実します。 

 

 

 


